
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-1 SA設備基準適合性 一覧表
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第51条:原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却

するための設備 
常設低圧代替注水系ポンプ 

類型化区

分 

第
43
条 

第
1
項 

第
1
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／

屋外の天候／放射線 
その他の建屋内 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） ― 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ 

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれが

ない） 
― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 51-3配置図，51-8保管場所図，51-11その他設備 

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 51-4 系統図，51-7 接続図 

第
3
号

試験・検査（検査性、系統構

成・外部入力） 
ポンプ，弁 Ａ，Ｂ

関連資料 51-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 
本来の用途以外の用途として使用するため，切替操作

が必要 
Ａ 

関連資料 51-4 系統図 

第
5
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 弁等の操作で系統構成 Ａ 

その他（飛散物） 対象外 対象外

関連資料 51-4系統図 

第
6
号 

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 51-3 配置図 

第
2
項 

第
1
号 

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 51-6 容量設定根拠 

第
2
号 

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 ― 

第
3
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件、自然現象、外

部人為事象、溢水、火災 
（共通要因の考慮対象設備なし） 対象外

サポート系故障 対象（サポート系有り）―異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 本文 

  



51-1-2 

 

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（可搬型） 

第51条:原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却す

るための設備 
可搬型代替注水大型ポンプ 

類型化区

分 

第
43
条 

第
1
項 

第
1
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／屋外の

天候／放射線 
屋外 Ｄ 

荷重 （有効に機能を発揮する） ― 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅰ 

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれが

ない） 
― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 51-3 配置図，51-8 保管場所図，51-11 その他設備 

第
2
号

操作性 現場操作 Ｂ 

関連資料 51-4 系統図，51-7 接続図 

第
3
号

試験・検査（検査性、系統構成・外

部入力） 
ポンプ，ホース Ａ，Ｆ

関連資料 51-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 （本来の用途として使用） 対象外

関連資料 51-4 系統図 

第
5
号 

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ

その他（飛散物） ― 対象外

関連資料 51-4 系統図 

第
6
号

設置場所 現場操作 Ａ 

関連資料 51-3 配置図 

第
3
項 

第
1
号 

可搬SAの容量 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備 Ａ 

関連資料 51-6 容量設定根拠 

第
2
号

可搬SAの接続性 フランジ接続 Ｂ 

関連資料 51-7 接続図 

第
3
号

異なる複数の接続箇所の確保 複数の機能で同時に使用 Ａａ

関連資料 51-3 配置図 

第
4
号

設置場所 （放射線量の高くなるおそれの少ない場所を選定） ― 

関連資料 51-3 配置図 

第
5
号

保管場所 屋外（共通要因の考慮対象設備あり） Ｂａ

関連資料 51-8 保管場所図 

第
6
号

アクセスルート 屋外アクセスルートの確保 Ｂ 

関連資料 51-9 アクセスルート図 

第
7
号 

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件、自然現象、外部人為

事象、溢水、火災 
（共通要因の考慮対象設備なし） 対象外

サポート系要因 対象（サポート系有り）―異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ

関連資料 本文 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-2 単線結線図 
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単

線
結

線
図

（
交

流
）

 

 
 

緊急用M/C

緊急用P/C

緊急用MCC

緊急用直流

125V充電器

(2C)

M/C 2C

P/C 2C

MCC 2C系

非常用

動力

変圧器

(2D)

M/C 2D

P/C 2D

MCC 2D系

非常用

動力

変圧器

緊急用電源切替盤

★

可搬型代替

交流電源設備

D/G

※本単線結線図は、今後の

検討結果により変更となる

可能性がある

★

可搬型代替

交流電源設備

★

緊急用

動力

変圧器

(HPCS)

非常用

動力

変圧器

M/C HPCS

M/C 2E

MCC HPCS

154kV系

予備変圧器より

※※

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

代替所内

電気設備

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

所内電気設備

【常用系】

非常用所内

電気設備

【区分Ⅲ】

D/G D/G

M

常設代替交流電源設備

（常設代替高圧電源装置）

緊急用断路器

D/GD/GD/GD/GD/G

D/G

M

D/G

可搬型代替交流電源設備

可搬型代替低圧電源車

接続盤
注：位置的分散を図った

２箇所設置

可搬型代替低圧電源車

D/G

：配線用遮断器

：切替装置

：ディーゼル発電機

：遮断器

：断路器

【凡例】

残留熱除去系Ｂ系格納容器スプレイ弁

残留熱除去系Ｂ系格納容器スプレイ弁

残留熱除去系Ａ系格納容器スプレイ弁

残留熱除去系Ａ系格納容器スプレイ弁

代替格納容器スプレイ弁(A)

代替格納容器スプレイ弁(B)

代替循環冷却系ポンプ入口弁

代替循環冷却系格納容器スプレイ弁

代替循環冷却系ポンプ(B)

代替循環冷却系ポンプ(A)

常設低圧代替注水系ポンプ(B)

常設低圧代替注水系ポンプ(A)
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代替所内

電気設備

緊急用

MCC

（区分Ⅰ）

480V母線

緊急用

125V蓄電池

緊急用直流125V主母線盤

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

高
圧
代
替
注
水
系
（
電
動
弁
）

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置

（
電
動
弁
）

低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
（
電
動
弁
）

常
設
代
替
高
圧
電
源
装
置

緊急用直流125V MCC

充
電
器

（区分Ⅰ）

480V母線

直流125V主母線盤2A

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
電
動
弁
）

残
留
熱
除
去
系
Ａ
系
（
電
動
弁
）

直流125V MCC 2A系

Ｄ
／
Ｇ
２
Ｃ
系

遮
断
器
用
制
御
電
源
（
区
分
Ⅰ
）

原
子
炉
保
護
系
Ａ
系

残
留
熱
除
去
系
Ａ
・
Ｃ
系

直流125V分電盤 2A系緊急用直流125V計装用分電盤

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
Ａ
系

（
自
動
減
圧
機
能
）

高
圧
代
替
注
水
系

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置

低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）

125V A系

蓄電池

充
電
器

（区分Ⅱ）

480V母線

直流125V主母線盤2B

Ｄ
／
Ｇ
２
Ｄ
系

遮
断
器
用
制
御
電
源
（
区
分
Ⅱ
）

125V B系

蓄電池

（区分Ⅲ）

480V母線

（区分Ⅰ）

480V母線

（区分Ⅱ）

480V母線

原
子
炉
保
護
系
Ｂ
系

残
留
熱
除
去
系
Ｂ
系

直流125V分電盤 2B系

非
常
用
照
明
（
中
央
制
御
室
）

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
Ｂ
系

（
自
動
減
圧
機
能
）

充
電
器
（
予
備
）

充
電
器

可搬型代替

直流電源設備

用電源切替盤

★

可搬型代替

直流電源設備

可搬型代替

直流電源設備

★

D/G ※本単線結線図は、今後の

検討結果により変更となる

可能性がある

可搬型整流器 D/G

可搬型代替直流電源設備

可搬型代替低圧電源車

★

可搬型代替低圧電源車

接続盤
注：位置的分散を図った

２箇所設置

可搬型

整流器用

変圧器

P/C2C・2D及び緊急用P/Cへ

格
納
容
器
ベ
ン
ト
弁

緊急用

電源切替盤

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

（
電
動
機
・
電
動
弁
）

緊急用

電源切替盤

常設代替直流電源設備

（蓄電池）

所内常設直流電源設備

（蓄電池）区分Ⅰ

所内常設直流電源設備

（蓄電池）区分Ⅱ

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

遮
断
器
用
制
御
電
源
（
緊
急
用
）

：配線用遮断器

：切替装置

：ディーゼル発電機

：遮断器

【凡例】



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-3 配置図 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-4 系統図 
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51-5 試験及び検査 
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51-6 容量設定根拠 
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約 1,440m３／h における吐出圧力である約 1.20MPa[gage]とする。 

 

3. 最高使用圧力 1.4MPa［gage］ 

可搬型代替注水大型ポンプの最高使用圧力は，供給ラインを考慮しポンプ

吐出圧力を制限していることから、その制限値である1.4MPa［gage］とす

る。 

 

4. 最高使用温度 60℃ 

可搬型代替注水大型ポンプの最高使用温度は，供給ラインを考慮し接続す

るホースの最高使用温度である60℃とする。 

 

5. 原動機出力 847kW 

可搬型代替注水大型ポンプの原動機出力は，メーカ設計値である847kW と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-7 接続図 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-8 保管場所図 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-9 アクセスルート図 

 











  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-10 ペデスタル（ドライウェル部）底部の構造変更について 

 

 



 51-10-1 

 

  １．設備概要 

   炉心損傷後に原子炉圧力容器が破損し，溶融炉心が原子炉圧力容器から

ペデスタル（ドライウェル部）へ落下した場合に，溶融炉心が格納容器機

器ドレンサンプ，格納容器床ドレンサンプ及び格納容器油ドレンサンプ

（以下，「格納容器ドレンサンプ」という。）に流入し局所的にコンクリ

ートが浸食されることや，溶融炉心が格納容器ドレンサンプの排水流路を

通じてサプレッション・チェンバへ移行することで，ドライウェルとサプ

レッション・チェンバの隔離機能が損なわれるおそれがある。溶融炉心に

よる局所的なコンクリート浸食を防ぎ，また，溶融炉心のサプレッショ

ン・チェンバへの移行を防止するために，ペデスタル（ドライウェル部）

底部の構造を変更する。 

 

   図１にペデスタル（ドライウェル部）底部の構造変更の概要図を示す。 

   ペデスタル（ドライウェル部）床面は，中央を格納容器床ドレンサンプ

とし，それを取り囲むように格納容器機器ドレンサンプを配置することで，

床面全体を平坦化し，溶融炉心が均一に拡がるような構造とする。これに

より，溶融炉心による局所的なコンクリート浸食を防止する設計とする。

なお，既設の格納容器油ドレンサンプについては，原子炉再循環系統流量

調整弁〔油圧作動方式〕より作動油が漏えいした場合においても当該弁下

部に設置しているオイルドレン堰内で十分に保油できることから，廃止す

ることとしている。 

   また，各ドレンサンプからの排水流路は，ペデスタル（ドライウェル部）

床面上の溶融炉心による浸食を受けないコンクリート深さまで通じる部分

（縦スリット）と，流入した溶融炉心を凝固させる部分（横スリット）に

より構成する。縦スリット及び横スリットは薄い中空平板型（幅×厚さ：
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  ２．ペデスタル（ドライウェル部）底部の構造変更による周辺設備への悪

影響の有無について 

   ペデスタル（ドライウェル部）底部の構造を変更することにより設計基

準事故対処設備並びに重大事故等対処設備に対し悪影響を及ぼす可能性

があることから，ペデスタル（ドライウェル部）底部の構造変更による

悪影響の有無について確認を行った。 

 

  ２．１ 設計基準事故対処設備への悪影響の有無について 

  ２．１．１ 格納容器機能への悪影響の有無について 

   格納容器機能への影響評価として，空間容積，耐震性，強度，フランジ

部開口量の４つの観点から検討を行い，格納容器機能への悪影響がないこ

とを確認した。確認結果を第51-10-1表に示す。  









  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-11 その他設備 
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 以下に，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を

防止するため，溶融し，格納容器下部のペデスタル（ドライウェル部）床面に

落下した炉心を冷却するために必要な重大事故等対処施設を選定する。 

 

重大事故等対処施設の選定にあたっては，以下を原則とする。 

・配管等の静的機器の故障（破断，漏えい等）は想定しない。 

・ポンプ等の動的機器は，新たに駆動源を確保できればその機能を復旧でき

るものとする。なお，動的機器のうち手動操作も可能な弁については，現

場での操作も可能とする。 

 

１．設備概要（自主対策設備） 

  炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，溶融し，ペデスタル（ドライウェル部）の床面に落下した炉心を冷

却するための自主対策設備として，第 51-11-1 表に纏めた。以下に，各設備

について設備概要を示す。 

 

第 51-11-1 表 各系統の位置付け 

系統 設計基準対処設備 重大事故時に活用する

設計基準対処設備 

重大事故対処設備 自主対策設備 

格納容器下部注水系

（常設） 
― ― 〇 ― 

格納容器下部注水系

（可搬型） 
― ― 〇 ― 

ディーゼル駆動 

消火ポンプ 
― ― ― 〇 

電動駆動 

消火ポンプ 
― ― ― 〇 

補給水系移送ポンプ ― ― ― 〇 
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（１）消火系による原子炉格納容器下部注水 

消火系により格納容器下部へ注水する設備概要を第 51-11-1 図に示す。 

消火系による格納容器下部への注水は，炉心の著しい損傷が発生した場合

において格納容器の破損を防止するため，ディーゼル駆動消火ポンプ又は常

用電源が健全な場合は電動駆動消火ポンプを用い，淡水タンク（ろ過水貯蔵

タンク，多目的タンク）を水源として，消火系及び格納容器下部注水系の配

管・弁を経由してペデスタル（ドライウェル部）へ注水し，溶融炉心を冷却

する機能を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 51-11-1 図 系統概要図（消火系による原子炉格納容器下部注水）
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（２）補給水系による原子炉格納容器下部注水 

補給水系を用いた格納容器下部へ注水する設備概要を第51-11-2図に示す。 

補給水系による格納容器下部への注水は，炉心の著しい損傷が発生した場

合において格納容器の破損を防止するため，復水移送ポンプを用い，復水貯

蔵タンクを水源として，消火系配管を経由してペデスタル（ドライウェル部）

へ注水し，溶融炉心を冷却する機能を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 51-11-2 図 系統概要図（補給水系による原子炉格納容器下部注水） 
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SA 設備基準適合性 一覧表 
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 52 条：水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するための設備 
格納容器内水素濃度（SA） 

類型化

区分 

第

43

条 

第 

1 

項 

第 

1 

号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／屋

外の天候／放射線 
原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそ

れがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 52-3 配置図 

第 

2 

号 

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 52-3 配置図 

第 

3 

号 

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 52-5 試験及び検査 

第 

4 

号 

切り替え性 当該系統の使用にあたり切り替え操作が不要 Ｂｂ 

関連資料 52-4 系統図 

第 

5 

号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

他の設備から独立 

その他（他の設備と遮断器，ヒューズによる分離を

行う） 

Ａｃ 

Ａｅ 

その他（飛散物） 対象外 対象外

関連資料 － 

第 

6 

号 

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 52-3 配置図 

第 

2 

項 

第 

1 

号 

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置する

もの 
Ａ 

関連資料 52-6 容量設定根拠 

第 

2 

号 

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 

3 

号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

緩和設備又は防止でも緩和でもない設備-対象（同

一目的の DB 設備あり） 
Ｂ 

サポート系故障 対象（サポート系有）-異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 － 
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 52 条：水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するための設備 
格納容器内酸素濃度（SA） 

類型化

区分 

第

43

条 

第 

1 

項 

第 

1 

号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／屋

外の天候／放射線 
原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそ

れがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 52-3 配置図 

第 

2 

号 

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 52-3 配置図 

第 

3 

号 

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 52-5 試験及び検査 

第 

4 

号 

切り替え性 当該系統の使用にあたり切り替え操作が不要 Ｂｂ 

関連資料 52-4 系統図 

第 

5 

号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

他の設備から独立 

その他（他の設備と遮断器，ヒューズによる分離を

行う） 

Ａｃ 

Ａｅ 

その他（飛散物） 対象外 対象外

関連資料 － 

第 

6 

号 

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 52-3 配置図 

第 

2 

項 

第 

1 

号 

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置する

もの 
Ａ 

関連資料 52-6 容量設定根拠 

第 

2 

号 

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 

3 

号 

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

緩和設備又は防止でも緩和でもない設備-対象（同

一目的の DB 設備あり） 
Ｂ 

サポート系故障 対象（サポート系有）-異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 － 
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D/G D/G D/G D/G

緊急用M/C

緊急用断路器

常設代替交流電源設備

（常設代替高圧電源装置）

緊急用P/C

緊急用MCC

緊急用直流

125V充電器

D/G

(2C)

M/C 2C

P/C 2C

MCC 2C系

非常用

動力

変圧器

M

D/G

(2D)

M/C 2D

P/C 2D

MCC 2D系

非常用

動力

変圧器

M

緊急用電源切替盤

★

可搬型代替

交流電源設備

D/G

D/G

可搬型代替交流電源設備

可搬型代替低圧電源車

可搬型代替低圧電源車

接続盤
注：位置的分散を図った

２箇所設置

★

可搬型代替

交流電源設備

★

緊急用

動力

変圧器

D/G

(HPCS)

非常用

動力

変圧器

M/C HPCS

M/C 2E

MCC HPCS

154kV系

予備変圧器より

※※

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

代替所内

電気設備

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

所内電気設備

【常用系】

非常用所内

電気設備

【区分Ⅲ】
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水
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配置図 
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52-4 

系統図 
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1. 計装設備の系統概要図 

  格納容器内水素濃度（SA）及び格納容器内酸素濃度（SA）の系統概要図を

第 52-4-1 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 52-4-1 図 格納容器内水素濃度（SA）及び格納容器内酸素濃度（SA）の 

系統概要図 
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試験及び検査 
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①模擬入力（基準ガス）による検出器の校正及び中央制御室までのループ試験を実施（点検・検査）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 52-5-1 図 計装設備の試験及び検査 
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52-6 

容量設定根拠 
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1. 格納容器内水素濃度（SA） 

(1) 設置目的 

格納容器内水素濃度（SA）は，炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動す

る可能性のある範囲で水素濃度を監視することを目的として，原子炉格納

容器（以下「格納容器」という。）内のガスをサンプリングし，原子炉建屋

原子炉棟内に設置する検出器により，水素濃度を測定する。 

 

(2) 設備概要 

格納容器内水素濃度（SA）は，重大事故等対処設備の機能を有しており，

格納容器内水素濃度(SA)の検出信号は，熱伝導式水素検出器にて水素濃度

を検出し，演算装置にて電気信号へ変換する処理を行った後，格納容器内

水素濃度(SA)を中央制御室に指示し，記録装置にて記録する。（第 52-6-1

図「格納容器内水素濃度(SA)の概略構成図」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 52-6-1 図 格納容器内水素濃度（SA）の概略構成図 

（注 1）データ伝送装置 

（注 2）緊急時対策支援システム伝送装置 

設計基準対象施設 

重大事故等対処設備 

設計基準対象施設及び

重大事故等対処設備 

指 示 

中央制御室 

演算装置 演算装置 

熱伝導式 

水素検出器

記 録(注 2) 

記 録(注 1) 
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(3) 計測範囲 

格納容器内水素濃度（SA）の仕様を第 52-6-1 表に，計測範囲を第 52-6-2

表に示す。 

第 52-6-1 表 格納容器内水素濃度（SA）の仕様 

名 称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付個所 

格納容器内水素濃度 

（SA） 
熱伝導式 0～100vol% 1 

原子炉建屋 

原子炉棟 3 階 

 

第 52-6-2 表 格納容器内水素濃度（SA）の計測範囲 

名 称 計測範囲 

原子炉の状態※１と予想変動範囲 

計測範囲の設定に関す

る考え方 通常

運転時

設計基準事

故時（運転時

の異常な過

渡変化時を

含む） 

重大事故等時 

炉心 

損傷前 

炉心 

損傷後 

格納容器内 

水素濃度（SA） 
0～100vol% － 

3.3vol％ 

以下 
－ 

60.4vol%

以下 

炉心の著しい損傷時に

格納容器内の水素濃度

が変動する可能性のあ

る範囲を計測可能な範

囲とする。 

※1：原子炉の状態の定義は，以下のとおり 

・通常運転時：計画的に行われる起動，停止，出力運転，高温停止，低温停止，燃料取替等の原子炉施設の運転で  

あって，その運転状態が所定の制限内にあるもの。 

・運転時の異常な過渡変化時：原子炉施設の寿命期間中に予想される機器の単一故障若しくは誤動作又は運転員の  

単一の誤操作，及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって生ずる異常な状態。 

・設計基準事故時：「運転時の異常な過渡変化」を超える異常な状態であって，発生する頻度は稀であるが，原子炉 

施設の安全設計の観点から想定されるもの。 

・重大事故等時：原子炉施設の安全設計の観点から想定される事故を超える事故の発生により，発電用原子炉の炉 

心の著しい損傷が発生するおそれがある状態又は炉心の著しい損傷が発生した状態。 
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2. 格納容器内酸素濃度（SA） 

(1) 設置目的 

格納容器内酸素濃度（SA）は，炉心損傷後に代替循環冷却系を長期使用

した場合，格納容器内で発生する水素及び酸素によって格納容器内が水素

爆発することを防止するため，格納容器内の雰囲気ガスを排気する必要が

ある。このため，格納容器内酸素濃度の監視を目的として原子炉建屋原子

炉棟内に検出器を設置し，格納容器内のガスをサンプリングすることで格

納容器内の酸素濃度を測定する。 

 

(2) 設備概要 

格納容器内酸素濃度（SA）は，重大事故等対処設備の機能を有しており，

格納容器内酸素濃度（SA）の検出信号は，磁気力式酸素検出器にて酸素濃

度を検出し，演算装置にて電気信号へ変換する処理を行った後，格納容器

内の酸素濃度を中央制御室に指示し，記録装置にて記録する。（第 52-6-2

図「格納容器内酸素濃度（SA）の概略構成図」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 52-6-2 図 格納容器内酸素濃度（SA）の概略構成図

（注 1）データ伝送装置 

（注 2）緊急時対策支援システム伝送装置 

設計基準対象施設 

重大事故等対処設備 

設計基準対象施設及び

重大事故等対処設備 

指 示 

磁気力式 

酸素検出器

中央制御室 

演算装置 演算装置 

記 録(注 2) 

記 録(注 1) 
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(3) 計測範囲 

格納容器内酸素濃度（SA）の仕様を第 52-6-3 表に，計測範囲を第 52-6-4

表に示す。 

第 52-6-3 表 格納容器内酸素濃度（SA）の仕様 

名 称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付個所 

格納容器内酸素濃度 

（SA） 
磁気力式 0～25vol% 1 

原子炉建屋 

原子炉棟 3 階 

 

第 52-6-4 表 格納容器内酸素濃度（SA）の計測範囲 

名 称 計測範囲 

原子炉の状態※１と予想変動範囲 

計測範囲の設定に関す

る考え方 通常 

運転時

設計基準事

故時（運転時

の異常な過

渡変化時を

含む） 

重大事故等時 

炉心 

損傷前 

炉心 

損傷後 

格納容器内 

酸素濃度（SA） 
0～25vol% 

4.0vol%

以下 

4.4vol％以

下 

4.0vol%

以下 

7.25vol%

以下 

炉心の著しい損傷時に

格納容器内の酸素濃度

が変動する可能性のあ

る範囲を計測可能な範

囲とする。 

※1：原子炉の状態の定義は，以下のとおり 

・通常運転時：計画的に行われる起動，停止，出力運転，高温停止，低温停止，燃料取替等の原子炉施設の運転で 

あって，その運転状態が所定の制限内にあるもの。 

・運転時の異常な過渡変化時：原子炉施設の寿命期間中に予想される機器の単一故障若しくは誤動作又は運転員の 

単一の誤操作，及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって生ずる異常な状態。 

・設計基準事故時：「運転時の異常な過渡変化」を超える異常な状態であって，発生する頻度は稀であるが，原子炉 

施設の安全設計の観点から想定されるもの。 

・重大事故等時：原子炉施設の安全設計の観点から想定される事故を超える事故の発生により，発電用原子炉の炉 

心の著しい損傷が発生するおそれがある状態又は炉心の著しい損傷が発生した状態。 
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計装設備の測定原理 
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1. 計装設備の測定原理 

(1) 格納容器内水素濃度（SA） 

格納容器内の水素濃度を測定するために用いる格納容器内水素濃度（SA）

は，熱伝導式のものを用いる。熱伝導式の水素検出器は，第 52-7-1 図に示

すとおり，検知素子と補償素子（白金）でブリッジ回路が構成されている。

検知素子の部分に，測定対象ガスが流れるようになっており，補償素子の

部分には基準となる窒素ガスが密閉されているため，測定対象ガスとは接

触しない構造になっている。 

水素濃度計の測定部より電圧を印加して検知素子と補償素子の両方のサ

ーミスタを一定温度に加熱した状態で，検知素子側に水素を含む測定ガス

を流すと，測定ガスが熱をうばい，検知素子の温度が低下することにより

抵抗が低下する。この検知素子の抵抗が低下するとブリッジ回路の平衡が

失われ，第 52-7-1 図の AB 間に電位差が生じる。この電位差が水素濃度に

比例する原理を用いて，水素濃度を測定する。 

なお，格納容器内水素濃度の計測範囲 0～100vol%において，計器仕様は

最大±1.7vol%の誤差を生じる可能性があるが，この誤差があることを理解

した上で，格納容器内の水素濃度の推移，傾向（トレンド）を監視してい

くことができる。 

 

 

 

 

 

 

第 52-7-1 図 格納容器内水素濃度（SA）検出回路の概要図 
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(2) 格納容器内酸素濃度（SA） 

 格納容器内の酸素濃度を測定するために用いる格納容器内酸素濃度（SA）

は，磁気力式のものを用いる。磁気力式の酸素検出器は，第 52-7-2 図及び

第 52-7-3 図に示すとおり，吊るされた 2 つの球体，くさび型状の磁極片，

ＬＥＤからの光を受光素子へ反射する鏡等にて構成されている。 

ガラス管内は，磁極片により不均一な磁場が形成されており，そこに強

い磁化率を持つ酸素分子が流れ込むと，磁場に引き寄せられ，吊るされた

2 つの球体は遠ざかり，回転運動が生じる。これにより，ＬＥＤからの光

を受光素子へ反射する鏡の向きが変わることで，受光素子に当たる光量が

変化し，電圧が生じる。その後増幅器からこの変化に一致する電流が生じ，

ダンベル上のワイヤを通して発生する磁界がダンベルを元の位置に戻すよ

う作用する。この反力を生む電流が酸素濃度の変化に比例する原理を用い

て，酸素濃度を測定する。 

なお，格納容器内酸素濃度の計測範囲 0～25vol％において，計器仕様は

最大±0.6vol％の誤差を生じる可能性があるが，この誤差があることを理

解した上で，格納容器内の酸素濃度の推移，傾向（トレンド）を監視して

いくことができる。 

  

 

 

 

 

 

        

第 52-7-2 図 格納容器内酸素濃度（SA）内部構造図 

①ガラス管 ③磁極片 

②球体   ④鏡 

 

① ② 

② 

③ ③ 

③ ③ 

④ 

格納容器内雰囲気ガス入口 

格納容器内雰囲気ガス出口 
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第 52-7-3 図 格納容器内酸素濃度（SA）電気回路図 

 

  

【凡例】 

 ①球体  ④受光素子  

②鏡   ⑤増幅器 

③ＬＥＤ ⑥指示部 

③ ④ 

⑤ ⑤ 
⑥ 

② 
① 

① 

ダンベル 
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2. サンプリング装置について 

(1) 測定ガス条件の水素及び酸素濃度測定精度への影響評価 

   水素及び酸素濃度の測定においては，以下のサンプリング装置を用いて

測定を行う。 

これにより使用する条件下において水素濃度及び酸素濃度測定への影響

は十分小さい設計とする。 

 

ａ）ガスサンプラー 

    ガスサンプラーは測定ガスの吸入口であり，格納容器内に置かれ，

サンプリング配管を介してサンプリング装置へとつながる。測定ガス

を吸入する際には，ガスサンプラー内部のスロットルによって圧力を

下げることで，ガス圧縮によるサンプリング配管下流での蒸気凝縮を

防止する。 

ｂ）サンプリング配管用トレースヒータ 

    サンプリング配管用トレースヒータは，格納容器外からサンプリン

グ装置までのサンプリング配管にトレースヒータを布設する。サンプ

リング配管の温度を当該ヒータにより制御し，蒸気凝縮を防止する。 

ｃ）サンプリング装置 

    サンプリング装置は，水素濃度検出器，酸素濃度検出器，湿度検出

器，キャビネットヒータ，冷却器等から構成される。 

    水素濃度の測定においては，測定ガスの蒸気凝縮を防止するため，

測定ガスの露点条件に達しないように温度・圧力を一定レベルに制御

後，水素濃度を測定する。 

    また，酸素濃度の測定では，水素濃度及び湿度測定後の測定ガスを

冷却器により一定温度に冷却し，蒸気凝縮後の酸素濃度を測定し，そ
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の濃度に湿度測定の数値を用いて湿度補正を行うことで，酸素濃度を

測定する。 
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3. サンプリング装置内における水素の滞留について 

(1) 水素燃焼及び爆轟が生じる可能性について 

サンプリング装置では，以下の理由から水素燃焼及び爆轟が生じないこ

とを確認した。 

・重大事故等時においては，有効性評価で示しているとおり，水素濃度

はドライ換算で 13vol％，酸素濃度はドライ換算で 5vol％を上回る。

しかし，水素燃焼及び爆轟するには，水素濃度 4vol%以上及び酸素濃

度 5vol%以上の条件に加え，着火源又は 500℃以上の発火源が必要※と

なる。しかし，当該サンプリング装置内には，着火源及び発火源はな

いことから，サンプリング装置内での水素燃焼及び爆轟は生じない。 

※機械工学基礎講座 燃焼工学－基礎と応用－より 
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4. サンプリング装置からの水素漏えい防止対策 

  サンプリング装置を用いた格納容器内水素濃度（SA）及び格納容器内酸素

濃度（SA）の計測は，計測後のガスを格納容器内へ戻す構成となっており，

外部に対して閉じた系とし，系外への漏えいが発生しないよう第 52-7-1 表に

示すとおりの漏えい防止対策を行う。 

よって，サンプリング装置からの水素漏えいの可能性は低い。 

 

第 52-7-1 表 サンプリング装置の漏えい防止対策について 

No. 機器 漏えい防止対策 

1 
配管，弁，真

空タンク 

本計測設備の配管，弁は格納容器のガスを測定するため

設計された系統であり，被ばく低減の観点からも系外へ

ガス漏えいしない設計とする。配管及び弁は食い込み継

手を使用し，漏えい防止対策を行う。 

2 冷却器 

配管接続部は，食い込み継手を使用し，漏えい防止対策

を行う。食い込み継手を含む冷却器は，重大事故等時の

サンプリング装置内で想定される温度，圧力を包絡した

設計とする。 

3 圧縮機 

配管接続部はねじ込みシール構造であること，圧縮機接

ガス部は二重ダイアフラム構造とすることで，漏えい防

止対策を行う。シール構造及び圧縮機接ガス部は，重大

事故等時のサンプリング装置内で想定される温度，圧力

を包絡した設計とする。 

4 
水素及び酸素

濃度検出器 

配管接続部はいずれもシール構造とし，漏えい防止対策

を行う。シール構造を含む当該検出器は，重大事故等時

のサンプリング装置内で想定される温度，圧力を包絡し

た設計とする。 

5 
サンプリング

装置 

サンプリング装置内の配管と機器の接続部はシール構

造とし，漏えい防止対策を行う。また，サンプリング装

置内は圧縮機により大気圧以下に減圧することで，系内

外の圧力差で系外へ大きな漏えいが発生する可能性を

十分に低くする。サンプリング装置は重大事故等時に格

納容器内及びサンプリング装置内にて想定される温度，

圧力を包絡した設計とする。 
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5. サンプリング装置の計測周期について 

  サンプリングガスは，格納容器内に設置したガスサンプラから引き込みラ

インをとおりサンプリング装置内キャビネットヒータに入る。そこで各検出

器によりガス濃度を測定し，その後サンプリングガスは格納容器に排出され

る。 

  サンプリング装置は，格納容器内ガスのサンプリングから，測定，排出ま

での工程を約 3 分で実行されるよう設計する。 
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水素及び酸素発生時の対応について 
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1. 水素及び酸素発生時の対応について 

(1) 想定水素・酸素発生量 

ａ）監視が必要となる状況と監視計器に求められる性能 

有効性評価の事故シーケンス選定のプロセスにおいて，重大事故等対処

設備に期待しても炉心損傷を回避できない評価事故シーケンスとしては，

「ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗＋損傷炉心冷却失敗＋

格納容器注水失敗」を抽出している。さらにより厳しい状況下での重大事

故等対処設備の有効性を確認する観点から，ＳＢＯを重畳している。 

   よって，この「ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗＋損傷

炉心冷却失敗＋格納容器注水失敗（ＳＢＯ重畳）」事故時への対応の中で

想定される水素及び酸素濃度を監視できる能力を備えることが，重大事故

時の水素及び酸素濃度の監視に最低限要求される性能となる。 

 

ｂ）重大事故時の格納容器内の環境と水素及び酸素濃度 

「ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗＋損傷炉心冷却失敗

＋格納容器注水失敗（ＳＢＯ重畳）」事故時における各パラメータの推移

は，重大事故「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損）」における審査において示したとおりである。これに加え，必要な水素

及び酸素濃度の監視能力を決定する上で必要な情報である格納容器内の気

体の組成の推移を第 52-8-1 図及び第 52-8-2 図に示す。 

 

ｃ）重大事故時の水素及び酸素濃度の監視計器に求められる性能 

①測定範囲について 

 一般に気相中の体積割合で，5vol％以上の酸素と共に水素が存在する

場合，水素濃度 4％で燃焼，13％で爆轟が発生すると言われている。こ
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の観点から，少なくとも水素濃度は 4％，酸素濃度は 5％までの測定が可

能であることが必要である。 

 

②測定が可能となる時間 

第 52-8-1 図及び第 52-8-2 図のとおり，解析上は事象発生から約 168

時間後まで酸素濃度が可燃限界である 5％を超えることは無く，格納容

器内での水素燃焼は生じないが，水の放射線分解により徐々に水素濃度

及び酸素濃度は上昇し続けることから，重大事故発生時に水素濃度及び

酸素濃度を測定する必要がある。 

東海第二発電所では，格納容器内水素・酸素濃度を測定可能な設備を

配備することとしており，ＳＢＯ時には常設代替高圧電源装置により当

該設備に給電が開始された以降は格納容器内水素及び酸素濃度を測定可

能である。格納容器破損防止対策の有効性評価における事故シナリオ「雰

囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」で示したと

おり，常設代替高圧電源装置による給電は事故発生後 25 分以内に可能で

あり，この時間までに格納容器内での酸素濃度は 5％を超えることは無

い。 

なお，除熱系の運転に失敗した場合，炉心から発生する崩壊熱が格納

容器内に蓄積され，それに伴い発生する蒸気の過圧によって格納容器圧

力は上昇するため，格納容器スプレイ停止基準までは格納容器スプレイ

を実施し，その後，格納容器限界圧力（2Pd）までに格納容器ベントを実

施することになる（有効性評価「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格

納容器過圧・過温破損）」では約 23 時間後に格納容器ベントを実施）。格

納容器ベントを実施する約 23 時間までは，第 52-1-8 図及び第 52-8-2

図のとおり，水の放射性分解によって発生する酸素は緩やかな上昇であ



 

52-8-4 

ることから，格納容器内の酸素濃度が可燃性限界（約 5％）に到達する

おそれはない。 

「ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗＋損傷炉心冷却失

敗＋格納容器注水失敗（ＳＢＯ重畳）」事故時において，設計基準事故

対処設備である可燃性ガス濃度制御系の性能を評価する際に用いたＧ値

（沸騰状態：G(H２)＝0.4，G(O２)＝0.2）とした場合についても，格納容

器内の酸素濃度が格納容器ベント基準である 4.3vol％（ウェット）に到

達するのは，事象発生から約 49.1 時間後である（第 52-8-3 図及び第

52-8-4 図参照）。これより，常設代替高圧電源装置による格納容器内水

素・酸素測定装置への給電が完了する事故発生後 25 分以内には，格納容

器内の酸素濃度が可燃性限界（約 5％）に到達することはない。 

さらに，格納容器内の酸素濃度が 4.3vol％（ウェット）に到達した場

合，水素燃焼の発生防止を目的とした格納容器ベントを実施することに

より，発生する蒸気とともに格納容器内の非凝縮性ガスのほとんどは格

納容器圧力逃がし装置を通じて排出されることとなることから，格納容

器内の酸素濃度が可燃性限界（約 5％）に到達するおそれはない。 

 

  ③耐環境条件 

 「ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗＋損傷炉心冷却失

敗＋格納容器注水失敗（ＳＢＯ重畳）」事故時における各パラメータの

推移を踏まえても測定可能であることが必要である。  
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第 52-8-1 図 ドライウェル内の気体組成の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 52-8-2 図 サプレッション・チェンバ内の気体組成の推移 
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第 52-8-3 図 ドライウェル内の気体組成の推移 

（沸騰状態：G(H２)＝0.4，G(O２)＝0.2） 

 

 

第 52-8-4 図 サプレッション・チェンバ内の気体組成の推移 

（沸騰状態：G(H２)＝0.4，G(O２)＝0.2） 
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(2) 水素・酸素の監視方法 

水素濃度は約 4％，酸素濃度は 5％まで測定可能であることが必要である

ことから，「ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗＋損傷炉心冷

却失敗＋格納容器注水失敗（ＳＢＯ重畳）」事故時の代替循環冷却時にお

ける格納容器内の水素・酸素濃度の監視は，以下の設備により実施する。 

 

表 52-8-1 計装設備の主要仕様 

名称 
検出器の 

種類 
計測範囲 個数 取付箇所 

格納容器内

水素濃度

（SA） 

熱伝導式 0～100vol％ 1 
原子炉建屋原

子炉棟 3 階 

格納容器内

酸素濃度

（SA） 

磁気力式 0～25vol％ 1 
原子炉建屋原

子炉棟 3 階 

 

(3) 水素・酸素の処理方法 

重大事故時に，7 日間以内に水素と酸素の両方の濃度が可燃限界に到達

する可能性がある場合と，7 日間以降の水素・酸素の扱いについて以下に

示す。 

 

ａ）7 日間以内に水素と酸素の両方の濃度が可燃限界に到達した場合 

格納容器内の水素・酸素を処理する方法は格納容器ベントによる格納

容器外への放出である。東海第二発電所では，格納容器内水素濃度（SA）

及び格納容器内酸素濃度（SA）を設置するが，この計器の測定誤差（酸

素濃度：0.6％）及び余裕を考慮し，酸素濃度が 4.3vol％（ウェット）

に到達すれば格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを実施する。

なお，格納容器ベントの実施により蒸気とともに非凝縮性ガスは排出さ
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れ，その後の格納容器内の気体組成は水蒸気がほぼすべてを占めること

となる。 

格納容器からの除熱系が復旧し，格納容器圧力制御が可能になった場

合であっても，酸素濃度が 4.3vol％（ウェット）に到達した場合，格納

容器圧力逃がし装置を通じて非凝縮性ガスを格納容器外へ排出すること

となる。このとき格納容器スプレイによって，格納容器圧力が低い状態

での排出となるが，炉心崩壊熱による蒸気発生は長時間継続するため，

その蒸気とともに非凝縮性ガスは同時に排出され，格納容器内に残る水

素・酸素は無視し得る程度となり，可燃限界に至ることはない。（「重大

事故等対策の有効性評価 3.4 水素燃焼 添付資料 3.4.1 Ｇ値の不確

かさによる評価結果への影響 参照）。 

 

ｂ）7 日間以降の水素・酸素の処理方法 

ａ）と同様に，酸素濃度が 4.3vol％（ウェット）に到達すれば，格納

容器圧力逃がし装置による格納容器ベントによって水素・酸素を排出す

る。 

 

(4) 常設代替高圧電源装置復旧以前における格納容器内酸素濃度の推定 

格納容器内の酸素濃度を把握する目的としては、事故後に格納容器内で

水素燃焼が生じる可能性を把握することである。 

有効性評価においては，全交流動力電源喪失を想定しているが，常設代

替高圧電源装置による格納容器内水素・酸素測定装置への給電は事故発生

後 25 分以内に可能であり，この時間までに格納容器内での酸素濃度は 5％

を超えることは無い。ただし，格納容器内水素・酸素測定装置が機能喪失
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第 52-8-5 図 「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」 

    において代替循環冷却を使用する場合の格納容器内圧力変化 

 

初期酸素濃度と保守的なＧ値を入力とした炉心損傷後の評価結果（解析

結果）では，実際の格納容器内の酸素濃度よりも高く評価されることにな

るが，格納容器内での水素燃焼を防止する目的のためには，妥当な推定手

段である。 

また，格納容器内圧力を確認し，事故後の格納容器内への空気（酸素）

の流入有無を把握することは，初期酸素濃度と保守的なＧ値を入力とした

炉心損傷後の評価結果（解析結果）の信頼性を上げることになる。 

 

破断口から 

の蒸気流出 

による圧力 

上昇 

格納容器スプレイ 

による圧力変化 

最大圧力：約 0.47MPa[gage] 

格納容器限界圧力 0.62MPa[gage] 

14 時間後，代替循環冷却による格納容器

スプレイに切替えるため，圧力が低下 
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53-1 SA設備基準適合性 一覧表 
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第53条：水素爆発による原子炉建屋等の

損傷を防止するための設備 
静的触媒式水素再結合器 類型化区分

第
43
条 

第
1
項 

第
1
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力/

屋外の天候/放射線 
原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 (海水を通水しない) 対象外 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない) ― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） ― 

関連資料 53-3 配置図 

第
2
号

操作性 (操作不要) 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
その他 Ｍ 

関連資料 53-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 当該系統の使用にあたり系統の切り替え操作が不要 Ｂｂ 

関連資料 ― 

第
5
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 他設備から独立 Ａｃ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 53-3 配置図 

第
6
号 

設置場所 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
2
項 

第
1
号 

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 
53-3 配置図 

53-6 容量設定根拠 

第
2
号 

共用の禁止 (共用しない設備) 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号 

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災
(共通要因の考慮対象般備なし) 対象外 

サポート系故障 (サポート系なし) 対象外 

関連資料 ― 
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第53条：水素爆発による原子炉建屋等の

損傷を防止するための設備 
静的触媒式水素再結合器動作監視装置 類型化区分

第
43
条 

第
1
項 

第
1
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力/

屋外の天候/放射線 
原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 (海水を通水しない) 対象外 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない) ― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） ― 

関連資料 53-3 配置図 

第
2
号

操作性 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 53-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替え操作が不要 Ｂｂ 

関連資料 53-4 系統図 

第
5
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
その他 

(他の設備と遮断器，ヒューズによる分離を行う) 
Ａｅ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 ― 

第
6
号 

設置場所 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
2
項 

第
1
号 

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 
53-3 配置図 

53-6 容量設定根拠 

第
2
号 

共用の禁止 (共有しない設備) 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災

緩和設備又は防止でも緩和でもない設備―対象(同一目的の

SA設備あり) 
Ｂ 

サポート系故障 対象(サポート系有り)―異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 
53-2 単線結線図 

53-3 配置図 
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第53条：水素爆発による原子炉建屋等の

損傷を防止するための設備 
原子炉建屋水素濃度 類型化区分

第
43
条 

第
1
項 

第
1
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力/

屋外の天候/放射線 
原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 (海水を通水しない) 対象外 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない) ― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） ― 

関連資料 53-3 配置図 

第
2
号

操作性 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号 

試験・検査(検査性，系統構

成・外部入力) 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 53-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替え操作が不要 Ｂｂ 

関連資料 53-4 系統図 

第
5
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
その他 

(他の設備と遮断器，ヒューズによる分離を行う) 
Ａｅ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 ― 

第
6
号 

設置場所 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
2
項 

第
1
号 

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 
53-3 配置図 

53-6 容量設定根拠 

第
2
号 

共用の禁止 (共有しない設備) 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号 

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災

緩和設備又は防止でも緩和でもない設備―対象(同一目的の

SA設備あり) 
Ｂ 

サポート系故障 対象(サポート系有り)―異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 
53-2 単線結線図 

53-3 配置図 
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53-2 単線結線図 
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図

 
単

線
結

線
図

（
交

流
電

源
設

備
）

 

 

充
電
器

±24V B系

蓄電池

中性子計測用

分電盤2A

充
電
器

±24V A系

蓄電池

緊急用M/C

緊急用P/C

緊急用MCC

緊急用直流

125V充電器

(2C)

M/C 2C

P/C 2C

MCC 2C系

非常用

動力

変圧器

(2D)

M/C 2D

P/C 2D

MCC 2D系

非常用

動力

変圧器

緊急用

電源切替盤

★

可搬型代替

交流電源設備

★

可搬型代替

交流電源設備

★

緊急用

動力

変圧器

(HPCS)

非常用

動力

変圧器

M/C HPCS

M/C 2E

MCC HPCS

154kV系

予備変圧器より

※1※1

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

代替所内

電気設備

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

所内電気設備

【常用系】

非常用所内

電気設備

【区分Ⅲ】

D/G D/G

M

常設代替交流電源設備

（常設代替高圧電源装置）

緊急用断路器

D/GD/GD/GD/GD/G

D/G

M

D/G

可搬型代替交流電源設備

可搬型代替低圧電源車

接続盤
注：位置的分散を図った

２箇所設置

可搬型代替低圧電源車

D/G

計装用

変圧器

計装用電源 2A系

計装用

変圧器

計装用電源 2B系

緊急用計

装用電源

計装用電源 HPCS

D/G ：ディーゼル発電機

：遮断器

：配線用遮断器

：切替装置

【凡例】

：断路器

緊急用

電源切替盤

・原子炉建屋水素濃度（6階）

中性子計測用

分電盤2B

常用所内

電気設備より
常用所内

電気設備より

常用所内

電気設備より
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図

 
単

線
結

線
図

（
直

流
電

源
設

備
）

 

代替所内

電気設備

緊急用

MCC

（区分Ⅰ）

480V母線

緊急用直流

125V蓄電池

緊急用直流125V配電盤

緊急用直流125V MCC

充
電
器

（区分Ⅰ）

480V母線

直流125V配電盤2A

直流125V MCC 2A系

直流125V分電盤 2A系緊急用直流125V計装分電盤

直流125V

蓄電池2A

充
電
器

（区分Ⅱ）

480V母線

直流125V配電盤2B

直流125V

蓄電池2B

（区分Ⅲ）

480V母線

（区分Ⅰ）

480V母線

（区分Ⅱ）

480V母線

直流125V分電盤 2B系

充
電
器
（
予
備
）

充
電
器

可搬型代替

直流電源設備

用電源切替盤

★

可搬型代替

直流電源設備

可搬型代替

直流電源設備

★

D/G

可搬型整流器 D/G

可搬型代替直流電源設備

可搬型代替低圧電源車

★

可搬型代替低圧電源車

接続盤

注：位置的分散を図った

２箇所設置

変圧器

P/C2C・2D及び緊急用P/Cへ

：ディーゼル発電機

：遮断器

：配線用遮断器

：切替装置

【凡例】

緊急用

電源切替

盤

緊急用

電源切替

盤

常設代替直流電源設備

（蓄電池）

所内常設直流電源設備

（蓄電池）区分Ⅰ

所内常設直流電源設備

（蓄電池）区分Ⅱ

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

・原子炉建屋水素濃度

（2階，地下1階）

・静的触媒式再結合器

動作監視装置

緊急用

無停電

電源装置

２Ａ系

無停電

電源装置

※
緊急用

電源切替

盤

※

※

緊急用

電源切替

盤

※

２Ｂ系

無停電

電源装置
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53-3 配置図 
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53-4 系統図 
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第 53-4-2 図 原子炉建屋水素濃度の系統概要図 

ドライウェル

サプレッション・チェンバ

原
子
炉
圧
力
容
器

H2EH2E

H2E

H2E

指 示
記 録

中央制御室

H2E
中央制御室へ

中央制御室へ

：水素検出器

：盤

：電気信号

凡例

H2E

指 示 

熱伝導式 

水素検出器

中央制御室 

演算装置 

記 録 

記 録 

触媒式 

水素検出器

指 示 

中央制御室 

演算装置 演算装置 

記 録 

記 録 

緊急時対策所 

緊急時対策所 
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53-5 試験及び検査 
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※触媒カートリッジ単体に水素を含む試験ガスを供給し，再結合反応による温

度上昇を計測する。 

 

第 53-5-1 図 静的触媒式水素再結合器の試験及び検査 

  

熱電対 
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①検出器の点検として水素濃度 1 点の確認を基準ガスによる校正により実施する（点検・検査）

○計装設備の試験・検査について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 53-5-2 図 静的触媒式水素再結合器動作監視装置の試験及び検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 53-5-3 図 原子炉建屋水素濃度の試験及び検査 

  

 

①

基

準

ガ

ス 

中央制御室

演算装置 

データ表示
装置 

タッチパネル水素濃度計 

①検出器の温度 1 点確認，絶縁抵抗測定及び試験を実施（点検・検査） 

①

中央制御室

熱電対 

 

検査用計器 
（温度計） 

現場 

現場 

演算装置 

データ表示 
装置 

タッチパネル
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53-6 容量設定根拠 
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  ・水素の発生量:約1400kg 

  ・原子炉格納容器の漏えい率:10vol％／日 

  ・反応阻害物質ファクターFinhibit=0.5 

  ・水素処理量=0.5kg／h／基×0.5 

        =0.25kg／h／基 

  ・必要基数=（約1400kg×10%/日）／（24h/日）／0.25kg／h／基 

       =23.3基 

  これより，静的触媒式水素再結合器の必要基数は24基以上を設置基数とする。 

 

２）水素濃度を可燃限界以下にできることの確認 

  上記水素処理容量及び基数により，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度を可燃限界以下

に抑制できることを，解析評価により確認している。詳細は別添資料－3の「2.1.4 原

子炉建屋の水素挙動」で示す。 
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・静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

(1) 設置目的 

水素濃度制御設備として，原子炉建屋原子炉棟6階に静的触媒式水素再結

合器を設置し，重大事故等の発生時に原子炉格納容器から原子炉建屋原子

炉棟内に水素が漏えいした場合において，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃

度上昇を抑制し，水素爆発を防止する設計とする。そのため，静的触媒式

水素再結合器の動作確認を行うことを目的に静的触媒式水素再結合器の入

口側及び出口側に温度計を設置し,中央制御室で監視可能な設計とする。 

 

(2) 設備概要 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，重大事故等対処設備の機能を

有しており，静的触媒式水素再結合器動作監視装置の検出信号は，熱電対

にて温度を電気信号に変換した後，静的触媒式水素再結合器動作状態を中

央制御室に指示し，記録する。(第53-6-1図「静的触媒式水素再結合器動作

監視装置の概略構成図」参照。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第53-6-1図 静的触媒式水素再結合器動作監視装置の概略構成図 

設計基準対象施設 

重大事故等対処設備 

設計基準対象施設及び

重大事故等対処設備 

（注 1）データ伝送装置 

（注 2）緊急時対策支援システム伝送装置 

熱電対 

指 示 

中央制御室 

演算装置 

記 録(注 2) 

記 録(注 1) 
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(3) 計測範囲 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置の仕様を第53-6-1表に，計測範囲

を第53-6-2表に示す。 

 

第53-6-1表 静的触媒式水素再結合器動作監視装置の仕様 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

静的触媒式水

素再結合器動

作監視装置 

熱電対 0～300℃ 4※ 
原子炉建屋 

原子炉棟6階 

 ※：2基の静的触媒式水素再結合器に対して，出入口に1個設置 

 

第53-6-2表 静的触媒式水素再結合器動作監視装置の計測範囲 

名称 計測範囲 

原子炉の状態※１と予想変動範囲 

計測範囲の設定に関す

る考え方 通常運転時

設計基準事故時 

（運転時の異常な過

渡変化時を含む） 

重大事故等時 

炉心損傷

前 

炉心損傷

後 

静的触媒式水素

再結合器 

動作監視装置 

0～300℃ ― ― ― 300℃以下 

重大事故等時において，

静的触媒式水素再結合

器の最高使用温度

（300℃）を監視可能で

ある。 

※1：原子炉の状態の定義は，以下のとおり。 

 ・通常運転時：計画的に行われる起動，停止，出力運転，高温停止，冷温停止，燃料取替等の原子炉

施設の運転であって，その運転状態が所定の制限内にあるもの。 

 ・運転時の異常な過渡変化時：原子炉施設の寿命期間中に予想される機器の単一故障若しくは誤動作

又は運転員の単一の誤操作，及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって生ずる

異常な状態。 

 ・設計基準事故時：「運転時の異常な過渡変化」を超える異常な状態であって，発生する頻度は希で

あるが，原子炉施設の安全設計の観点から想定されるもの。 

 ・重大事故等時：原子炉施設の安全設計の観点から想定される事故を超える事故の発生により，発電

用原子炉の炉心の著しい損傷が発生するおそれがある状態又は炉心の著しい損傷が発生した状態。 
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・原子炉建屋水素濃度 

(1) 設置目的 

原子炉建屋水素濃度は，炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能

性のある範囲で水素濃度を監視することを目的として原子炉建屋原子炉棟

内に検出器を設置し，水素濃度を測定する。 

 

(2) 設備概要 

原子炉建屋水素濃度は，重大事故等対処設備の機能を有しており，原子

炉建屋水素濃度の検出信号は，触媒式又は熱伝導式水素検出器にて水素濃

度を検出し，演算装置にて電気信号に変換することで，原子炉建屋水素濃

度を中央制御室に指示し，記録する。(第53-6-2図「原子炉建屋水素濃度の

概略構成図」) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第53-6-2図 原子炉建屋水素濃度の概略構成図 

設計基準対象施設 

重大事故等対処設備 

設計基準対象施設及び

重大事故等対処設備 

指 示 

熱伝導式 

水素検出器

中央制御室 

演算装置 

記 録(注 2) 

記 録(注 1) 

（注 1）データ伝送装置 

（注 2）緊急時対策支援システム伝送装置 

触媒式 

水素検出器

指 示 

中央制御室 

演算装置 演算装置 

記 録(注 2) 

記 録(注 1) 
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(3) 計測範囲 

原子炉建屋水素濃度の仕様を第53-6-3表に，計測範囲を第53-6-4表に示

す。 

第53-6-3表 原子炉建屋水素濃度の仕様 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

原子炉建屋 

水素濃度 

触媒式 0～10vol％ 2 原子炉建屋原子炉棟6階 

熱伝導式 0～20vol％ 3 

原子炉建屋原子炉棟2階:2個

原子炉建屋原子炉棟 

地下1階:1個 

 

第53-6-4表 原子炉建屋水素濃度の計測範囲 

名称 計測範囲 

原子炉の状態※１と予想変動範囲 

計測範囲の設定に関す

る考え方 通常運転

時 

設計基準事故時 

（運転時の異常な過

渡変化時を含む） 

重大事故等時 

炉心損傷

前 

炉心損傷

後 

原子炉建屋 

水素濃度 

0～10vol%， 

0～20vol% 
― ― ― 

4.0vol% 

未満 

重大事故等時において，

水素と酸素の可燃限界

（水素濃度：4vol%）を

監視可能である。 

※1：原子炉の状態の定義は，以下のとおり。 

 ・通常運転時：計画的に行われる起動，停止，出力運転，高温停止，冷温停止，燃料取替等の原子炉

施設の運転であって，その運転状態が所定の制限内にあるもの。 

 ・運転時の異常な過渡変化時：原子炉施設の寿命期間中に予想される機器の単一故障若しくは誤動作

又は運転員の単一の誤操作，及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって生ずる

異常な状態。 

 ・設計基準事故時：「運転時の異常な過渡変化」を超える異常な状態であって，発生する頻度は希で

あるが，原子炉施設の安全設計の観点から想定されるもの。 

 ・重大事故等時：原子炉施設の安全設計の観点から想定される事故を超える事故の発生により，発電

用原子炉の炉心の著しい損傷が発生するおそれがある状態又は炉心の著しい損傷が発生した状態。 
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53-7 その他設備 
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 以下に，水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための自主設備の概

要を示す。 

 

 (1) 格納容器頂部注水系の設置 

   格納容器頂部注水系は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，格

納容器頂部を冷却することで格納容器外への水素漏えいを抑制し，原子炉

建屋原子炉棟の水素爆発を防止する機能を有する。格納容器頂部注水系は

常設（第 1 図）及び可搬型（第 2 図）があり，原子炉ウェルに水を注水す

ることで，格納容器トップヘッドフランジを外側から冷却することができ

る。格納容器トップヘッドフランジは事故時の過温・過圧状態に伴うフラ

ンジ開口で，シール材が追従できない程の劣化があると，閉じ込め機能を

喪失する。このシール材は，以前はシリコンゴムを採用していたが，格納

容器閉じ込め機能の強化のために耐熱性，耐蒸気性，耐放射線性に優れた

改良ＥＰＤＭ製シール材に変更し，閉じ込め機能強化を図る。改良ＥＰＤ

Ｍ製シール材は 200℃蒸気が 7 日間継続しても閉じ込め機能が確保できる

ことを確認しているが，シール材の温度が低くなると，熱劣化要因が低下

し，閉じ込め機能もより健全となり，原子炉建屋原子炉棟への水素漏えい

を抑制できる。 

   格納容器頂部注水系（常設）は，常設低圧代替注水ポンプにより，重大

事故等発生時に代替淡水貯槽の水を格納容器頂部へ注水することで格納容

器頂部を冷却できる設計とする。 

   格納容器頂部注水系（可搬型）は, 重大事故等発生時に可搬型代替注水

大型ポンプにより原子炉建屋外から淡水貯水池又は代替淡水貯槽の水,若

しくは海水を格納容器頂部へ注水することで格納容器頂部を冷却できる設

計とする。 
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第 53-7-1 図 格納容器頂部注水系（常設） 

 

第 53-7-2 図 格納容器頂部注水系（可搬型） 
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 (2) 原子炉建屋原子炉棟トップベント設備の設置 

   原子炉建屋原子炉棟トップベント設備を設置し，仮に原子炉建屋原子炉

棟内の水素濃度が上昇した場合においても，原子炉建屋原子炉棟 6 階天井

部の水素を外部へ排出することで，水素の建屋内滞留を防止する設計とす

る。 

   原子炉建屋原子炉棟トップベント設備としては，原子炉建屋原子炉棟屋

上に 2 個の弁を設置し，遠隔人力操作機構にて遠隔で操作が可能なものと

する。 

   トップベントを開放する場合は，原子炉建屋原子炉棟外への放射性物質

の拡散を抑制するため，放水砲による原子炉建屋原子炉棟屋上への放水を

並行して実施することとする。なお，放水砲については「3.12 工場等外へ

の放射性物質の拡散を抑制するための設備(設置許可基準規則第 55 条に対

する設計方針を示す章)」で示す。 

 

第 53-7-3 図 原子炉建屋原子炉棟トップベント設備 設備概要 
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54-1 SA設備基準適合性一覧表 
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第54条:使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

の設備 
常設低圧代替注水系ポンプ 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧力

／屋外の天候／放射線 
その他の建屋内 Ｃ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれが

ない) 
― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外 

関連資料 54-3 配置図，54-8 保管場所図 

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 54-3 配置図,54-4 系統図 

第
3
号

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入

力) 

ポンプ Ａ 

関連資料 49-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 （本来の用途として使用） 対象外 

関連資料 54-4 系統図 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 弁等の操作で系統構成 Ａａ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 54-4 系統図 

第
6
号

設置場所 中央制御室から操作可能な設備 Ｂ 

関連資料 54-3 配置図 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的とした必要な容量 Ａ 

関連資料 54-6 容量設定根拠 

第
2
号

共用の禁止 (共用しない設備) 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

防止設備―対象(代替対象ＤＢ設備有り)―屋内 Ａａ 

サポート系故障 対象(サポート系有り)―異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 本文 
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（可搬） 

第54条:使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備 
可搬型代替注水大型ポンプ 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧力

／屋外の天候／放射線
屋外 Ｄ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない) ― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外 

関連資料 54-3 配置図 

第
2
号

操作性 現場操作 Ｂ 

関連資料 54-3 配置図 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統

構成・外部入力) 
ポンプ Ａ 

関連資料 54-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 （本来の用途として使用） 対象外 

関連資料 54-4 系統図 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) － 対象外 

関連資料 54-3 配置図，54-4 系統図 

第
6
号

設置場所 現場操作 Ａａ 

関連資料 54-3 配置図 

第
3
項

第
1
号

可搬SAの容量 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備 Ａ 

関連資料 54-6 容量設定根拠 

第
2
号

可搬SAの接続性 フランジ接続 Ｂ 

関連資料 54-7 接続図 

第
3
号

異なる複数の接続箇所の

確保 
複数の機能で同時に使用 Ａａ 

関連資料 54-7 接続図 

第
4
号

設置場所 （放射線量の高くなるおそれの少ない場所を選定） ― 

関連資料 54-7 接続図 

第
5
号

保管場所 屋外（共通要因の考慮対象設備あり） Ｂａ 

関連資料 54-8 保管場所図 

第
6
号

アクセスルート 屋外アクセスルートの確保 Ｂ 

関連資料 54-9 アクセスルート図 

第
7
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

防止設備―対象(代替対象ＤＢ設備有り)―屋外 Ａａ 

サポート系要因 対象(サポート系有り)―異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 本文 



54-1-4 

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（可搬） 

第54条:使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備 
可搬型スプレイノズル 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧力

／屋外の天候／放射線
原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない) ― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外 

関連資料 54-3 配置図 

第
2
号

操作性 運搬設置，接続操作 Ｂｃ，Ｂｇ

関連資料 ― 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統

構成・外部入力) 
流路 Ｆ 

関連資料 54-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 （本来の用途として使用） 対象外 

関連資料 ― 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 他設備から独立 Ａｃ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 54-3 配置図,54-4系統図 

第
6
号

設置場所 (操作不要) 対象外 

関連資料 ― 

第
3
項

第
1
号

可搬SAの容量 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備 Ａ 

関連資料 54-6 容量設定根拠 

第
2
号

可搬SAの接続性 より簡単な接続 Ｃ 

関連資料 54-7 接続図 

第
3
号

異なる複数の接続箇所の

確保 
対象外 対象外 

関連資料 ― 

第
4
号

設置場所 その他 ― 

関連資料 54-7 接続図 

第
5

号

保管場所 屋内（原子炉建屋原子炉棟内） Ａａ 

関連資料 54-9 保管場所図 

第
6
号

アクセスルート 屋内（共通要因の考慮対象設備あり） Ａ 

関連資料 ― 

第
7
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

防止設備，緩和設備―対象(代替対象ＤＢ設備有り)―屋外 Ａａ，Ｂ 

サポート系要因 サポート系なし 対象外 

関連資料 ― 



54-1-5 

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第54条:使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備 
常設スプレイヘッダ 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧力

／屋外の天候／放射線
原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない) ― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外 

関連資料 54-3 配置図 

第
2
号

操作性 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統

構成・外部入力) 
流路 Ｆ 

関連資料 54-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 （本来の用途として使用） 対象外 

関連資料 ― 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 他設備から独立 Ａｃ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 54-3 配置図，54-4 系統図 

第
6
号

設置場所 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 （流路，その他設備） 対象外 

関連資料 ― 

第
2
号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

防止設備，緩和設備―対象(代替対象ＤＢ設備有り)―屋外 Ａａ，Ｂ 

サポート系故障 サポート系なし 対象外 

関連資料 ― 



54-1-6 

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第54条:使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備 
緊急用海水ポンプ 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧力

／屋外の天候／放射線
その他建屋内 Ｃ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 海水を通水 Ⅰ 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない) ― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外 

関連資料 54-3 配置図 

第
2
号

操作性 中央制御室操作(操作スイッチ操作) Ａ 

関連資料 ― 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統

構成・外部入力) 
ポンプ Ａ 

関連資料 54-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 （本来の用途として使用） 対象外 

関連資料 ― 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 54-3 配置図，54-4 系統図 

第
6
号

設置場所 中央制御室から操作可能な設備 Ｂ 

関連資料 ― 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置する Ａ 

関連資料 48-6 容量設定根拠 

第
2
号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

緩和設備―対象(代替対象ＤＢ設備有り)―屋内 Ａａ 

サポート系故障 対象(サポート系有り)―異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 ― 



54-1-7 

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第54条:使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備 
代替燃料プール冷却系熱交換器 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧力

／屋外の天候／放射線
原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない) ― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外 

関連資料 54-3 配置図 

第
2
号

操作性 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統

構成・外部入力) 
熱交換器 Ｄ 

関連資料 54-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 （本来の用途として使用） 対象外 

関連資料 ― 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 54-3 配置図，54-4 系統図 

第
6
号

設置場所 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 （流路，その他設備） 対象外 

関連資料 ― 

第
2
号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

（共通要因の考慮対象設備なし） 対象外 

サポート系故障 サポート系なし 対象外 

関連資料 ― 



54-1-8 

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第54条:使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備 
代替燃料プール冷却系ポンプ 類型化区分

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧力

／屋外の天候／放射線
原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 （海水を通水しない） 対象外 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない) ― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外 

関連資料 54-3 配置図 

第
2
号

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 ― 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統

構成・外部入力) 
ポンプ Ａ 

関連資料 54-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 （本来の用途として使用） 対象外 

関連資料 ― 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 54-3 配置図，54-4 系統図 

第
6
号

設置場所 中央制御室から操作可能な設備 Ｂ 

関連資料 ― 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置する Ａ 

関連資料 48-6 容量設定根拠 

第
2
号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

緩和設備―対象(代替対象ＤＢ設備有り)―屋内 Ａａ 

サポート系故障 対象(サポート系有り)―異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 ― 



54-1-9 

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第54条:使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備 
使用済燃料プール水位・温度(SA広域) 

類型化区

分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧

力／屋外の天候／放

射線 

原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 (海水を通水しない) 対象外 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない) ― 

電磁波による影響  （電磁波により機能が損なわれない） ― 

関連資料 54-3 配置図 

第
2
号

操作性 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統

構成・外部入力) 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 54-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 当該設備の使用に当たり系統の切替が不要 Ｂｂ 

関連資料 54-4 系統図 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 
その他 

(他の設備と遮断器，ヒューズによる電気的な分離を行う) 
Ａｅ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 ― 

第
6
号

設置場所 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 54-6 容量設定根拠 

第
2
号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現

象，外部人為事象，

溢水，火災 

防止設備―対象(代替対象ＤＢ設備有り)―屋内 Ａａ 

サポート系故障 対象(サポート系有り)―異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 
54-2 単線結線図 

54-11 使用済燃料プール監視設備 



54-1-10 

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第54条:使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備 
使用済燃料プール温度(SA) 

類型化区

分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧

力／屋外の天候／放

射線 

原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 (海水を通水しない) 対象外 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない) ― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） ― 

関連資料 54-3 配置図 

第
2
号

操作性 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統

構成・外部入力) 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 54-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 当該設備の使用に当たり系統の切替が不要 Ｂｂ 

関連資料 54-4 系統図 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 
その他 

(他の設備と遮断器,ヒューズによる電気的な分離を行う) 
Ａｅ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 ― 

第
6
号

設置場所 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 54-6 容量設定根拠 

第
2
号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現

象，外部人為事象，

溢水，火災 

防止設備―対象(代替対象ＤＢ設備有り)―屋内 Ａａ 

サポート系故障 対象(サポート系有り)―異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 
54-2 単線結線図 

54-11 使用済燃料プール監視設備 



54-1-11 

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第54条:使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備 
使用済燃料プールエリア放射線モニタ(高レンジ・低レンジ) 

類型化区

分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧

力／屋外の天候／放

射線 

原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 (海水を通水しない) 対象外 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない) ― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） ― 

関連資料 54-3 配置図 

第
2
号

操作性 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統

構成・外部入力) 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 54-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 当該設備の使用に当たり系統の切替が不要 Ｂｂ 

関連資料 54-4 系統図 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 
その他 

(他の設備と遮断器,ヒューズによる電気的な分離を行う) 
Ａｅ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 ― 

第
6
号

設置場所 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 54-6 容量設定根拠 

第
2
号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現

象，外部人為事象，

溢水，火災 

防止設備―対象(代替対象ＤＢ設備有り)―屋内 Ａａ 

サポート系故障 対象(サポート系有り)―異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 
54-2 単線結線図 

54-11 使用済燃料プール監視設備 



54-1-12 

東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第54条:使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備 
使用済燃料プール監視カメラ 

類型化区

分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧

力／屋外の天候／放

射線 

原子炉建屋原子炉棟内 Ｂ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 (海水を通水しない) 対象外 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない) ― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） ― 

関連資料 54-3 配置図 

第
2
号

操作性 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統

構成・外部入力) 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 54-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 当該設備の使用に当たり系統の切替が不要 Ｂｂ 

関連資料 54-4 系統図 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 
その他 

(他の設備と遮断器,ヒューズによる電気的な分離を行う) 
Ａｅ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 ― 

第
6
号

設置場所 （操作不要） 対象外 

関連資料 ― 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 ― 

第
2
号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現

象，外部人為事象，

溢水，火災 

緩和設備又は防止でも緩和でもない設備―対象(同一目的の

SA設備あり) 
Ｂ 

サポート系故障 対象(サボート系有り)―異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 
54-2 単線結線図 

54-11 使用済燃料プール監視設備 
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第54条:使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備 
使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置 

類型化区

分 

第
43
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧

力／屋外の天候／放

射線 

原子炉建屋原子炉棟外及びその他の建屋内 Ｃ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 (海水を通水しない) 対象外 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない) ― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） ― 

関連資料 54-3 配置図 

第
2
号

操作性 現場操作 Ｂｄ,Ｂｆ 

関連資料 54-3 配置図 

第
3
号

試験・検査(検査性，系統

構成・外部入力) 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 54-5 試験及び検査 

第
4
号

切り替え性 当該設備の使用に当たり系統の切替が不要 Ｂｂ 

関連資料 54-4 系統図 

第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 
その他 

(他の設備と遮断器,ヒューズによる電気的な分離を行う) 
Ａｅ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 ― 

第
6
号

設置場所 現場（設置場所）で操作可能 Ａａ 

関連資料 54-3 配置図 

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 ― 

第
2
号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現

象，外部人為事象，

溢水，火災 

緩和設備又は防止でも緩和でもない設備―対象(同一目的の

SA設備あり) 
Ｂ 

サポート系故障 対象(サボート系有り)―異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 
54-2 単線結線図 

54-11 使用済燃料プール監視設備 
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54-2 単線結線図 
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第 54-2-1 図  電源構成図（交流電源）（1／3） 



54-2-3 

第 54-2-2 図 電源構成図（交流電源）（2／3） 
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第 54-2-3 図 電源構成図（直流電源）（3／3） 
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54-3 配置図 
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第 54-3-1 図 代替燃料プール注水系 構内全体配置図 
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第 54-3-2 図 代替燃料プール注水系（注水ライン） 

機器配置図（1／2） 



54-3-4 

第 54-3-3 図 代替燃料プール注水系（注水ライン） 

機器配置図（2／2） 
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第 54-3-4 図 代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル） 

機器配置図（1／4） 



54-3-6 

第 54-3-5 図 代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル） 

機器配置図（2／4）  
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第 54-3-6 図 代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル） 

機器配置図（3／4）  



54-3-8 

第 54-3-7 図 代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル） 

機器配置図（4／4）  
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第 54-3-8 図 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ） 

機器配置図（1／3） 



54-3-10 

第 54-3-10 図 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ） 

機器配置図（2／3）  
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第 54-3-11 図 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ） 

機器配置図（3／3）  
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第 54-3-12 図 代替燃料プール冷却系 機器配置図（1／2） 



54-3-13 

第 54-3-13 図 代替燃料プール冷却系 機器配置図（2／2） 
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第 54-3-14 図 使用済燃料プール監視設備 機器配置図（1／2） 



54-3-15 

第 54-3-15 図 使用済燃料プール監視設備 機器配置図（2／2） 
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54-4 系統図  
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第 54-4-1 図 代替燃料プール注水系（注水ライン）系統図 

第 54-4-2 図 代替燃料プール注水系（注水ライン）系統図 



54-4-3 

第 54-4-3 図 代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）系統図 



54-4-4 

第 54-4-4 図 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）系統図 

第 54-4-5 図 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）系統図 
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第 54-4-6 図 代替燃料プール冷却系系統図 



54-4-6 

第 54-4-7 図 使用済燃料プール監視設備の全体系統図 

①使用済燃料プール水位・温度(SA 広域) 
②使用済燃料プール温度(SA) 
③使用済燃料プールエリア放射線モニタ 

(高レンジ・低レンジ) 
④使用済燃料プール監視カメラ 
⑤使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置 

使用済燃料ラック 

使用済燃料プール 

除湿器コンプレッサー 

冷却器

原子炉建屋原子炉棟 

高
レ
ン
ジ

①②

④

⑤

③ 

低
レ
ン
ジ
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54-5 試験及び検査 
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図

 
可
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型
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替

注
水

大
型

ポ
ン

プ
の

試
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及
び

検
査

概
要

図
 

図は可搬型代替注水大型ポンプ運転性能検査系統を示す。運転性能検査時は，

可搬型代替注水大型ポンプを淡水貯水池近傍に設置し，ホース及び試験設備を

仮設し，淡水貯水池の水を再循環させる系統で運転性能検査を行う。 
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常

設
低

圧
代

替
注

水
系

ポ
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の
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及
び
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概
要

図
 

PI

PI

PT PI

PT PI

FE

FTFI

FE

FTFI

MO

MO

低圧代替注水系へ

常設低圧代替注水系ポンプ（Ｂ）

常設低圧代替注水系ポンプ（Ａ）

MO

MO

代替淡水貯槽

図は常設低圧代替注水系ポンプ（Ａ）の運転性能検査系統を示す。常設

低圧代替注水系ポンプ（Ｂ）の運転性能検査においても，（Ａ）系と同様

に，代替淡水貯槽への再循環ラインによる系統を使用する。 
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第 54-5-3 図 代替燃料プール冷却系ポンプの試験及び検査概要図 

シャフト 

軸受 

インペラ 

ケーシングカバーを取り外すこと

で、分解点検が可能である。
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第 54-5-4 図 代替燃料プール冷却系熱交換器の試験及び検査概要図 

フレーム 

プレート 

ガイドバー 

フレームを取り外すことで、

分解点検が可能である。

(正面) (側面) 
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中央制御室 

①試験装置を用いてガイドパルス式検出器の校正を実施（点検・検査） 

①検出器（測温抵抗体）の温度 1 点確認，絶縁抵抗測定及び試験を実施（点検・検査） 

原子炉建屋原子炉棟 

第 54-5-5 図 使用済燃料プール水位（SA 広域）の試験及び検査概要図 

第 54-5-6 図 使用済燃料プール温度（SA 広域）の試験及び検査概要図 

①

タッチパネル

データ表示 
装置 

演算装置 
ガイドパルス

式検出器 
演算装置 

①

データ表示 
装置 

タッチパネル

中央制御室 

測温抵抗体 演算装置 

原子炉建屋原子炉棟 
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①検出器（熱電対）の温度 1 点確認，絶縁抵抗測定及び試験を実施（点検・検査） 

①線源校正室にて，標準線源を用いて検出器の線源校正を実施（点検・検査） 

第 54-5-7 図 使用済燃料プール温度（SA）の試験及び検査概要図 

第 54-5-8 図 使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

の 

試験及び検査概要図  

①

中央制御室 

演算装置 

データ表示 
装置 

タッチパネル熱電対 

中央制御室 

①

前置増幅器 演算装置 
放射線モニタ

検出器 

原子炉建屋原子炉棟 

線源校正室 

タッチパネル

データ表示 
装置 

演算装置 



54-5-8 

①使用済燃料プール監視カメラの外観点検及び表示確認を実施（点検・検査） 

②空冷装置の外観点検及び動作確認を実施（点検・検査） 

第 54-5-9 図 使用済燃料プール監視カメラ及び使用済燃料プール 

監視カメラ用空冷装置の試験及び検査概要図 

①

②

空冷装置 

原子炉建屋原子炉棟 中央制御室 

赤外線カメラ 制御ユニット 監視モニタ 

使用済燃料プール

監視カメラ
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54-6 容量設定根拠  
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名称 常設低圧代替注水系ポンプ 

容量 m３／h 50以上，70以上（注１）（約200（注２）） 

全揚程 m 80以上，130以上（注１）（約200（注２）） 

最高使用圧力 MPa[gage] 3.14 

最高使用温度 ℃ 66 

電動機出力 kW 190 

機器仕様に関する注記 
注1：要求値を示す 

注2：公称値を示す 

【設定根拠】 

常設低圧代替注水系ポンプは重大事故時に以下の機能を有する。 

 代替燃料プール注水系として使用する常設低圧代替注水系ポンプは，使用済燃料プー

ルの冷却機能又は注水機能が喪失することを想定した想定事故１及び使用済燃料プール

の冷却系の配管破断によるサイフォン現象等により使用済燃料プール内の水の小規模な

漏えいが発生するとともに，使用済燃料プール注水機能が喪失することを想定した想定

事故２において使用済燃料プールの水位の低下があった場合でも，使用済燃料プールの

水位を維持するために必要な注水量を有する設計とする（以下「第 54 条第 1 項対応」と

いう）。 

 また，使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プールの水位が

維持できない場合でも，使用済燃料に直接スプレイすることで，燃料損傷を緩和すると

ともに，環境への放射性物質放出を低減するために必要な注水量を有する設計とする

（以下「第 54 条第 2 項対応」という）。 

 常設重大事故等対処設備の代替燃料プール注水系として使用する常設低圧代替注水系

ポンプは 1 個設置するとともに，予備 1 個を設置する。 

１．容量  

（１）第 54 条第 1 項対応における常設低圧代替注水系ポンプの必要容量は，使用済燃料

プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書

添付資料十）において，有効性が確認されている常設低圧代替注水系ポンプの注

水容量は 50m３／h であるため，要求値を 50m３／h 以上とする。 

（２）第 54 条第 2 項対応における必要容量は補足説明資料「使用済燃料プールへの必要

スプレイ流量について」（54-6-20～24）で確認されている 45.4m３／h であるた

め，常設スプレイヘッダを用いて使用済燃料プール全面にスプレイする要求値を 

70m３／h 以上とする。 

常設低圧代替注水系ポンプの容量の公称値は，重大事故等対処設備として必要な性能

を有するものとして，（１）及び（２）の要求値を満足する約200m３／hとする。 

また，代替燃料プール注水系は，低圧代替注水系及び代替格納容器スプレイ冷却系
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と同時に使用する可能性があるため，同時使用時に各々の必要流量が確保できること

を添付(1)「常設低圧代替注水系ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを使用した同時

注水について」で示す。 

2.全揚程  

代替燃料プール注水系で使用する場合の常設低圧代替注水系ポンプの全揚程は，燃料

プールに注水する場合の水源と移送先との圧力差，静水頭，配管・機器圧損を基に設定

する。 

（１） 代替燃料プール注水系（注水ライン）第54条第1項対応の場合 

（第54条第1項対応における必要容量である50m３／hを用いて算出する。） 

水源と移送先の圧力差 約    0m 

静水頭 約 62.5m 

配管・機器類圧損 約 11.7m 

合 計 約 74.2m 

以上より，代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注水系ポンプの必要

な全揚程は約74.2mであり，要求値は80mとする。 

（２）代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）第54条第2項対応の場合 

（第54条第2項対応における必要容量である70m３／hを用いて算出する。） 

水源と移送先の圧力差 約    0m 

静水頭 約 62.9m 

配管・機器類圧損 約 62.5m 

合 計 約125.4m 

以上より，代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低圧代替注水系ポン

プの必要な全揚程は約125.4mであり，要求値は130mとする。 

常設低圧代替注水系ポンプの全揚程の公称値は，重大事故等対処設備として必要な性

能を有するものとして，（１）及び（２）の要求値を満足する約200mとする。 

3.最高使用圧力  

 常設低圧代替注水系ポンプの最高使用圧力は，ポンプ締切運転時の揚程約300m（約

2.94MPa[gage]）に代替淡水貯槽の静水頭約20.63m（約0.20MPa[gage]）を加えた約

320.63mとなる3.14MPa[gage]とする。 



54-6-4 

4.最高使用温度  

 代替燃料プール注水系として使用する常設代替注水系ポンプの最高使用温度は，水源

である代替淡水貯槽の最高使用温度に合わせ66℃とする。 

5.電動機出力  

 代替燃料プール注水系として使用する常設低圧代替注水系ポンプの容量200m３／h，

揚程200mの時の必要軸動力は，下記の式より約163kWとなる。 

kWkW

HQgP

≒

100200600,320080665.9000,110
100600,310

3

3

P : 必要軸動力（kW） 

WP :水動力（kW） 

:流体の密度（kg／m３）=1,000 

g :重力加速度（m／s２）=9.80665 

Q:ポンプ容量（m３／h）=200 

H :ポンプ揚程（m）＝200(第54-6-１図参照) 

:ポンプ効率（%）＝約 （第54-6-１図参照） 

（参考文献：「ターボポンプ用語」（JIS B 0131-2002）） 

第54-6-1図 常設低圧代替注水系ポンプ性能曲線 

 以上より，低圧代替注水ポンプ電動機の必要出力は約  kWであり，代替燃料プール

注水系として使用する常設低圧代替注水系ポンプの原動機出力は，ポンプ特性より190kW

とする。 
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名   称 可搬型代替注水大型ポンプ 

容量 m３／h／

個 

50，70，114 以上（注１）（約 1,320（注２）） 

全揚程 m 51.8，106.0，140 以上（注１）（約 140（注２）） 

最高使用圧力 MPa[gage] 1.4 

最高使用温度 ℃ 60 

原動機出力 kW／個 847 

機器仕様に関する注記 注1：要求値を示す 

注2：公称値を示す 

【設定根拠】 

可搬型代替注水大型ポンプは，重大事故時等に以下の機能を有する。 

 代替燃料プール注水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプは，使用済燃料プー

ルの冷却機能又は注水機能が喪失することを想定した想定事故１及び使用済燃料プール

の冷却系の配管破断によるサイフォン現象等により使用済燃料プール内の水の小規模な

漏えいが発生するとともに，使用済燃料プール注水機能が喪失することを想定した想定

事故２において使用済燃料プールの水位の低下があった場合でも，使用済燃料プールの

水位を維持するために必要な注水量を有する設計とする（以下「第 54 条第 1 項対応」と

いう）。 

 また，使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プールの水位が

維持できない場合でも，使用済燃料に直接スプレイすることで，燃料損傷を緩和すると

ともに，環境への放射性物質放出を低減するために必要な注水量を有する設計とする

（以下「第 54 条第 2 項対応」という）。 

 第 54 条第 1 項対応として使用する可搬型代替注水大型ポンプは、使用済燃料プールの

注水に必要な流量を確保できる容量を有するものを 1 個使用する。保有数は 2 セット

で，合計 2 個と，故障よる待機除外時のバックアップ用として 1 個（共用）の合計 3 個

を保管する。第 54 条第 2 項対応として確保する可搬型代替注水大型ポンプの必要個数は

これに内包される。 

１．容量  

（１）第 54 条第 1 項対応における可搬型代替注水大型ポンプの必要容量は，使用済燃料

プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書

添付資料十）において，有効性が確認されている可搬型代替注水大型ポンプの注

水容量は 50m３／h であるため，要求値を 50m３／h 以上とする。 

（２）第 54 条第 2 項対応における必要容量は補足説明資料「使用済燃料プールへの必要

スプレイ流量について」（54-6-20～24）で確認されている容量は 45.4m３／h であ

るため，常設スプレイヘッダを用いて使用済燃料プール全面にスプレイする要求

値を 70m３／h 以上，可搬型スプレイノズルを用いて使用済燃料プール全面にスプ
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レイする要求値を 114m３／h 以上とする。 

可搬型代替注水大型ポンプの容量の公称値は，ポンプ特性からエンジン最大回転数

時の容量である約 1,320m3/h とする。 

また，代替燃料プール注水系は，低圧代替注水系及び代替格納容器スプレイ冷却系

と同時に使用する可能性があるため，同時使用時に各々の必要流量が確保できること

を添付(1)「常設低圧代替注水系ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを使用した同時

注水について」で示す。 

2. 全揚程 

代替燃料プール注水系で使用する場合の可搬型代替注水大型ポンプの必要吐出圧力

は，ホース敷設ルートのうち最も保守的となるＳＡ用海水ピットを水源とし，東側接続

口を使用した移送先との圧力差，静水頭，ホース圧損及び配管・機器類圧損を基に設定

する。 

2.1 代替燃料プール注水系（注水ライン） 

（第54条第1項対応における必要容量を上回る流量として50m３／hを用いて算出する。） 

水源と移送先の圧力差 約  0  m 

静水頭 約 37.5m 

配管・機器類圧損 約 13.1m 

ホース圧損 約  1.2m 

合 計 約 51.8m 

2.2 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ） 

（第54条第2項対応における必要容量を上回る流量として70m３／hを用いて算出する。） 

水源と移送先の圧力差 約  0 m 

静水頭 約 37.8m 

配管・機器類圧損 約 66.0m 

ホース圧損 約  2.2m 

     合 計 約 106.0m 

2.3代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル） 

（第54条第2項対応における必要容量を上回る流量として126m３／hを用いて算出する。） 

水源と移送先の圧力差 約  0m 

静水頭 約 38m 

配管・機器類圧損 約 50m 

ホース圧損 約 52m 

   合 計 約 140m 
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可搬型代替注水大型ポンプの全揚程は，ポンプ特性からエンジン最大回転数時の容

量の公称値である約1,320m３／hにおける吐出圧力の約140mを公称値とする。 

3. 最高使用圧力  

可搬型代替注水大型ポンプの最高使用圧力は、供給ライン（ホースの最高使用圧力）

を考慮しポンプ吐出圧力を制限していることから、その制限値である1.4MPa[gage]とす

る。 

4. 最高使用温度  

可搬型代替注水大型ポンプの最高使用温度は，供給ラインを考慮し接続するホースの

最高使用温度である60℃とする。 

5. 原動機出力  

可搬型代替注水大型ポンプの原動機出力は，ポンプ特性より約847kW とする。 

6.可搬型代替注水大型ポンプの性能曲線 

可搬型代替注水大型ポンプの性能曲線を以下に示す。

第54-6-2図 可搬型代替注水大型ポンプ性能曲線 
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名   称 緊急用海水ポンプ

容量 m３／h 834 以上（注１）（約 844（注２）） 

全揚程 m 120 以上（注１）（約 130（注２）） 

最高使用圧力 MPa［gage］ 2.45 

最高使用温度 ℃ 38 

電動機出力 kW 510 

機器仕様に関する注記 注1：要求値を示す 

注2：公称値を示す 

【設定根拠】 

緊急用海水ポンプは，重大事故時等に以下の機能を有する。 

 代替燃料プール冷却設備として使用する緊急用海水ポンプは，使用済燃料プール冷却

浄化設備の冷却機能が喪失した場合でも，使用済燃料プール内に貯蔵する使用済燃料か

ら発生する崩壊熱を冷却可能な容量を有する設計とする。また、設計基準対象施設が有

する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するために必要な海水供給量を有する設計とする。 

なお，代替燃料プール冷却設備として使用する緊急用海水ポンプは、使用済燃料プー

ルの冷却に必要な流量を確保できる容量を有するものを 1 個設置するとともに，予備 1

個を設置する。 

１．容量  

代替燃料プール冷却設備に使用する緊急用海水ポンプの必要容量は，使用済燃料プー

ル内に貯蔵する使用済燃料から発生する崩壊熱を代替燃料プール冷却系熱交換器で除去

可能な容量である 144m３／h 以上とする。 

また，基準津波を超え敷地に遡上する津波が発生した場合でも，格納容器ベントを行

うことなく原子炉格納容器からの除熱が可能な流量とし，ポンプ 1 個当たり 690m３／h 以

上とする。 

＜要求値＞ 

①残留熱除去系熱交換器他      ：690m３／h 

 ②代替使用済燃料プール冷却系熱交換器：144m３／h 

                ①＋②＝834m３／h以上 

緊急用海水ポンプの容量の公称値は，834m３／h 以上を供給可能な設計とし，約 844m3/h

とする。 

2. 全揚程  

前項①と②の同時使用を考慮した流量時に必要な揚程としては約120mであり，これ

に，裕度を見込み公称値を約130mとする。 
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3. 最高使用圧力 

緊急用海水ポンプの最高使用圧力は，ポンプ締切揚程，建屋内配管の静水頭に裕度を

考慮し，2.45MPa［gage］とする。 

 ①ポンプ締切揚程 2.01MPa[gage] 

 ②静水頭     0.05MPa[gage] 

  合計      2.06MPa[gage] ≒ 2.45MPa[gage] 

4. 最高使用温度  

緊急用海水ポンプの最高使用温度は，既設の残留熱除去系海水ポンプの最高使用温度

に合わせ38℃とする。 

5. 電動機出力  

電動機出力は，緊急用海水ポンプの容量834m3/h，全揚程130m及び効率約 ％を考慮

し，510kWとする。 
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名称 代替燃料プール冷却系ポンプ 

容量 m３／h 124以上（注１）（約124（注２）） 

全揚程 m 40以上（注１）（約40（注２）） 

最高使用圧力 MPa[gage] 0.98 

最高使用温度 ℃ 80 

電動機出力 kW 約30 

機器仕様に関する注記 
注1：要求値を示す 

注2：公称値を示す 

【設定根拠】 

代替燃料プール冷却系ポンプは，重大事故時に以下の機能を有する。 

 代替燃料プール冷却系として使用する代替燃料プール冷却系ポンプは，設計基準対象

施設である使用済燃料プール冷却浄化設備の冷却機能が喪失した場合でも，使用済燃料

プールの内に貯蔵する使用済燃料から発生する崩壊熱を冷却可能な容量を有する設計と

する。 

 なお，代替燃料プール冷却系ポンプは常設の重大事故等対処設備として必要な容量を

賄うことができる設置個数として，1 個設置する。 

１．容量  

代替燃料プール冷却系として使用する代替燃料プール冷却系ポンプの必要容量は，使

用済燃料プール内に貯蔵する使用済燃料から発生する崩壊熱を冷却に必要な容量は

124m3/h であるため，要求値を 124m３／h 以上とする。 

 代替燃料プール冷却系ポンプの容量の公称値は，重大事故等対処設備として必要な性

能を有するものとして，要求値を満足する約 124m３／h とする。 

2.全揚程  

代替燃料プール冷却系として使用する代替燃料プール冷却系ポンプの必要吐出圧力

は，水源と移送先との圧力差，静水頭，配管・機器類圧損を基に設定する。 

水源と移送先の圧力差   約   0m 

水源と移送先の静水頭 約   8m 

配管・機器類圧損 約  24m 

合 計 約  32m 

代替燃料プール冷却系の代替燃料プール冷却系ポンプの必要な全揚程は約32mであり要

求値は40mとする。 



54-6-11 

3.最高使用圧力  

 代替燃料プール冷却設備として使用する代替燃料プール冷却系ポンプの最高使用圧

力は，下記を考慮する。 

ポンプ締切運転時の揚程        約54m（約0.53MPa[gage]） 

ポンプ設置箇所から移送先までの静水頭 約18m（約0.18MPa[gage]） 

合 計 約72m（約0.71MPa[gage]） 

上記から，代替燃料プール冷却系の最高使用圧力は，約72m（約0.71MPa[gage]）を

上回る圧力とし，0.98MPa[gage]とする。 

4.最高使用温度  

 代替燃料プール冷却設備として使用する代替燃料プール冷却系ポンプの最高使用温度

は，使用済燃料プール初期水温を保安規定における制限値として65℃としているため，

その温度に余裕を考慮し，80℃とする。 
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5.電動機出力  

 代替燃料プール冷却設備として使用する代替燃料プール冷却系ポンプの容量124m3/h，

揚程30mの時の必要軸動力は，下記の式より約21kWとなる｡ 

kWkW

HQgP

212.20
1006740600,312480665.9000,110

100600,310
3

3

≒

P : 必要軸動力（kW） 

WP :水動力（kW） 

:流体の密度（kg／m３）=1,000 

g :重力加速度（m／s２）=9.80665 

Q:ポンプ容量（m３／h）=124 

H :ポンプ揚程（m）＝40(第54-6-3図参照) 

:ポンプ効率（%）（設計計画値）＝約 （第54-6-3図参照） 

第54-6-3図 代替燃料プール冷却系ポンプ性能曲線 

 以上より，代替燃料プール冷却系ポンプの原動機出力の公称値はポンプ特性より

30kWとする。 
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名称 代替燃料プール冷却系熱交換器 

個数 個 1 

容量（設計熱交換量） MW 2.31（注１）／約2.31（注２） 

最高使用圧力 MPa[gage] 淡水側 0.98 ／ 海水側 0.98 

最高使用温度 ℃ 淡水側 80／ 海水側 66 

伝熱面積 m２ 33m２以上 

機器仕様に関する注記 
注1：要求値を示す 

注2：公称値を示す 

【設定根拠】 

代替燃料プール冷却系熱交換器は，重大事故時に以下の機能を有する。 

 代替燃料プール冷却設備として使用する代替燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準

対象施設である使用済燃料プール冷却浄化設備の冷却機能が喪失した場合でも，使用済

燃料プール内に貯蔵する使用済燃料から発生する崩壊熱を冷却可能な設計とする。 

1.容量の設定根拠 

 代替燃料プール冷却系熱交換器の容量は，設計基準対象施設である使用済燃料プール

冷却浄化設備の冷却機能と同等とし，約2.31MWとする。 

2.最高使用圧力の設定根拠 

 2.1 淡水側 

代替燃料プール冷却系熱交換器の淡水側の最高使用圧力は，淡水を供給する代替燃

料プール冷却系ポンプの最高使用圧力と同じ0.98MPa[gage]とする。 

 2.2 海水側 

  代替燃料プール冷却系熱交換器の海水側の最高使用圧力は，緊急用海水系配管と 

合わせて0.98MPa[gage]とする。 

3.最高使用温度の設定根拠 

 3.1淡水側 

代替燃料プール冷却系熱交換器の淡水側の最高使用温度は，代替燃料プール冷却 

系ポンプの最高使用温度に合わせ，80℃とする。 

 3.2海水側 

  代替燃料プール冷却系熱交換器の海水側の最高使用温度は，運転温度に余裕を考 

慮し，66℃とする。 
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4.伝熱面積の設定根拠 

(1) 必要最小伝熱面積 

 重大事故等時に使用済燃料プール冷却設備として使用する代替燃料プール冷却系 

熱交換器の必要最小伝熱面積は，設計熱交換量約2.31MWを満足するための性能計算 

で求められる。 

 必要最小伝熱面積は，設計熱交換量，伝熱係数及び高温側と低温側の温度差の平 

均値である対数平均温度差を用い，設計余裕を考慮して下記のように求める。 

㎡≒

Δ

336.32
17)101.2/(5102.31T)1.2/(UcQ 36

 Ｑ  ：設計熱交換量（W）  ＝約2.31×106（＝2.31MW（8,316,000kJ/h）） 

  ＵＣ ：伝熱係数（kW/m2･K） ＝約5 

   ΔＴ ：対数平均温度差（K） ＝約17 

 (2) 公称伝熱面積 

  代替燃料プール冷却系熱交換器の公称伝熱面積は，必要最小伝熱面積を上回る 

33㎡以上とする。 

必要最小伝熱面積 
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 添付(1) 

常設低圧代替注水系ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを 

使用した複数個所への同時注水について 

常設低圧代替注水系ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを使用した注水に

ついては，原子炉，格納容器スプレイ，ペデスタル（ドライウェル部），格納

容器頂部及び使用済燃料プールを注水先として設計する。このため，重大事故

等対応において，複数の注水先に対して同時に必要流量を注水できるよう設計

する。なお，各注水先への注水は弁の開操作のみで実施可能であるため，必要

箇所への注水を継続しつつ，注水先を追加することが可能である。 

有効性評価で考慮する同時注水パターンを第 1 表及び第 2 表に示す。 

また，有効性評価における事象進展ごとの常設低圧代替注水系ポンプ又は可

搬型代替注水大型ポンプによる注水先の組み合わせケースを第 3 表から第 7 表

に示す。 
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第 1 表 有効性評価で考慮する常設低圧代替注水系ポンプを使用した同時注水

ケース 

原
子
炉

格
納
容
器

ペ
デ
ス
タ
ル

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
部
）

格
納
容
器
頂
部

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

47 条/1.4 49 条/1.6 51 条/1.8 53 条/1.10 54 条/1.11 

230m３/h 130m３/h － － － 

－ 300m３/h 80m３/h － － 

50m３/h 130m３/h － － 114m３/h 

第 2 表 有効性評価で考慮する可搬型代替注水大型ポンプを使用した同時注水

ケース 

原
子
炉

格
納
容
器

ペ
デ
ス
タ
ル

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
部
）

格
納
容
器
頂
部

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

47 条/1.4 49 条/1.6 51 条/1.8 53 条/1.10 54 条/1.11 

50m３/h 130m３/h － － － 

50m３/h 130m３/h － － 114m３/h 
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第 3 表 設計基準事故対象設備による原子炉注水失敗時に常設代替低圧注水系ポンプを使用する場合（炉心損傷前） 

47 条/1.4 49 条/1.6 51 条/1.8 53 条/1.10 54 条/1.11 

備考 原
子
炉

格
納
容
器

ペ
デ
ス
タ
ル

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
部
）

格
納
容
器
頂
部

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

初期注水段階 378m３/h － － － － 

・QH 特性に従った注水 

・原子炉水位回復後は崩壊熱除去相当の注水量で可

（解析上は注水量一定で注水開始／停止操作実施） 

格納容器スプレイ段階 230m３/h 130m３/h － － － 

・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量で可（解析上

は注水量一定で，解析上は注水量一定で注水開始／

停止操作実施） 

・格納容器スプレイは格納容器圧力に応じてスプレイ

開始／停止操作 

使用済燃料プール冷却 

復旧操作段階 
50m３/h 130m３/h － － 114m３/h 

・有効性評価の解析条件ではないが，使用済燃料プー

ルの冷却機能復旧操作を同時に行うことを想定し，

設定したケース 

・使用済燃料プールが 100℃到達まで 1 日以上の余裕

があるため，原子炉水位及び格納容器圧力制御が安

定した状態で実施することを想定 

格納容器ベント段階 50m３/h － － － － 

・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量 

・使用済燃料プールは代替燃料プール冷却系等による

除熱に期待できることから，同時注水を考慮してい

ていない 

対象事象：高圧・低圧注水機能喪失，ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

第 4 表 設計基準事故対象設備による原子炉注水成功後に常設代替低圧注水系ポンプを使用する場合 

47 条/1.4 49 条/1.6 51 条/1.8 53 条/1.10 54 条/1.11 

備考 原
子
炉

格
納
容
器

ペ
デ
ス
タ
ル

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
部
）

格
納
容
器
頂
部

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

原子炉減圧・低圧注水

移行段階 
378m３/h － － － － 

・QH 特性に従った注水 

・原子炉水位回復後は崩壊熱除去相当の注水量で可

（解析上は注水量一定で注水開始／停止操作実施） 

格納容器スプレイ段階 230m３/h 130m３/h － － － 

・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量で可（解析上

は注水量一定で注水開始／停止操作実施） 

・格納容器スプレイは格納容器圧力に応じてスプレイ

開始／停止操作 

使用済燃料プール冷却 

復旧操作段階 
50m３/h 130m３/h － － 114m３/h 

・有効性評価の解析条件ではないが，使用済燃料プー

ルの冷却機能復旧操作を同時に行うことを想定し，

設定したケース 

・使用済燃料プールが 100℃到達まで 1 日以上の余裕

があるため，原子炉水位及び格納容器圧力制御が安

定した状態で実施することを想定 

格納容器ベント段階※ 50m３/h － － － － 

・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量 

・使用済燃料プールは代替燃料プール冷却系等による

除熱に期待できることから，同時注水を考慮してい

ていない 

※崩壊熱除去機能（残留熱除去系が故障した場合）のケース 

対象事象：崩壊熱除去機能喪失，津波浸水による注水機能喪失 
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第 5 表 全交流動力電源喪失（24 時間継続）時に可搬型代替注水大型ポンプを使用する場合 

47 条/1.4 49 条/1.6 51 条/1.8 53 条/1.10 54 条/1.11 

備考 原
子
炉

格
納
容
器

ペ
デ
ス
タ
ル

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
部
）

格
納
容
器
頂
部

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

原子炉減圧・低圧注水

移行段階 
≦110m３/h － － － － 

・QH 特性に従った注水 

・原子炉水位回復後は崩壊熱除去相当の注水量で可

（解析上は注水量一定で注水開始／停止操作実施） 

格納容器スプレイ段階 50m３/h 130m３/h － － － 

・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量で可（解析上

は注水量一定で注水開始／停止操作実施） 

・格納容器スプレイは格納容器圧力に応じてスプレイ

開始／停止操作 

使用済燃料プール冷却 

復旧操作段階 
50m３/h 130m３/h － － 114m３/h 

・有効性評価の解析条件ではないが，使用済燃料プー

ルの冷却機能復旧操作を同時に行うことを想定し，

設定したケース 

・使用済燃料プールが 100℃到達まで 1 日以上の余裕

があるため，原子炉水位及び格納容器圧力制御が安

定した状態で実施することを想定 

対象事象：全交流動力電源喪失 

第 6 表 設計基準事故対象設備による原子炉注水失敗時に常設代替低圧注水系ポンプを使用する場合（ＬＯＣＡ起因によ

る炉心損傷事象） 

47 条/1.4 49 条/1.6 51 条/1.8 53 条/1.10 54 条/1.11 

備考 原
子
炉

格
納
容
器

ペ
デ
ス
タ
ル

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
部
）

格
納
容
器
頂
部

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

初期注水段階 230m３/h 130m３/h － － － 

・ＬＯＣＡが発生し設計基準事故対処設備による注水

に失敗し，炉心損傷に至った場合に，炉心の再冠水

並びに格納容器内温度及び圧力を抑制するためのケ

ース 

再冠水後制御段階※ 50m３/h 130m３/h － － － 

・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量 

・格納容器スプレイは格納容器圧力に応じてスプレイ

開始／停止操作 

使用済燃料プール冷却 

復旧操作段階※ 50m３/h 130m３/h － － 114m３/h 

・有効性評価の解析条件ではないが，使用済燃料プー

ルの冷却機能復旧操作を同時に行うことを想定し，

設定したケース 

・使用済燃料プールが 100℃到達まで 1 日以上の余裕

があるため，原子炉水位及び格納容器圧力制御が安

定した状態で実施することを想定 

格納容器ベント段階※ 50m３/h － － － － ・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量 

※代替循環冷却系を使用しない場合のケース 

対象事象：雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損），水素燃焼  
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第 7 表 原子炉圧力容器破損時に常設代替低圧注水系ポンプを使用する場合 

47 条/1.4 49 条/1.6 51 条/1.8 53 条/1.10 54 条/1.11 

備考 原
子
炉

格
納
容
器

ペ
デ
ス
タ
ル

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
部
）

格
納
容
器
頂
部

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

原子炉圧力容器破損段

階 
－ 300m３/h 80m３/h － － 

・ＬＯＣＡが発生し設計基準事故対処設備による注水

に失敗し，炉心損傷に至った場合に，炉心の再冠水

並びに格納容器内温度及び圧力を抑制するためのケ

ース 

原子炉圧力容器破損時

対応後段階※ － － 50m３/h － － 

・原子炉注水は崩壊熱除去相当の注水量 

・格納容器スプレイは格納容器圧力に応じてスプレイ

開始／停止操作 

使用済燃料プール冷却 

復旧操作段階 
－ － 50m３/h － 114m３/h 

・有効性評価の解析条件ではないが，使用済燃料プー

ルの冷却機能復旧操作を同時に行うことを想定し，

設定したケース 

・使用済燃料プールが 100℃到達まで 1 日以上の余裕

があるため，原子炉水位及び格納容器圧力制御が安

定した状態で実施することを想定 

対象事象：高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱，原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用，溶融炉心・コン

クリート相互作用 
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・使用済燃料プールへの必要スプレイ流量について 

使用済燃料プールへの注水（代替燃料プール注水系等による注水）によっ

ても使用済燃料プール水位を維持できないような漏えいが生じた場合に実施

する使用済燃料プールスプレイについて，使用済燃料プール内に保管されて

いる照射済燃料の冷却に必要なスプレイ流量を算出する。 

(1) 評価条件 

・使用済燃料プール内の冷却水が流出して照射済燃料が全露出している状

態を想定する。 

・崩壊熱除去に必要なスプレイ流量を算出する。 

・スプレイ水の温度は保守的に見積もっても 35℃であるが，顕熱冷却に

よる効果は考慮せずに，保守的に飽和水（大気圧における）と仮定する。 

・想定する崩壊熱は，第 54-6-1 表，第 54-6-2 表及び第 54-6-3 表に示す

とおり，原子炉運転中（運転開始直後）と原子炉停止中（全炉心燃料取

出後）の 2 ケースとする。 

(2) 必要注水量の評価式 

使用済燃料プールへの必要注水量は，崩壊熱による使用済燃料プールの

保有水の蒸発量に等しいとして扱い，以下の式で評価した。評価結果を第

54-6-4 表に示す。 

ΔⅤ／Δｔ＝Ｑ×10３×3,600／（hgf×ρ） 

ΔⅤ／Δｔ ：必要注水量［m３／h］ 

Ｑ  ：崩壊熱［MW］ 

hgf  ：飽和水蒸発潜熱［kJ／kg］（＝2,257 kJ／kg） 

ρ  ：注水密度［kg／m３］（＝958kg／m３） 
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第 54-6-1 表 崩壊熱評価条件 

 原子炉運転中 原子炉停止中 

照射期間／１サイクル 14 ヶ月 14 ヶ月 

冷却期間／１サイクル 13 ヶ月 13 ヶ月 

停止期間※１ 30 日 30 日 

使用済燃料体数 1,486 体※２ 1,486 体※３

定検時取出燃料体数 － 764 体※３

評価日 運転開始直後 原子炉停止 9 日後※４

※１：過去の定期検査における発電機解列から併入までの期間の実績よりも短い日

数を設定した。 

※２：使用済燃料プールの最大貯蔵量（2,250 体）から１炉心分の燃料（764 体）

を除いた体数（1,486 体）が貯蔵されているものとする。 

※３：使用済燃料プールの最大貯蔵量（2,250 体）の燃料が貯蔵（前サイクルまで

原子炉に装荷されていた取出燃料（764 体）＋使用済燃料（1,486 体））され

ているものとする。 

※４：過去の全燃料取出完了日の実績を踏まえ余裕を見た日数を設定した。 
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第 54-6-2 表 燃料取出スキーム（原子炉運転中） 

使用済燃料プール 

貯蔵燃料 
冷却期間 燃料体数 

崩壊熱 

(MW) 

8 サイクル冷却済燃料 8×（13 ヶ月＋30 日）＋30 日 142 体 0.047 

7 サイクル冷却済燃料 7×（13 ヶ月＋30 日）＋30 日 168 体 0.059 

6 サイクル冷却済燃料 6×（13 ヶ月＋30 日）＋30 日 168 体 0.064 

5 サイクル冷却済燃料 5×（13 ヶ月＋30 日）＋30 日 168 体 0.072 

4 サイクル冷却済燃料 4×（13 ヶ月＋30 日）＋30 日 168 体 0.085 

3 サイクル冷却済燃料 3×（13 ヶ月＋30 日）＋30 日 168 体 0.110 

2 サイクル冷却済燃料 2×（13 ヶ月＋30 日）＋30 日 168 体 0.161 

1 サイクル冷却済燃料 1×（13 ヶ月＋30 日）＋30 日 168 体 0.283 

定検燃料 30 日 168 体 1.214 

合計（使用済燃料及び定検時取出燃料） 1,486 体 2.095 
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第 54-6-3 表 燃料取出スキーム（原子炉停止中） 

使用済燃料プール 

貯蔵燃料 
冷却期間 燃料体数 

崩壊熱 

(MW) 

9 サイクル冷却済燃料 9×（13 ヶ月＋30 日）＋9 日 142 体 0.045 

8 サイクル冷却済燃料 8×（13 ヶ月＋30 日）＋9 日 168 体 0.056 

7 サイクル冷却済燃料 7×（13 ヶ月＋30 日）＋9 日 168 体 0.059 

6 サイクル冷却済燃料 6×（13 ヶ月＋30 日）＋9 日 168 体 0.065 

5 サイクル冷却済燃料 5×（13 ヶ月＋30 日）＋9 日 168 体 0.073 

4 サイクル冷却済燃料 4×（13 ヶ月＋30 日）＋9 日 168 体 0.086 

3 サイクル冷却済燃料 3×（13 ヶ月＋30 日）＋9 日 168 体 0.112 

2 サイクル冷却済燃料 2×（13 ヶ月＋30 日）＋9 日 168 体 0.165 

1 サイクル冷却済燃料 1×（13 ヶ月＋30 日）＋9 日 168 体 0.293 

定検時取出燃料 5 9 日 92 体 1.089 

定検時取出燃料 4 9 日 168 体 1.893 

定検時取出燃料 3 9 日 168 体 1.800 

定検時取出燃料 2 9 日 168 体 1.714 

定検時取出燃料 1 9 日 168 体 1.608 

合計（使用済燃料及び定検時取出燃料） 2,250

体 

9.058 

第 54-6-4 表 東海第二発電所において必要なスプレイ流量 

 原子炉運転中 原子炉停止中 

崩壊熱 2.1［MW］ 9.1［MW］ 

必要なスプレイ流量 
3.50［m３／h］ 15.16［m３／h］ 

約 15.4［gpm］ 約 66.7［gpm］ 
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(3) 必要スプレイ量 

東海第二発電所の使用済燃料プール内にある照射済燃料の冷却に必要な

スプレイ流量を評価した。 

この結果，使用済燃料プールの熱負荷が最大となるような組合せで照射

済燃料を貯蔵した場合，崩壊熱除去に必要なスプレイ流量は約 15.2m３／h

となった。 

可搬型スプレイ設備（可搬型スプレイノズル（3 個），可搬型代替注水

大型ポンプ）の流量は約 50m３／h であり，使用済燃料プール内にある照

射済燃料はスプレイにより冷却可能である。また，NEI06-12 の使用済燃

料プールスプレイ要求において示されている必要流量 200gpm（約 45.4m３

／h）を上回る流量になっている。 
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・使用済燃料プール水位・温度（SA 広域） 

(1) 設置目的 

使用済燃料プールの水位，水温について，使用済燃料プールに係る重大

事故等により変動する可能性のある範囲にわたり監視するため，使用済燃

料プール水位・温度（SA 広域）を設置する。 

(2) 設備概要 

使用済燃料プール温度（SA 広域）は，設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備の機能を有しており，使用済燃料プール温度（SA 広域）の検

出信号は，測温抵抗体にて温度を検出し，演算装置にて電気信号に変換し

た後，使用済燃料プール温度を中央制御室に指示し，記録する。 

使用済燃料プール水位（SA 広域）は，設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備の機能を有しており，水位検出器へパルス信号を発信し，プー

ル水面から反射したパルス信号を検出するまでの時間を演算装置にて測定

し，水位信号へ変換する処理を行った後，中央制御室に指示し，記録する。

（第 54-6-4 図「使用済燃料プール水位・温度（SA 広域）の概略構成図」

参照） 
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第 54-6-4 図 使用済燃料プール水位・温度（SA 広域）の概略構成図 

（注 1）プロセス計算機 

（注 2）データ伝送装置 

（注 3）緊急時対策支援システム伝送装置 

設計基準対象施設 

重大事故等対処設備 

設計基準対象施設及び 

重大事故等対処設備 

ガイドパルス式

水位検出器

測温抵抗体， 

中央制御室 

演算装置 警 報 

記 録(注 1)

指 示 

記 録(注 3)

演算装置 

記 録(注 2)
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(3) 計測範囲 

   使用済燃料プール水位・温度（SA 広域）の仕様を第 54-6-5 表に，計測

範囲を第 54-6-6 表に示す。 

第 54-6-5 表 使用済燃料プール水位・温度（SA 広域）の仕様 

名称 種類 計測範囲 個数 取付箇所 

使用済燃料プール

水位・温度（SA 広

域） 

ガイドバルス式 
EL.35,077 ㎜～

46,577 ㎜ 
1 原子炉建屋 

原子炉棟 

6 階 測温抵抗体 0～120℃ 
1 

（検出点 2 箇所） 

第 54-6-6 表 使用済燃料プール水位・温度（SA 広域）の計測範囲 

名称 計測範囲 

プラントの状態＊１と予想変動範囲 

計測範囲の設定に関

する考え方 通常運転時 

設計基準事故

時（運転時の

過渡変化時を

含む） 

重大事故等時 

炉心損

傷前 

炉心損

傷後 

使用済燃料プ

ール水位・温

度（SA 広域） 

EL.35,077 ㎜

～46,577 ㎜ 
EL.46,195 ㎜ EL.46,195 ㎜ 

EL.45,576 ㎜ 

（N.W.L から-

0.619m） 

重大事故等時におけ

る使用済燃料プール

の変動範囲について

水位及び温度を監視

可能である。 0～120℃ 52℃以下 66℃以下 0～100℃ 

＊１：プラント状態の定義は以下のとおり。 

・通常運転時：計画的に行われる起動，停止，出力運転，高温停止，冷温停止，燃料取替等の原子炉施設の

運転であって，その運転状態が所定の制限内にあるもの。 

・運転時の異常な過渡変化時：原子炉施設の寿命期間中に予想される機器の単一故障若しくは誤動作又は運

転員の単一の誤操作，及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって生ずる異常な状態。 

・設計基準事故時：「運転時の異常な過渡変化」を超える異常な状態であって，発生する頻度は稀であるが，

原子炉施設の安全設計の観点から想定されるもの。 

・重大事故等時：原子炉施設の安全設計の観点から想定される事故を超える事故の発生により，発電用原子

炉の炉心の著しい損傷が発生するおそれがある状態又は炉心の著しい損傷が発生した状態。 
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・使用済燃料プール温度（SA） 

(1) 設置目的 

使用済燃料プールの温度について，使用済燃料プールに係る重大事故等

により変動する可能性のある範囲にわたり監視するため，使用済燃料プー

ル温度（SA）を設置する。 

(2) 設備概要 

使用済燃料プール温度（SA）は，重大事故等対処設備の機能を有してお

り，使用済燃料プール温度（SA）の検出信号は，熱電対にて温度を検出し，

演算装置にて電気信号に変換する処理を行った後，中央制御室に指示し，

記録する。（第 54-6-5 図「使用済燃料プール温度（SA）の概略構成図」

参照） 

第 54-6-5 図 使用済燃料プール温度（SA）の概略構成図 

（注 1）データ伝送装置 

（注 2）緊急時対策支援システム伝送装置 

設計基準対象施設 

重大事故等対処設備 

設計基準対象施設及び 

重大事故等対処設備 

熱電対 

指 示 

中央制御室 

演算装置 

記 録(注 2)

記 録(注 1)
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(3) 計測範囲 

   使用済燃料プール温度（SA）の仕様を第 54-6-7 表に，計測範囲を第

54-6-8 表に示す。 

第 54-6-7 表 使用済燃料プール温度（SA）の仕様 

名称 種類 計測範囲 個数 取付箇所 

使用済燃料プール温度（SA） 熱電対 0～120℃ 
1 

（検出点 8 箇所） 

原子炉建屋 

原子炉棟 

6 階 

第 54-6-8 表 使用済燃料プール温度（SA）の計測範囲 

名称 計測範囲 

プラントの状態＊１と予想変動範囲 

計測範囲の設定に関

する考え方 通常運転時 

設計基準事故

時（運転時の

過渡変化時を

含む） 

重大事故等時 

炉心損

傷前 

炉心損

傷後 

使用済燃料プール

温度（SA） 
0～120℃ 52℃ 66℃以下 0～100℃ 

重大事故等時におけ

る使用済燃料プール

の変動範囲について

温度を監視可能であ

る。 

＊１：プラント状態の定義は以下のとおり。 

・通常運転時：計画的に行われる起動，停止，出力運転，高温停止，冷温停止，燃料取替等の原子炉施設の

運転であって，その運転状態が所定の制限内にあるもの。 

・運転時の異常な過渡変化時：原子炉施設の寿命期間中に予想される機器の単一故障若しくは誤動作又は運

転員の単一の誤操作，及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって生ずる異常な状態。 

・設計基準事故時：「運転時の異常な過渡変化」を超える異常な状態であって，発生する頻度は稀であるが，

原子炉施設の安全設計の観点から想定されるもの。 

・重大事故等時：原子炉施設の安全設計の観点から想定される事故を超える事故の発生により，発電用原子

炉の炉心の著しい損傷が発生するおそれがある状態又は炉心の著しい損傷が発生した状態。 
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・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

(1) 設置目的 

使用済燃料プール上部の空間線量率について，使用済燃料プールに係る

重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり監視するため，使用

済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）を設置する。 

(2) 設備概要 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，重大

事故等対処設備の機能を有しており，使用済燃料プールエリア放射線モニ

タ（高レンジ・低レンジ）の検出信号は，イオンチェンバ検出器にて線量

当量率を電気信号に変換し，演算装置にて線量当量率信号へ変換する処理

を行った後，中央制御室に指示し，記録する。（第 54-6-6 図「使用済燃

料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）の概略構成図」参照） 

第 54-6-6 図 使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

の概略構成図  

（注 1）データ伝送装置 

（注 2）緊急時対策支援システム伝送装置 

設計基準対象施設 

重大事故等対処設備 

設計基準対象施設及び 

重大事故等対処設備 

イオンチェンバ 

検出器 

中央制御室 

前置増幅器 

記 録(注 2)

記 録(注 1)

指 示 演算装置 

演算装置 
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(3) 計測範囲 

   使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）の仕様を

第 54-6-9 表に，計測範囲を第 54-6-10 表に示す。 

第 54-6-9 表 使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）の仕様 

名称 種類 計測範囲 個数 取付箇所 

使用済燃料プールエリア放射線

モニタ（高レンジ） 
イオンチェンバ 10－２～10５Sv／h 1 

原子炉建屋 

原子炉棟 

6 階 

使用済燃料プールエリア放射線

モニタ（低レンジ） 
イオンチェンバ 10-３～10４mSv／h 1 

原子炉建屋 

原子炉棟 

6 階 

第 54-6-10 表 使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）の 

計測範囲 

名称 計測範囲 

プラントの状態＊１と予想変動範囲 

計測範囲の設定に

関する考え方 通常運転時 

設計基準事故

時（運転時の

過渡変化時を

含む） 

重大事故等時 

炉心損

傷前 

炉心損

傷後 

使用済燃料プール

エリア放射線モニ

タ（高レンジ） 

10－２～10５

Sv／h 
バックグラウ

ンドレベル 
― 

3.0mSv／h 

以下 

重大事故等時にお

ける使用済燃料プ

ールの変動範囲に

ついて放射線量を

監視可能である。 

使用済燃料プール

エリア放射線モニ

タ（低レンジ） 

10－３～10４

mSv／h 

＊１：プラント状態の定義は以下のとおり。 

・通常運転時：計画的に行われる起動，停止，出力運転，高温停止，冷温停止，燃料取替等の原子炉施設の

運転であって，その運転状態が所定の制限内にあるもの。 

・運転時の異常な過渡変化時：原子炉施設の寿命期間中に予想される機器の単一故障若しくは誤動作又は運

転員の単一の誤操作，及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって生ずる異常な状態。 

・設計基準事故時：「運転時の異常な過渡変化」を超える異常な状態であって，発生する頻度は稀であるが，

原子炉施設の安全設計の観点から想定されるもの。 

・重大事故等時：原子炉施設の安全設計の観点から想定される事故を超える事故の発生により，発電用原子

炉の炉心の著しい損傷が発生するおそれがある状態又は炉心の著しい損傷が発生した状態。 
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54-7 接続図 
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第 54-7-1 図 代替燃料プール注水系（注水ライン及び常設スプレイヘッダ）

接続図
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54-8 可搬型代替注水大型ポンプの保管場所図 
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第 54-8-1 図 可搬型代替注水大型ポンプの保管場所 

可搬型代替注水大型ポンプの保管場所 

  代替燃料プール注水系で使用する可搬型代替注水大型ポンプは，地震，津

波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる影響，設計基準対象施設の配置その他の条件を考慮し，燃料プール冷却

浄化系ポンプ，残留熱除去系ポンプと位置的分散を図り，発電所敷地内の西

側，南側保管場所に配置する設計とする。
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54-9 アクセスルート図 
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第 54-9-1 図 保管場所からのアクセスルート図 
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第 54-9-2 図 緊急時対策所～高所淡水池～11ｍ盤接続口及び緊急時対策所

～代替淡水貯槽～西側接続口までのアクセスルート図 

第 54-9-3 図 緊急時対策所～代替淡水貯槽～東側接続口，西側接続口まで

のアクセスルート図 
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第 54-9-4 図 屋内アクセスルート図（1／3） 
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第 54-9-5 図 屋内アクセスルート図（2／3） 
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第 54-9-6 図 屋内アクセスルート図（3／3） 
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54-10 その他の燃料プール代替注水設備について 
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設備概要（自主対策設備を含む） 

 想定事故 1 及び想定事故 2 において想定する使用済燃料プールの水位の低下

があった場合において使用済燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽

し，及び臨界を防止するための設備として，設計基準対象施設，重大事故等対

処設備，自主対策設備に分類し，第 54-10-1 表に纏めた。以下に，各設備につ

いて設備概要を示す。 

第 54-10-1 表 各系統の位置付け 

No

. 

系統 設計基準対象

施設 

重大事故等対処

設備 

自主対策設備 

１ 燃料プール冷却浄化系 〇 － － 

２ 
残留熱除去系 

（燃料プール冷却モード） 
〇 － － 

３ 代替燃料プール注水系 － 〇 － 

４ 代替燃料プール冷却系 － ○ － 

５ 消火系による燃料プール注水 － － 〇 

６ 補給水系による燃料プール注水 － － ○ 

７ 
代替燃料プール冷却系 

（可搬型代替注水大型ポンプ） 
－ － ○ 

（１）燃料プール冷却浄化系【設計基準対象施設】 

   燃料プール冷却浄化系の系統概要を第 54-10-1 図に示す。 

燃料プール冷却浄化系は，循環ポンプ 2 個，熱交換器 2 基，ろ過脱塩装

置 2 基，配管，弁類により構成され，以下のプロセスにより使用済燃料貯

蔵プールの冷却機能を担う。 

  ①プール水はプールより溢れてスキマサージタンクへ流れ込み，循環ポン

プにて加圧される。 

  ②プール水中の種々の不純物を，ろ過脱塩装置に保持されたイオン交換樹  

脂により連続ろ過脱塩して除去する。 

  ③プール水温度を熱交換器により所定の温度以下に維持する。 
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  ④熱交換器を出たプール水は燃料プールの戻りディフューザを通してプー

ルに戻される。 

（２）残留熱除去系（燃料プール冷却モード）【設計基準対象施設】 

   残留熱除去系（燃料プール冷却モード）の系統概要を第 54-10-2 図に示

す。 

  残留熱除去系（燃料プール冷却モード）は，設計上の交換燃料より多く

の燃料が原子炉からプールに取り出される場合，燃料プール冷却浄化系の

熱交換器の熱除去量を超える崩壊熱が生ずるため，残留熱除去系ポンプ，

熱交換器を用いて燃料プール冷却浄化系によるプール冷却を補助し，燃料

プールを所定の温度以下に保つ。 

第 54-10-1 図 燃料プール冷却浄化系 系統概要 
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第 54-10-2 図 残留熱除去系（燃料プール冷却モード） 系統概要 

（３）代替燃料プール注水系【重大事故等対処設備】 

   代替燃料プール注水系の系統概要図を補足説明資料 54-4-2～4 に示す。 

   ① 代替燃料プール注水系（注水ライン）は，設計基準対象施設である

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給機能）及び燃料プ

ール冷却浄化系（使用済燃料プール水の冷却機能）の有する使用済燃

料プールの冷却及び補給機能が喪失した場合に，この機能を代替し，
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使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷，臨界の防止及び放射線の

遮蔽を目的として設置するものである。 

 本系統は，常設低圧代替注水系ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プ，計測制御装置，及び水源である代替淡水貯槽，淡水貯水池又は海

水，流路であるホース及び代替燃料プール注水系配管，注入先である

使用済燃料プール等から構成される。 

   ② 代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）は，設計基準対象

施設である残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給機能）

及び燃料プール冷却浄化系（使用済燃料プール水の冷却機能）の有す

る使用済燃料プールの冷却及び補給機能が喪失した場合に，この機能

を代替し，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷，臨界の防止及

び放射線の遮蔽を目的として設置するものである。 

     また，大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料プール

の水位が異常に低下した場合において，使用済燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷の進行緩和，及び臨界の防止を目的として設置するも

のである。 

 本系統は，可搬型代替注水大型ポンプ，計測制御装置，及び水源で

ある代替淡水貯槽，淡水貯水池又は海水，流路であるホース，可搬型

スプレイノズル，注入先である使用済燃料プール等から構成される。 

③ 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）は，設計基準対象施

設である残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給機能）及

び燃料プール冷却浄化系（使用済燃料プール水の冷却機能）の有する

使用済燃料プールの冷却及び補給機能が喪失した場合に，この機能を
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代替し，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷，臨界の防止及び

放射線の遮蔽を目的として設置するものである。 

     また，大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料プール 

の水位が異常に低下した場合において，使用済燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷の進行緩和，及び臨界の防止を目的として設置するも

のである。 

 本系統は，常設低圧代替注水系ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プ，計測制御装置，及び水源である代替淡水貯槽，淡水貯水池，若し

くは海水，流路であるホース及び代替燃料プール注水系配管，常設ス

プレイヘッダ，注入先である使用済燃料プール等から構成される。 

（４）代替燃料プール冷却系【重大事故等対処設備】 

代替燃料プール冷却系の系統概要図を補足説明資料 54-4-5 に示す。 

 代替燃料プール冷却系は，代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃

料プール冷却系熱交換器，緊急用海水系である緊急用海水ポンプによ

り構成され，重大事故等発生時において，使用済燃料プール内に貯蔵

する使用済燃料から発生する崩壊熱を代替燃料プール冷却系熱交換器

で除去して燃料プール水を冷却可能な設計とする。 

 使用済燃料プール水は，代替燃料プール冷却系ポンプにより昇圧し，

代替燃料プール冷却系熱交換器を通した後，使用燃料プールへ戻され

る。 

  また，代替燃料プール冷却系熱交換器は，海を水源とした緊急用

海水ポンプにより送水された海水により除熱されて，最終的な熱の逃

がし場である海へ輸送される。 
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（５）消火系による代替燃料プール注水【自主対策設備】 

   消火系により使用済燃料プールへ注水する設備概要を第 54-10-3 図に示

す。消火系による使用済燃料プールへの注水は，炉心の著しい損傷が発生

した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，ディーゼル駆動

消火ポンプ等を用い，全交流動力電源が喪失した場合でも，代替交流電源

設備からの給電により，中央制御室から遠隔で弁操作し，ろ過水タンクを

水源として，消火系配管を経由して使用済燃料プールへ注水し，使用済燃

料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する機

能を有する。 

第 54-10-3 図 消火系による代替燃料プール注水の概要図 
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（６）補給水系による使用済燃料プール注水【自主対策設備】 

   補給水系による使用済燃料プール注水の設備概要を第 54-10-4 図に示

す。 

  水移送系による使用済燃料プールへの注水は，復水移送ポンプを用い，

全交流動力電源が喪失した場合でも，常設代替交流電源設備からの給電に

より，中央制御室から遠隔で弁操作し，復水貯蔵タンクを水源として，復

水移送系配管を経由して使用済燃料プールへ注水する。 

第 54-10-4 図 補給水系による使用済燃料プール注水の概要図 
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（７）代替燃料プール冷却系（可搬型代替注水大型ポンプ）【自主対策設備】 

   代替燃料プール冷却系（可搬型代替注水大型ポンプ）の設備概要を第

54-10-5 図に示す。 

 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール冷却は、緊急用海水ポ

ンプの機能喪失時においても可搬型代替注水大型ポンプにより海水を代替

燃料プール冷却系へ供給することにより使用済燃料プールを冷却する。 

第 54-10-5 図 代替燃料プール冷却系（可搬型代替注水大型ポンプ）の 

概要図 
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54-11 使用済燃料プール監視設備 
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1. 使用済燃料プールの監視設備について 

使用済燃料プールの温度，水位及びプール上部の空間線量率を監視する検

出器の計測結果を指示及び記録する計測装置を設置する。使用済燃料プール

水位・温度（SA 広域），使用済燃料プール温度（SA）及び使用済燃料プール

エリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，重大事故等時に変動する可

能性のある範囲にわたり監視することを目的として設置する。 

また，使用済燃料プール監視カメラは，重大事故等時の使用済燃料プール

の状態を監視するために設置する。 

なお，全交流電源喪失した場合でも，代替電源設備からの給電を可能とし，

中央制御室で監視可能な設計とする。 
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2. 設備概要について 

2.1 使用済燃料プール水位・温度（SA 広域） 

(1) 水位計測について 

  使用済燃料プール水位（SA 広域）は，設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備の機能を有しており，パルス信号を発信し，検出器頂部のコネ

クタ部からの反射波と空気と水面の境界面からの反射波が，演算装置に戻

る時間差を水位信号へ変換する処理を行った後，中央制御室に指示し，記

録する。 (第 54-11-1 図参照) 

第 54-11-1 図 使用済燃料プール水位（SA 広域）の概略構成図 

（注 1）プロセス計算機 

（注 2）データ伝送装置 

（注 3）緊急時対策支援システム伝送装置 

ガイドパルス式

水位検出器

中央制御室 

演算装置 警 報 

記 録(注 1)

指 示 

記 録(注 2)

設計基準対象施設 

重大事故等対処設備 

設計基準対象施設及び 

重大事故等対処設備 

演算装置 

記 録(注 3)



54-11-4 

（設備仕様） 

計測範囲 ： EL.35,077 ㎜ ～ EL.46,577 ㎜ 

個    数 ： 1 個 

設置場所 ： 原子炉建屋原子炉棟 6 階 

使用済燃料プール水位（SA 広域）は第五十四条第 1 項で要求される想

定事故（第 37 条解釈 3-1（a）想定事故 1（冷却機能又は注水機能喪失に

より水温が上昇し，蒸発により水位が低下する事故）及び（b）想定事故

2（サイフォン現象等により使用済燃料プール水の小規模な喪失が発生し

水位が低下する事故））及び第五十四条第 2 項で要求される使用済燃料プ

ールの水位が異常に低下する事故を考慮し，使用済燃料ラック底部近傍

（EL.35,077 ㎜）から使用済燃料プール上端近傍（EL.46,577 ㎜）を計測

範囲とする。（第 54-11-3 図参照） 
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(2) 温度計測について 

使用済燃料プール温度（SA 広域）は，設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備の機能を有しており，測温抵抗体により検出された電気信号を

演算装置にて温度信号へ変換する処理を行った後，中央制御室に指示し，

記録する。（第 54-11-2 図参照） 

第 54-11-2 図 使用済燃料プール温度（SA 広域）の概略構成図 

（設備仕様） 

計測範囲 ： 0 ～ 120℃ 

個    数 ： 2 個 

設置場所 ： 原子炉建屋原子炉棟 6 階 

（注 1）プロセス計算機 

（注 2）データ伝送装置 

（注 3）緊急時対策支援システム伝送装置 

設計基準対象施設 

重大事故等対処設備 

設計基準対象施設及び 

重大事故等対処設備 

測温抵抗体， 

中央制御室 

演算装置 警 報 

記 録(注 1)

指 示 

記 録(注 2)

演算装置 

記 録(注 3)
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なお，第五十四条第 1 項で要求される想定事故は第 37 条解釈 3-1（a）

想定事故 1（冷却機能又は注水機能喪失により水温が上昇し，蒸発により

水位が低下する事故）及び（b）想定事故 2（サイフォン現象等により使

用済燃料プール水の小規模な喪失が発生し水位が低下する事故）であり，

水位が低下した場合の最低水位（有効性評価：燃料プール冷却浄化系配管

が破断した場合の水位（EL.45,576mm））においても温度計測できる設置位

置とする。（第 54-11-4 図参照） 

第 54-11-3 図 使用済燃料プール水位（SA 広域）の概略構成図 

EL.46,577mm

EL.34,689mm

EL.35,077mm

EL.46,500mm

EL.39,377mm

EL.46,195mm（N.W.L）

使用済燃料 

ラック 

EL.45,995mm 

サイフォンブレーク 

配管下端 

EL.45,576mm 

（想定事故 1,2 におけ

る最低水位） 計測範囲



54-11-7 

第 54-11-4 図 使用済燃料プール温度（SA 広域）の概略構成図 

使用済燃料 

ラック 

EL.46,195mm（N.W.L）

EL.36,334mm

EL.43,344mm

EL.46,500mm

：測温抵抗体 

EL.39,377mm

EL.34,689mm

EL.45,576mm 

（想定事故 1,2 におけ

る最低水位） 

EL.45,995mm 

サイフォンブレーク 

配管下端 
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2.2 使用済燃料プール温度（SA） 

使用済燃料プール温度（SA）は，重大事故等対処設備の機能を有してお

り，熱電対により検出された電気信号を演算装置にて温度信号へ変換する

処理を行った後，中央制御室に指示し，記録する。（第 54-11-5 図参照） 

第 54-11-5 図 使用済燃料プール温度（SA）の概略構成図 

（設備仕様） 

計測範囲 ： 0 ～ 120℃ 

個    数 ： 1 個（検出点 8 箇所） 

設置場所 ： 原子炉建屋原子炉棟 6 階 

（注 1）データ伝送装置 

（注 2）緊急時対策支援システム伝送装置 

設計基準対象施設 

重大事故等対処設備 

設計基準対象施設及び 

重大事故等対処設備 

熱電対 

指 示 

中央制御室 

演算装置 

記 録(注 2)

記 録(注 1)



54-11-9 

なお，第五十四条第 1 項で要求される想定事故（第 37 条解釈 3-1（a）

想定事故 1（冷却機能又は注水機能喪失により水温が上昇し，蒸発により

水位が低下する事故）及び（b）想定事故 2（サイフォン現象等により使

用済燃料プール水の小規模な喪失が発生し水位が低下する事故））におけ

る水位が低下した場合の最低水位（有効性評価：燃料プール冷却浄化系配

管が破断した場合の水位（EL.45,576mm）においても温度計測できる設置

位置としている。（第 54-11-6 図参照） 

第 54-11-6 図 使用済燃料プール温度（SA）の計測範囲 

EL.46,195mm（N.W.L） 

EL.45,576mm 

(想定事故 1,2 

における最低 

水位) 

使用済燃料 

ラック 

EL.46,500mm

：熱電対 

EL.39,377mm

EL.34,689mm
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2.3 使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

使用済燃料プールエリア放射線モニタは，重大事故等対処設備の機能を

有しており，使用済燃料プールエリアの空間線量率を，イオンチェンバ式

検出器を用いて電流信号として検出する。検出した電流信号を前置増幅器

にて増幅し，演算装置にて線量当量率信号へ変換する処理を行った後，中

央制御室に指示し，記録する。 

なお，事故時においても，より広範囲の計測を可能とするため高レンジ

と低レンジの放射線モニタを設置する。（第 54-11-7 図参照） 

第 54-11-7 図 使用済燃料プールエリア放射線モニタの概略構成図 

（注 1）データ伝送装置 

（注 2）緊急時対策支援システム伝送装置 

設計基準対象施設 

重大事故等対処設備 

設計基準対象施設及び 

重大事故等対処設備 

イオンチェンバ 

検出器 

中央制御室 

前置増幅器 

記 録(注 2)

記 録(注 1)

指 示 演算装置 

演算装置 



54-11-11 

（設備仕様） 

計測範囲 ：高レンジ  10－２ ～ 10５Sv／h 

      低レンジ 10－３ ～ 10４mSv／h 

個    数 ： 各 1 個  

設置場所 ： 原子炉建屋原子炉棟 6 階 
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使用済燃料プールエリア放射線モニタの計測範囲は、重大事故等時に使

用済燃料プール水位の異常な低下が発生し，使用済燃料が露出した場合に

想定される最大線量率を計測できる範囲（～10５Sv／h）とする。（第 54-

11-8 図参照） 

第 54-11-8 図 水位と放射線線量率の関係 
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2.4 使用済燃料プール監視カメラ 

(1) 使用済燃料プール監視カメラ 

使用済燃料プール監視カメラは，重大事故等対処設備の機能を有してお

り，使用済燃料プール及びその周辺の状態が確認できるよう高所に設置し，

燃料貯蔵設備に係る重大事故等時において，使用済燃料プールの状態を監

視する。また，照明がない場合や蒸気雰囲気下においても使用済燃料プー

ルの状態が監視できるよう赤外線監視カメラとする。 

使用済燃料プール監視カメラの映像信号は，制御ユニットを介し中央制

御室の監視モニタに表示する。（第 54-11-9 図参照） 

なお，使用済燃料プール監視カメラの視野概略図を第 54-11-10 図に示

す。 

第 54-11-9 図 使用済燃料プール監視カメラの概略構成図 

（設備仕様） 

個    数 ： 1 個  

設置場所 ： 原子炉建屋原子炉棟 6 階 

使用済燃料プール監視カメラ監視範囲（第 2.4-2 図「使用済燃料プール

視野概略図」参照） 

制 御 

ユニット 

表 示 

(監視モニタ)

表 示 

(監視モニタ)

中央制御室 

緊急時対策所 

使用済燃料プール 

監視カメラ空冷装置 

赤外線カメラ 

注記 1 

注記 1：緊急時対策所まで無線通信 
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第 54-11-10 図 使用済燃料プール監視カメラの視野概略図 

(2) 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置 

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，重大事故等対処設備の機能

を有しており，コンプレッサー，ドライヤー，エアクーラ―等で構成し，

燃料貯蔵設備に係る重大事故等時に使用済燃料プール監視カメラの耐環境

性向上用の空気を供給する。（第 54-11-11 図参照） 

第 54-11-11 図 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の構成図 

原子炉建屋附属棟(非管理区域) 

原子炉建屋原子炉棟(管理区域) 
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(3) 蒸気雰囲気下での使用済燃料プール監視カメラの監視性確認について 

蒸気雰囲気下（沸騰したヤカンの蒸気に加え，空焚きした鍋に水を注い

だ状態）と蒸気なし状態において，可視カメラと赤外線カメラの映像を比

較した結果，可視カメラにおいては，蒸気雰囲気下では蒸気によるレンズ

の曇りによって，状態把握が困難であるが，赤外線カメラは大きな影響は

見られず，蒸気雰囲気下でも状態監視可能である。 

また，使用済燃料プール監視カメラは耐環境性向上のため使用済燃料プ

ール監視カメラ用空冷装置で冷却を行うが，使用済燃料プール監視カメラ

を設置する原子炉建屋 6 階の温度は 100℃となることから温度差により結

露の発生が考えられる。赤外線カメラのレンズ表面に結露なしの状態と，

レンズ表面に結露を模擬した状態のカメラ映像を比較した結果，結露あり

の場合については，ガラス表面に水滴がつくことにより赤外線の減衰等に

より対象物がぼやけることがあるが，対象物に温度（赤外線放射量）の差

があればさらにはっきりとした映像になると思われる。これより，赤外線

カメラにおいては，カメラのレンズ表面に結露が発生した場合にも状態監

視可能と考えられる。（第 54-11-12 図参照） 
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①可視カメラ 

②赤外線カメラ 

③赤外線カメラのレンズに結露を模擬 

第 54-11-12 図 可視カメラと赤外線カメラの状態監視及び結露発生状態での

状態監視 

蒸気雰囲気状態の映像 

蒸気雰囲気状態の映像 

蒸気なし状態の映像 

蒸気なし状態の映像 

結露なし状態の映像 結露あり状態の映像 



54-11-17 

3. 大量の水の漏えいその他要因により当該使用済燃料プール水位が異常に低

下した場合の監視設備について 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済

燃料プールの水位が異常に低下する事象においては，使用済燃料プールの水

位及び温度，空間線量率による監視を継続し，水位監視を主としながら必要

に応じて，使用済燃料プール監視カメラにより使用済燃料プールの状態を監

視する。 

・使用済燃料プール水位の異常な低下事象時における水位監視については，

使用済燃料プール底部までの水位低下傾向を把握するため，使用済燃料

プール水位（SA 広域）を配備する。 

・使用済燃料プール水位の異常な低下事象時における空間線量率について

は，使用済燃料プール区域の空間線量の上昇や使用済燃料プール水の蒸

散による環境条件の悪化を想定した使用済燃料プールエリア放射線モニ

タにて空間線量率を計測する。 

[水位監視] 

使用済燃料プールの燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する

可能性のある範囲にわたり水位監視を行う。 

[温度監視] 

水位監視を主として，使用済燃料プール温度（SA 広域）にて温度監

視を行う。（温度は沸騰による蒸散状態では，使用済燃料プール水の

温度変化がないことから，必要に応じて監視する。） 

[空間線量率監視] 
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使用済燃料プール区域の空間線量率を把握するため線量率監視を行

う。 

使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合の監視設備については，

第 54-11-13 図に示す。 

第 54-11-13 図 使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合の監視設備概

略図 

①：使用済燃料プール温度（SA） 

②：使用済燃料プール水位（SA 広域） 

③：使用済燃料プール温度（SA 広域） 

④：使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

⑤：使用済燃料プール状態監視カメラ 

EL.46,500 ㎜ 

(通常水位) 

想定事故 1,2 

水位低下 

EL.45,576mm 

使用済燃料ラッ

ク上端 

EL.39,377mm 

EL.46,195 ㎜ 

水
位
低
下

事
象
発
生

①【想定事故 1】 
冷却系及び注水
系の故障 

③異常な 
水位低下 

②【想定事故 2】 
系統配管等 
の破断 

 ：測定範囲 A(水位，温度監視共に重要な範囲) 

 ：測定範囲 B(水位監視が重要な範囲) 

EL.34,689 ㎜ 

EL.35,077 ㎜ 

EL.36,334 ㎜ 

EL.38,377 ㎜ 
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4. 使用済燃料プール監視設備の重大事故等対処設備の設計基準対象施設への

影響防止対策 

(1) 使用済燃料プール水位 

 設計基準対象施設（使用済燃料プール水位）と重大事故等対処設備（使

用済燃料プール水位（SA 広域）は，通常時の系統構成を変えることなく

重大事故等対処設備としての系統構成ができる設計とし，設計基準対象施

設に悪影響を与えない設計とする。また，電源についても遮断器，ヒュー

ズによって電気的な分離する設計とする。 

 重大事故等対処設備については，現場検出器から中央制御室まで，電線

管による独立したケーブルを布設する設計とする。 

(2) 使用済燃料プール温度 

 設計基準対象施設（燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度及び使用済燃

料プール温度）と重大事故等対処設備（使用済燃料プール温度（SA 広域，

SA）は，通常時の系統構成を変えることなく重大事故等対処設備としての

系統構成ができる設計とし，設計基準対象施設に悪影響を与えない設計と

する。また，電源についても遮断器，ヒューズによって電気的な分離する

設計とする。 

 重大事故等対処設備については，現場検出器から中央制御室まで，電線

管による独立したケーブルを布設する設計とする。 

(3) 使用済燃料プール上部の空間線量率 

 設計基準対象施設（燃料取替フロア燃料プールエリア放射線モニタ，原

子炉建屋換気系燃料取扱床排気ダクト放射線モニタ，原子炉建屋換気系排
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気ダクト放射線モニタ）と重大事故等対処設備（使用済燃料プールエリア

放射線モニタ（高レンジ，低レンジ））は，通常時の系統構成を変えるこ

となく重大事故等対処設備としての系統構成ができる設計とし，設計基準

対象施設に悪影響を与えない設計とする。また，電源についても遮断器，

ヒューズによって電気的な分離する設計とする。 

 重大事故等対処設備については，現場検出器から中央制御室まで，電線

管による独立したケーブルを布設する設計とし，設計基準対象施設に悪影

響を与えない設計とする。 

これら重大事故等対処設備は，原子炉建屋原子炉棟 6 階に設置し，重大事

故等対処設備の周辺には火災の発生源となる物は除去し，ケーブルは電線管

により布設する設計とすることで，火災による共通要因で設計基準対象施設

と同時に機能喪失しないよう考慮した設計とする。 

 また，当該エリアは火災の感知区域となっており感知された場合には初期

消火が実施される。 

 重大事故等対処設備（検出器）からの信号は，微弱な電流であり重大事故

等対処設備が火災源になることは考えられず，かつ，信号ケーブルは電線管

によって独立して布設する設計とすることで，設計基準対象施設に悪影響を

与えない設計とする。 

 電源についてもそれぞれ異なる箇所から供給し，設計基準対象施設に対し

て多様性を考慮した設計とする。 

 重大事故等対処設備は，共通要因（火災，地震，溢水）により設計基準対

象施設の安全機能と同時に機能が損なわれることがない設計とする。（第

54-11-14 図参照。） 
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第 54-11-14 図 使用済燃料プール監視設備の配置図 
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参考資料 1 

使用済燃料プール水位・温度（SA 広域）について 

1. 使用済燃料プール水位・温度（SA 広域）の計測性能 

(1) 水位計の検出原理 

  使用済燃料プール水位（ガイドパルス式）は，演算装置から高速電圧パ

ルスを発生させ，検出器頂部のコネクタ部からの反射波とインピーダンス

の違いによる空気と水面の境界からの反射波が，演算装置に戻る時間差を

水位に換算して測定する水位計である。 

 検出器は伝達回路となる導体のステンレスの芯棒が，同様に伝達回路と

なる導体のステンレス鋼管に収められており，検出器端部から検出器ボー

ルジョイント部下付近までの連続水位測定が可能である。 

第 1 図 ガイドパルス式水位計による水位検出原理 

演算装置 

発生パルス 

反射パルス 

演算装置から発生したパルスが

水面で反射し戻るまでの時間を

計測し，水位に換算 

水面 

気中：130Ω程度

水中：15Ω程度 

ボールジョイント部 



54-11-23 

(2) 温度計及び水位計としての機能維持について 

 使用済燃料プール水位・温度（SA 広域）は，電圧パルスによる水位測

定に加え，測温抵抗体による温度計測により水温を測定する二つの機能を

持つ。 

 温度計に関しては，液相にある 2 箇所の温度を測定することで多重性を

持つ設計とする。また，温度計は測温抵抗体であることから連続して測定

が可能である。 

 水位計に関しては，空気と水面のインピーダンス（抵抗）の差による電

圧パルスの反射により水位を監視することができる。 

   異なった検出原理（検出器）により，同時に水位及び温度計測が可能な

設計とする。 
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参考資料 2 

使用済燃料プール監視設備の耐環境性 

1. 重大事故等時における使用済燃料プール監視計器の耐環境性について 

使用済燃料プールで重大事故等が発生した場合に，計器周辺の環境が高温，

高湿度となる可能性を考慮し，使用済燃料プール水位・温度（SA 広域），使

用済燃料プール温度（SA），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ），使用済燃料プール監視カメラの機能健全性を評価する。 

第１-１表 使用済燃料プール事故時環境下での監視計器の健全性について 

監視計器 
環境条件※１

【想定変動範囲】 
評価 補  足 

総合 

評価 

水
位
・
温
度

使用済燃料プール水

位・温度（SA 広域） 

温度 120℃ ～105℃ ○ － ○ 

湿度 
水 

飽和蒸気 
～100RH％ ○ 飽和蒸気下で健全性確認済。 ○ 

放射線 1.4MGy ～1.7kGy ○ － ○ 

使用済燃料プール 

温度（SA） 

温度 100℃ ～105℃ ○ － ○ 

湿度 100%RH ～100RH％ ○ － ○ 

放射線 － ～1.7kGy ○ 
検出部の構成材料が無機物で構成

されているため問題ない。 
○ 

空
間
線
量

使用済燃料プールエリ

ア放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ） 

温度 100℃ ～105℃ ○ － ○ 

湿度 蒸気環境 ～100RH％ ○ 蒸気環境下で健全性確認済。 ○ 

放射線 770kGy ～1.7kGy ○ 
－ 

○ 

状
態
監
視

使用済燃料プール監視

カメラ 

温度 ≦50℃ ～105℃ △ 

耐環境試験にて  ℃で機能維持

確認済。雰囲気温度 100℃環境で

の使用も想定し，空気による冷却

等により，耐環境性向上を図る。 

○ 

湿度 

防水

（IP65：噴

流水に対す

る防護） 

～100RH％ ○ 防水仕様であり問題ない。 ○ 

放射線 ～1.7kGy △ 

ある値以上水位が低下し，空間線

量率が上昇した場合は仕様を超え

るため，その後は使用済燃料プー

ル水位（SA 広域）を主体とし，

線量率も含め状態の監視を行う。 

○ 

※1：現時点で想定している変動範囲であり，今後見直す予定あり
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第 1-1 表より計器の監視機能は維持されており，機能の健全性に問題はな

い。なお，使用済燃料プール監視カメラは，カメラの仕様を超えた環境条件

となっているが，使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を設置し，耐環境

性の向上を図る。また，計器の仕様を超えた場合は，他の使用済燃料プール

水位（SA 広域）を主体とし，他の監視設備にて総合的に監視できる。 
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54-12 使用済燃料プールサイフォンブレーカの健全性について 
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東海第二発電所 使用済燃料プールサイフォンブレーカの健全性について 

（１）サイフォンブレーカの機能及び耐震性について 

使用済燃料プール入口配管に設置されているサイフォンブレーカについ

ては，弁等の機器は設置されていない口径１／２インチの配管であり，既

設の真空破壊弁が設置してある配管から枝分かれした形状であり，水面下

約 200 ㎜に水没させる。使用済燃料プール入口配管破断時においては，

EL.45.995m に設置するサイフォンブレーカより空気を吸入することによ

り，サイフォンブレークさせ使用済燃料プール水位の低下を防止するもの

である。 

   使用済燃料プール入口配管及びその配管に接続されている既設サイフォ

ンブレーカに新設の配管サイフォンブレーカを接続し，耐震 S クラスで設

計する。 

（２）人的要因による機能阻害について 

   サイフォンブレーカは操作や作動機構を有さない単管のみであることか

ら，誤操作や故障により機能を喪失することはない。そのため，使用済燃

料プール入口配管のサイフォン現象による漏えいが発生した場合でも，操

作や作業を実施することなく，サイフォンブレーカ開口部レベルまで使用

済燃料プール水位が低下すればサイフォン効果を除去することが可能であ

る。 

（３）異物による閉塞について 

   使用済燃料プールは燃料プール冷却浄化系の「ろ過脱塩装置」により，

下記の不純物を除去し水質基準を満足する設計となっており，不純物によ
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るサイフォンブレーカの閉塞を防止することが可能である。 

    ・プール水面上の空気中からの混入物 

    ・プールに貯蔵される燃料及び機器表面に付着した不純物 

    ・燃料交換時に炉心から出る腐食生成物と核分裂生成物 

    ・燃料交換作業，その他の作業の際の混入物 

    ・プール洗浄後の残留化学洗浄液またはフラッシング水 

ａ．ろ過脱塩装置による異物除去について 

  ろ過脱塩装置は，カチオン樹脂とアニオン樹脂及びイオン交換樹脂に

より使用済燃料プール水を浄化する設備である。 

  ろ過脱塩装置の出口側には樹脂の流出を防止するために出口ストレー

ナが設置されている。出口ストレーナのエレメントは 24×110 メッシュ

（縦約 1.016 ㎜×横約 0.23 ㎜）であり，サイフォンブレーカ（内径φ

16.1mm）を閉塞させるような不純物の除去が可能である。 

  ｂ．使用済燃料プールの巡視について 

    使用済燃料プールは，当直員により，１回／１日の巡視をすることと

なっており，サイフォンブレーカを閉塞させる可能性がある浮遊物等が

ないことを確認することができる。このような巡視で浮遊物等を発見す

ることにより，除去作業が速やかに行えるため，異物による閉塞を防止

することが可能である。 

（４）落下物干渉による変形について 

   静的サイフォンブレーカの落下物干渉を考慮する必要がある周辺設備と

して，原子炉建屋原子炉棟鉄骨梁，原子炉建屋クレーン，燃料取替機等の

重量物があるが，これらは基準地震動 Ss に対する耐震評価にて使用済燃
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料プール内に落下しないことを確認しているため，静的サイフォンブレー

カの落下物干渉による変形は考えられない。   

その他手摺等の軽量物については，ボルト固定，固縛による運用として

いる。 

よって，落下物として静的サイフォンブレーカに干渉すると考えられる

設備は軽量物であるが，仮に落下して静的サイフォンブレーカに変形が生

じたとしても，本配管は剛性の高いステンレス鋼であることから，配管が

完全閉塞に至る変形は考えにくいことから，サイフォン効果の除去機能は

確保される。 

４．サイフォンブレーカの健全性確認方法について 

   サイフォンブレーカについては，定期的なパトロール（１回／１週）を

実施し，目視により水面の揺らぎ確認で通水状態を確認する。 

EL.34689
EL.34838

EL.46049

1
1
21
1

EL.46195

使用済燃料プール

燃料プール冷却浄化系

熱交換器

A：EL.31000

B：EL.29900

EL.30112

EL.29500

EL.38800

ｽｷﾏｻｰｼﾞ
ﾀﾝｸ

EL.46500
EL.46300

流れ

ろ過脱塩

装置
静的サイフォンブレーカ
配管材質：SUS304TP
口径１／２インチ
（外径φ21.7mm、厚さ2.8mm）

（
2
0
0
）

（EL.46195）

（EL.45995）

燃料プール冷却浄化系ポンプ

第 54-12-１図 サイフォンブレーカ設置概要図 
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54-13 使用済燃料プール水沸騰・喪失時の未臨界性評価 
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東海第二発電所 使用済燃料プール水沸騰・喪失時の未臨界性評価 

東海第二発電所の使用済燃料プールでは，ボロン添加ステンレス鋼製ラッ

クセルに燃料を貯蔵する。使用済燃料プールには，通常は限られた体数の新

燃料と照射済燃料を貯蔵するが，臨界設計では，新燃料及びいかなる燃焼度

の照射済燃料を貯蔵しても十分安全側の評価を得るように，炉心装荷時の無

限増倍率が 1.30 となる燃料を用いて評価している。また，使用済燃料プー

ル水温，ラック製造公差，ボロン添加率，ラックセル内燃料配置それぞれに

ついて最も結果が厳しくなる状態で評価している。未臨界性評価の基本計算

条件を第 54-13-1 表に，計算体系を第 54-13-1 図に示す。 

仮に使用済燃料プール水が沸騰又は喪失状態となり，使用済燃料プールの

スプレイ設備が作動する状態となった場合には，使用済燃料プールの水密度

が減少することにより，ラックセル内で中性子を減速する効果が減少し，実

効増倍率を低下させる効果が生じる。一方，ラックセル間では水及びラック

セルによる中性子を吸収する効果が減少するため，隣接ラックへの中性子の

流れ込みが強くなり，実効増倍率を増加させる効果が生じる。 

低水密度状態を想定した場合の使用済燃料プールの実効増倍率は上記の 2

つの効果のバランスにより決定されるため，ラックの材質・ピッチの組合せ

によっては通常の冠水状態と比較して未臨界性評価結果が厳しくなる可能性

がある。 

そこで，東海第二発電所の使用済燃料プールにおいて水密度を一様に 1.0

～0.0g／cm３と変化させて実効増倍率を計算したところ，中性子の強吸収体

であるラックセル中のボロンの効果により，実効増倍率を増加させる効果が

ある隣接ラックへの中性子の流れ込みが抑制されることから，第 54-13-2 図

に示すとおり，水密度の減少に伴い実効増倍率は単調に減少する結果が得ら
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れた。このため，水密度が減少する事象が生じた場合でも未臨界は維持され

ることとなる。 

なお，解析には，米国オークリッジ国立研究所（ＯＲＮＬ）が米国原子力

規制委員会（ＮＲＣ）の原子力関連許認可評価用として作成したモンテカル

ロ法に基づく３次元多群輸送計算コードであり，米国内及び日本国内の臨界

安全評価に広く使用されているＳＣＡＬＥシステムを用いた。 
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第 54-13-1 表 未臨界性評価の基本計算条件 

   項目 仕様 

燃料仕様  

燃料種類  ９×９燃料（Ａ型）  

U235濃縮度  wt％ ※１

ペレット密度  理論密度の 97％ 

ペレット直径  0.96 ㎝  

被覆管外径  1.12 ㎝  

被覆管厚さ  0.71 ㎜  

燃料有効長  3.71 m  

使用済燃料ラック  

ラックタイプ  キャン型  

ラックピッチ  ㎜  

材料  ボロン添加ステンレス鋼 

ボロン濃度  wt％ ※２

板厚  ㎜  

内のり  ㎜  

※１：未臨界性評価用燃料集合体（k∞＝1.3 未燃焼組成，Gd なし） 

※２：ボロン濃度の解析使用値は，製造公差下限値とする。
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第 54-13-1 図 角管型ラックの計算体系 

第 54-13-2 図 実効増倍率の水密度依存性 
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54-14 その他 
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【ポンプサポート系（冷却水）の記載方針について】 

 常設代替注水系ポンプ、可搬型代替注水大型ポンプのサポート系（冷却水）

については，設置許可基準規則第 43 条第 2 項第 3 号（常設），第 3 項第 7

号（可搬型）への対応の基本方針「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等について」の考え方に従い類型化しており，本体資料の設置許可基準規

則第 43 条への適合性説明において，それぞれ次の通り説明していることか

ら，考え方を整理する。 

 常設低圧代替注水系ポンプ 不要（自然冷却）  

 可搬型代替注水大型ポンプ   自己冷却 

 常設低圧代替注水系ポンプは，通常の横置き遠心式ポンプで，冷却水とし

て外部サポートは不要とする設計である。また，ポンプケーシングと軸受は

分離されており，ケーシング内の流水による冷却や，冷却水として吐出水の

一部を取り出す等の設計ではないことから，冷却水としては不要と整理する。

また，常設低圧代替注水系ポンプは，常設低圧代替注水系格納槽内に設置さ

れており，当該格納槽内の環境条件で運転することから、自然冷却を付記す

る。 

 可搬型代替注水大型ポンプは，冷却水として他の冷却水系等から外部サポ

ートを受けないが，取水ポンプで汲み上げた海水の一部をブースターポンプ

の冷却水として使用する。このように，冷却水により強制冷却を行うが，自

己完結型の冷却方式の場合は，自己冷却と整理する。 
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（可搬） 

第55条:工場等外への放射性物質の拡

散を抑制するための設備 

可搬型代替注水大型ポンプ，放水砲，泡消火薬剤容器 

汚濁防止膜，放射性物質吸着材 
類型化区分

第
43
条 

第
1
項 

第
1
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力

／屋外の天候／放射線
屋外 Ｄ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 海水を通水又は海で使用 Ⅰ 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない) ― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外 

関連資料 55-2 配置図，55-6 接続図 

第
2
号

操作性 現場操作 Ｂ 

関連資料 55-3 系統図，55-6 接続図 

第
3
号 

試験・検査(検査性，系統

構成・外部入力) 

可搬型代替注水大型ポンプ ポンプ，ファン，圧縮機 Ａ 

放水砲，泡消火薬剤，汚濁防止

膜，放射性物質吸着材 
その他 Ｍ 

関連資料 55-4 試験・検査説明資料 

第
4
号

切り替え性 （本来の用途として使用） 対象外 

関連資料 55-3 系統図 

第
5
号 

悪
影
響
防
止

系統設計 他設備から独立 Ａｃ 

その他(飛散物) ― 対象外 

関連資料 55-3 系統図 

第
6
号

設置場所 現場操作 Ａａ 

関連資料 55-2 配置図，55-6 接続図 

第
3
項 

第
1
号 

可搬SAの容量 その他設備 Ｃ 

関連資料 55-5 容量設定根拠 

第
2
号

可搬SAの接続性 常設設備と接続しない 対象外 

関連資料 55-2 配置図，55-6 接続図 

第
3
号 

異なる複数の接続箇所の

確保 
常設設備と接続しない 対象外 

関連資料 55-2 配置図，55-6 接続図 

第
4
号

設置場所 （放射線量の高くなるおそれの少ない場所を選定） ― 

関連資料 55-2 配置図，55-6 接続図 

第
5
号

保管場所 屋外（共通要因の考慮対象設備なし） Ｂｂ 

関連資料 55-2 配置図 

第
6
号

アクセスルート 屋外アクセスルートの確保 Ｂ 

関連資料 55-7 アクセスルート図 

第
7
号 

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

同一機能の設備なし 対象外 

サポート系要因 サポート系なし 対象外 

関連資料 本文 
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55-2 配置図 
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55-3 系統図 
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第 55-3-1 図 大気への拡散抑制 概略系統図 

 

  







55-3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 55-3-4 図 航空機燃料火災への泡消火 概略系統 

 

  

泡消火薬剤容器 
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55-4 試験及び検査 
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第 4-2 図 放射性物質吸着材 外観図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 55-4-3 図 放射性物質吸着材収納容器 外観図 
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梱包状態例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展張状態例 

第 55-4-5 図 汚濁防止膜外観写真
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55-5 容量設定根拠 
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名          称 可搬型代替注水大型ポンプ 

流     量 m３／h／台 1,338 以上（注１）（約 1,440（注２）） 

吐  出  圧  力 MPa[gage] 1.24 以上（注１）（約 1.20（注２）） 

最 高 使 用 圧 力 MPa[gage] 1.4 

最 高 使 用 温 度 ℃ 60 

原 動 機 出 力 kW／台 847 

機器仕様に関する注記 
注1：要求値を示す 

注 2：公称値を示す 

【設 定 根 拠】 

 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内の燃

料体等著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を抑

制すること，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対

応するため，可搬型代替注水大型ポンプは以下の機能を有する。 

 

 大気への拡散抑制として使用する可搬型代替注水大型ポンプは，炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内燃料体等の著し

い損傷に至った場合において，工場等外への放射性物質の拡散を抑制するた

めに設置する。 

 その際，可搬型代替注水大型ポンプは，海水を水源として，可搬型代替注

水大型ポンプに敷設されている取水ポンプにより取水口より取水し，可搬型

ホースにより放水砲と接続でき，送水ポンプで送水することで，原子炉建屋

屋上へ放水できる設計とする。可搬型代替注水大型ポンプ及び放水砲は，設

置場所を任意に設定でき，複数の方向から原子炉建屋屋上へ向けて放水でき

る設計とする。 

 

 航空機燃料火災への泡消火として使用する可搬型代替注水大型ポンプは，

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災を消火するために

設置する。 

 その際，可搬型代替注水大型ポンプは，海水を水源として，可搬型代替注

水大型ポンプに敷設されている取水ポンプにより取水箇所（海水）より取水

し，可搬型ホースにより放水砲と接続でき，送水ポンプで送水することで，

泡原液を可搬型代替注水大型ポンプに投入し混合しながら原子炉建屋屋上又

は周辺に放水できる設計とする。 

 

 なお，保有台数は，可搬型代替注水大型ポンプ 1 セット１台，保守点検用

又は故障時のバックアップ用として予備１台の合計２台を保管する。 
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考慮すると，防潮堤内側のＳＡ用海水ピットから取水することを第一優先と

して考える。 

ホース敷設の圧力損失の評価は，ホース敷設ルートが保守的になる海水取

水ピットから取水し，敷地南側を経由して，原子炉建屋南側からの放水を想

定した場合の圧力損失を以下に示す。 

放水砲必要圧力    約 1.00 MPa[gage] 

ホース圧損      約 0.15 MPa[gage] 

敷地高さの影響    約 0.03 MPa[gage] 

機器類圧損      約 0.06 MPa[gage] 

合 計         約 1.24 MPa[gage] 

 

 

 

2. 最高使用圧力(1.4MPa[gage]) 

可搬型代替注水大型ポンプは，供給ラインを考慮しポンプ吐出圧力を制限

していることから，その制限値である1.4MPa[gage]を最高使用圧力とする。 

 

3. 最高使用温度(60℃) 

放水砲を重大事故時等において使用する場合の最高使用温度は60℃とす

る。 

 

4. 原動機出力 847kW 

可搬型代替注水大型ポンプの原動機については，メーカー設計値である

847kW とする。 
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名            称 放水砲 

最 高 使 用 圧 力 MPa[gage] 1.0 

最 高 使 用 温 度 ℃ 80 

【設 定 根 拠】 

 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内の燃料

体等著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を抑制す

ること，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応する

ため放水砲は，以下の機能を有する。 

 

 放水砲は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体

等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制す

るために設置する。 

 

 系統構成は，大気への拡散抑制として，放水砲は，可搬型ホースにより海水

を水源とする可搬型代替注水大型ポンプと接続することにより，原子炉建屋屋

上へ放水できる設計とする。可搬型代替注水大型ポンプ及び放水砲は，設置場

所を任意に設定でき，複数の方向から原子炉建屋屋上へ向けて放水できる設計

とする。 

 航空機燃料火災への泡消火として，放水砲は，可搬型ホースにより海水を水

源とする可搬型代替注水大型ポンプに接続し，泡消火薬剤と混合しながら，原

子炉建屋周辺へ放水できる設計とする。 

 

１．最高使用圧力（1.0MPa[gage]） 

  放水砲を重大事故時において使用する場合の最高使用圧力は，メーカー設

計値の 1.0MPa[gage]とする。 

 

２．最高使用温度（80℃） 

  放水砲を重大事故時等において使用する場合の最高使用温度は,メーカー

設計値の 80℃とする。 
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参考資料 

放射性物質吸着材の容量及び吸着率について 

 

 放射性物質吸着材は，敷地内から海洋への伝搬経路である，排水路に設置す

ることで，大気への放射性物質の拡散を抑制するため放水砲による放水を実施

した場合において，放水によって取り込まれた放射性物質の海洋への拡散を抑

制できる設計とする。 

 

1. 雨水排水路集水桝用放射性物質吸着材容量 

東海第二発電所の雨水排水路集水桝に各1箇所に設置する。 

放射性物質吸着材の容量は，雨水排水路集水桝に設置可能な量でかつ，放水

によって生じた汚染水が排水可能な形状又は設置方法により空隙を確保した設

計とする。 

 

①設置箇所の寸法 

東海発電所及び東海第二発電所 

雨水排水路集水桝寸法（m） 

縦：2.5，横：2.5，高さ：約5 

※ 詳細設計中であり変更の可能性がある。 

 

②放射性物質吸着材の容量 

放射性物質吸着材は，セシウムを吸着するゼオライトを水が流れることによ

りセシウムを吸着する。放射性物質吸着材は，ゼオライトを収納容器を用いて

パッケージ化して用いる。放射性物質吸着材は，上記雨水排水路集水桝に設置

可能であり，その寸法から，放射性物質吸着材の容量を以下の通りとする。 

※ 詳細設計中であり変更の可能性がある。 

  

放射性物質吸着材容量(kg) ユニット体積約3.6m３×吸着材密度約900kg／m３ 

＝約3,200kg／1 箇所 
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2. 放射性物質吸着材の吸着率（参考値） 

吸着率（放射性物質吸着材1g に対して，吸着されるCs 量（破過値））は，

設計値※として0.24gと設定している。 

※ 化学交換量ゼオライト 100g 当たり約 180meq（ミリ当量）である。 

 従って，天然セシウム原子量 133 では約 240g／kg ゼオライトである。なお，

放射性 Cs-134 や Cs-137 は天然セシウムとわずかに質量が異なるが，天然セ

シウムで評価値を放射性セシウムに適用して問題はない。 

 計算方式 

   180meq／100g を 1g に換算すると 1.8meq 

   天然セシウム原子量 133 

   180meq × 133 ＝ 240 ㎎ ＝ 0.24g／ゼオライト 1g 
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名        称 汚濁防止膜 

幅 m（1 段目／2 段目） 東海第二発電所放水口：約 20／約 40

高 さ m 約 5 

【設 定 根 拠】 

 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内の燃

料体等著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を抑

制するため汚濁防止膜は，以下の機能を有する。 

 汚濁防止膜は，敷地内から海洋への伝搬経路である，東海第二発電所放水

口に設置することで，大気への放射性物質の拡散を抑制するため放水砲によ

る放水を実施した場合において，放水によって取り込まれた放射性物質の海

洋への拡散を抑制できる設計とする。 

 また，汚濁防止膜の設置は，放射性物質拡散抑制機能の信頼性向上のた

め，2 重に設置することとし，破れ等の破損時のバックアップとして予備 2 本

を確保する。 

 

１．幅 

 東海第二発電所放水口付近を囲うために必要な汚濁防止膜幅は，約 12m で

ある。そのため，重大事故時等に取水口付近に設置する汚濁防止膜の幅は，1

重目は 1 本当たりの幅が約 20m の汚濁防止膜を１本使用し約 20m とし，2 重目

は同汚濁防止膜を 2 本使用し約 40m の合計約 60m とする。 

 

２．高さ 

重大事故時等に東海第二放水口に設置する汚濁防止膜の高さは，放水深さ

を考慮し，放水口底部（EL.-2.49m）まで届く高さである約 5m とする。 
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名            称 泡消火薬剤容器 

容 量 m３ 約 1 

基 数 基 5 

泡 消 火 薬 剤 量 m３ 5 

【設 定 根 拠】 

 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応するため

の泡消火薬剤の保有量については以下のとおりとする。 

 

 泡原液の容量は，空港に配備されるべき防災レベル等について記載されて

いる，国際民間航空機関（ICAO）発行の空港業務マニュアル（第 1 部）（以

下，「空港業務マニュアル」という。）を基に設定する。 

 

 設定にあたっては，空港業務マニュアルで離発着機の大きさにより空港カ

テゴリーが定められており，最大であるカテゴリー10 を適用する。また，保

有している泡消火薬剤は，1％水成膜泡消火薬剤であり，空港業務マニュアル

では性能レベル B に該当する。 

 

 空港カテゴリー10 かつ性能レベル B の泡消火薬剤に要求される混合水溶液

の放射量は 672m３／h であり，発泡に必要な水の量は 32.3m３／min である。 

 

 必要な泡消火薬剤原液は,32.3m３×1％＝323L に対して，空港業務マニュア

ルでは 2 倍の量 323L×2=646L を保有することが規定されている。 

 

 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災においては，燃

料の漏えいが拡大する可能性があることから，泡消火薬剤の保有量は空港業

務マニュアルで定められた規定量に余裕を考慮し，672m３／h を上回る 1,500m
３／h で 20 分放射できる量である 5,000L，予備として 5,000L を保有すること

とする。 

 

なお，泡消火薬剤容器の保有数は，約 1m３容器を 5 基，予備として約 1m３容

器を 5 基の計 10 基保有する。 

 

 

 

 

 

 



55-6-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

55-6 接続図 

 

 

 

 

  





55-6-3 

汚染水の流出経路及び対策概要 

１．発生する汚染水とその流出経路 

   発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため，原子炉建屋への放水に 

より発生した汚染水は，屋上から建屋雨水路を経由して，構内の雨水排水 

路に導かれ，雨水排水路集水枡を経由し，放水口に至る。 

 

２．放射性物質の拡散抑制対策 

  放射性物質が発電所外へ拡散することを抑制するため，以下の対策を実施 

する。海洋への拡散抑制対策の概要を第 6-2 図，第 6-3 図に示す。 

 

 （１）雨水排水路集水枡へ放射性物質吸着材の設置 

（１）のとおり，放射性物質の海洋への拡散抑制のため，放水口に汚濁

防止膜を設置することとしているが，汚濁防止膜の設置が困難な場合に

おいては，原子炉建屋への放水により汚染した水は，原子炉建屋雨水路

を経由して，原子炉建屋近傍の構内の雨水排水路に導かれることになる

ため，下流の雨水排水路集水枡１箇所に放射性物質吸着材を設置し，放

射性物質の拡散を抑制する。 

 

（２）放水口への汚濁防止膜の設置 

   １．のとおり，放水により発生した汚染水は，雨水排水路に導かれ集

水枡を経由しいて，放水口に導かれる。よって，放射性物質の海洋への

拡散抑制のため，放水口に汚濁防止膜を設置する。 
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55-7 保管場所 
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55-8 アクセスルート図 
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55-9 その他設備 

 

 

 

 

 

 

 

  



55-9-2 

1．その他設備 

1.1 航空機燃焼火災に対する延焼防止処置 

 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した場合に，

初期対応における泡消火及び延焼防止を実施する。なお，本設備は事業者の自

主的な取り組みで設置するものである。 

 本系統は，使用可能な淡水源がある場合は，消火栓（原水タンク），防火水

槽又は淡水貯水池を水源とし，使用可能な淡水源がない場合は，海水を使用す

る。 

 航空機燃料火災状況を確認し，安全距離を確保した場所に化学消防自動車及

び水槽付消防ポンプ自動車を配置し，取水箇所から吸水する。続いて化学消防

自動車及び水槽付消防ポンプ自動車を起動し，泡消火による初期対応（延焼防

止）を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 55-9-1 図 化学消防自動車による初期消火 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56-1 SA設備基準適合性一覧表
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第56条:重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備 
代替淡水貯槽 類型化区分

第
43
条 

第
1
項 

第
1
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力

／屋外の天候／放射線
その他の建屋内 Ｃ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがな

い) 
― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） ― 

関連資料 [配置図]56-2-1,3 

第
2
号

操作性 
現場操作 

（弁操作） 
Ｂｆ 

関連資料 [配置図]56-2-4 

第
3
号 

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入

力) 

容器(タンク類) 

(開放点検が可能) 
Ｃ 

関連資料 [試験及び検査説明]56-4-1～4 

第
4
号

切り替え性 本来の用途として使用―切替不要 Ｂｂ 

関連資料 [系統図]56-3-3,4 

第
5
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 DB施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) (考慮対象なし) 対象外 

関連資料 ― 

第
6
号 

設置場所 現場操作 Ａ 

関連資料 
[配置図]56-2-4 

[系統図]56-3-3,4 

第
2
項 

第
1
号 

常設SAの容量 DB施設の系統及び機器の容量が十分 Ｂ 

関連資料 [容量設定根拠]56-5-1,2 

第
2
号 

共用の禁止 (共用しない設備) 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

(共通要因の考慮対象設備なし) 対象外 

サポート系故障 (サポート系なし) 対象外 

関連資料 [配置図]56-2-1,3 
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第56条:重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備 
サプレッション・プール 類型化区分

第
43
条 

第
1
項 

第
1
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力

／屋外の天候／放射線
格納容器内 Ａ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがな

い) 
― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） ― 

関連資料 [配置図]56-2-1,2 

第
2
号

操作性 (操作不要) 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号 

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入

力) 

容器(タンク類) 

(目視点検が可能) 
Ｃ 

関連資料 [試験及び検査説明]56-4-5,6 

第
4
号

切り替え性 本来の用途として使用―切替不要 Ｂｂ 

関連資料 [系統図]56-3-5,6 

第
5
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 DB施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) (考慮対象なし) 対象外 

関連資料 ― 

第
6
号 

設置場所 (操作不要) 対象外 

関連資料 ― 

第
2
項 

第
1
号 

常設SAの容量 DB施設の系統及び機器の容量が十分 Ｂ 

関連資料 [容量設定根拠]56-5-6～0 

第
2
号 

共用の禁止 (共用しない設備) 対象外 

関連資料 ― 

第
3
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

(共通要因の考慮対象設備なし) 対象外 

サポート系故障 (サポート系なし) 対象外 

関連資料 ― 
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（可搬型） 

第56条:重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備 
可搬型代替注水大型ポンプ 類型化区分

第
43
条 

第
1
項 

第
1
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力

／屋外の天候／放射線
屋外 Ｄ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれが

ない) 
― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外 

関連資料 [保管場所図]56-7-1,2 

第
2
号

操作性 
設備の運搬・設置 

操作スイッチ操作 

Ｂｃ 

Ｂｄ 

関連資料 [接続図]56-6-3 

第
3
号 

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入

力) 

ポンプ，ファン，圧縮機 Ａ 

関連資料 [試験及び検査]56-4-7,8 

第
4
号

切り替え性 (本来の用途として使用) 対象外 

関連資料 ― 

第
5
号 

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) (考慮対象なし) 対象外 

関連資料 ― 

第
6
号

設置場所 現場操作 Ａ 

関連資料 [接続図]56-6-3 

第
3
項 

第
1

号 
可搬SAの容量 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備 Ａ 

関連資料 [容量設定根拠]56-5-3,4 

第
2
号

可搬SAの接続性 より簡単な接続 Ｃ 

関連資料 [接続図]56-6-3 

第
3
号 

異なる複数の接続箇所の確

保 
複数の機能で同時に使用 Ａａ 

関連資料 [接続図]56-6-3 

第
4
号

設置場所 (放射線量の高くなるおそれの少ない場所を選定) ― 

関連資料 [接続図]56-6-3 

第
5
号

保管場所 屋外(共通要因の考慮対象設備あり) Ｂａ 

関連資料 [保管揚所図]56-7-1,2 

第
6
号

アクセスルート 屋外アクセスルートの確保 Ｂ 

関連資料 [アクセスルート図]56-8-1,2 

第
7
号 

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

防止設備－対象(代替対象DB設備有り)－屋内 Ａａ 

サポート系要因 対象(サポート系有り)－異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 [保管場所図]56-7-1,2 
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東海第二発電所 SA 設備基準適合性 一覧表（可搬型） 

第56条:重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備 
ホース[流路] 類型化区分

第
43
条 

第
1
項 

第
1
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力

／屋外の天候／放射線
屋外 Ｄ 

荷重 (有効に機能を発揮する) ― 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれが

ない) 
― 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外 

関連資料 [保管場所図]56-7-1,2 

第
2
号

操作性 
(設備の運搬・設置) 

(接続作業) 

Ｂｃ 

Ｂｇ 

関連資料 [接続図]56-6-2 

第
3
号 

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入

力) 

流路 Ｆ 

関連資料 [試験及び検査]56-4-9 

第
4
号

切り替え性 (本来の用途として使用) 対象外 

関連資料 ― 

第
5
号 

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) (考慮対象なし) 対象外 

関連資料 ― 

第
6
号

設置場所 現場操作 現揚操作

関連資料 [接続図]56-6-2 

第
3
項 

第
1
号 

可搬SAの容量 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備 Ａ 

関連資料 ― 

第
2
号

可搬SAの接続性 より簡単な接続 Ｃ 

関連資料 [接続図]56-6-2 

第
3
号 

異なる複数の接続箇所の確

保 
複数の機能で同時に使用 Ａａ 

関連資料 [接続図]56-6-2 

第
4
号

設置場所 (放射線量の高くなるおそれの少ない場所を選定) ― 

関連資料 [接続図]56-6-2 

第
5
号

保管場所 屋外(共通要因の考慮対象設備あり) Ｂａ 

関連資料 [保管揚所図]56-7-1,2 

第
6
号

アクセスルート 屋外アクセスルートの確保 Ｂ 

関連資料 [アクセスルート図]56-8-1,2 

第
7
号 

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災 

防止設備―対象(代替対象DB設備有り)―屋内 Ａａ 

サポート系要因 対象(サポート系有り)―異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 [保管場所図]56-7-1,2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56-2 配置図 

   ：設計基準対象施設 

   ：重大事故等対処設備











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56-3 系統図 
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第 56-3-2 図 サプレッション・プールを水源とした代替循環冷却系 
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第 56-3-3 図 海水を水源とした緊急用海水系 
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第 56-3-4 図 海水を水源とした大気への拡散抑制 

 

第 56-3-5 図 海水を水源とした航空機燃料火災への泡消火 

泡消火薬剤容器 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56-4 試験及び検査 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56-5 容量設定根拠 
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2. 最高使用圧力 静水頭 

 開放容器であることから静水頭とする。 

 

3. 最高使用温度 66℃ 

 水源である淡水及び海水の温度が常温程度であるため，それを上回る値と

して66℃とする。 
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名称 サプレッション・プール 

容量 m３ 約3,400 

最高使用圧力 MPa[gage] 0.62 

最高使用温度 ℃ 200 

1. 容量 約3,400m３ 

  サプレッション・プールは，重大事故等時において代替循環冷却系の代替

循環冷却系ポンプの水源として使用する。 

代替循環冷却系は，サプレッション・プールを水源として代替循環冷却系

ポンプで原子炉注水及び格納容器スプレイを行い，その水がサプレッショ

ン・プールに戻る循環ラインで構成されている。 

サプレッション・プール水位が通常最低水位（EL 2.9m）の状態におい

て，代替循環冷却系が成立するためのサプレッション・チェンバ圧力の下限

が－0.085MPa[gage]となる。よって，これらのサプレッション・チェンバ圧

力以上の状態であれば，通常最低水位（EL 2.9m）以上の水量が確保できて

いれば，代替循環冷却系水源としての必要な水量を満足できる。よって，設

計基準事故対処設備としての設計上のサプレッション・プール水量（通常最

低水位時の水量）と同じ約3,400m３とする。 

 

2. 限界圧力 0.62MPa[gage] 

  格納容器限界圧力である0.62MPa[gage]とする。 

 

3. 限界温度 200℃ 

  格納容器限界温度である200℃とする。 
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第 56-5-2 図 代替循環冷却 系統概要図 
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56-6 接続図 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56-7 保管場所図 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56-8 アクセスルート図 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

56-9 その他設備 
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2.淡水タンクを利用した水の供給設備の整備 

重大事故等の収束に必要となる水を供給するための自主対策設備として，淡

水タンクである多目的タンク，ろ過水貯蔵タンク，純水貯蔵タンク，原水タン

クを利用した水の供給設備を整備する。 

 

2.1.設備概要 

淡水タンクを利用した水の供給設備を第 56-9-1 図に示す。 

淡水タンクが健全な場合に，可搬型代替注水大型ポンプ等を使用してこれら

淡水タンクから代替淡水貯槽へ水が補給できる。なお，淡水タンクから淡水貯

水池への補給もできる構成である。 

 

 

第 56-9-1 図 淡水タンクから代替淡水貯槽への補給 



57-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57-1 

 

SA 設備基準適合性 一覧表 
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第 57-1-1 表 電源設備一覧 

 

 

耐震

クラス

3.14.2.1 3.14.2.2 3.14.2.3 3.14.2.4 3.14.2.5 3.14.2.6 3.14.3.1

可搬型 

代替交流

電源設備

常設 

代替交流

電源設備

所内 

常設直流

電源設備

可搬型 

代替直流

電源設備

常設 

代替直流 

電源設備 

代替所内

電気設備

非常用 

交流電源

設備 

可搬型代替低圧電源車 C(Ss) 主要   主要    

可搬型設備用軽油タンク S 主要   附属    

タンクローリ C(Ss) 主要   附属    

可搬型代替低圧電源車接

続盤（東側） 

S 
附属   附属  主要  

可搬型代替低圧電源車接

続盤（西側） 

S 
附属   附属  主要  

Ｐ／Ｃ ２Ｃ S 附属     主要  

Ｐ／Ｃ ２Ｄ S 附属     主要  

緊急用ＭＣＣ C(Ss) 附属 附属    主要  

緊急用Ｐ／Ｃ C(Ss) 附属 附属    主要  

常設代替高圧電源装置 C(Ss)  主要      

軽油貯蔵タンク S  主要      

常設代替高圧電源装置用

燃料移送ポンプ 

C(Ss)
 主要      

緊急用断路器 C(Ss)  附属    主要  

緊急用Ｍ／Ｃ C(Ss)  附属    主要  

Ｍ／Ｃ ２Ｃ S  附属    主要 附属 

Ｍ／Ｃ ２Ｄ S  附属    主要 附属 

緊急用動力変圧器 C(Ss)  附属    主要  

125V Ａ系蓄電池 S   主要     

125V Ｂ系蓄電池 S   主要     

直流 125V 充電器Ａ S   主要     

直流 125V 充電器Ｂ S   主要     

中性子モニタ用蓄電池Ａ S   主要     

中性子モニタ用蓄電池Ｂ S   主要     

可搬型整流器 C(Ss)    主要    

可搬型整流器用変圧器 

（西側） 

C(Ss)
   主要    

可搬型整流器用変圧器 

(東側) 

C(Ss)
   主要    

可搬型代替直流電源設備

用電源切替盤 

C(Ss)
   附属  主要  

緊急用直流 125V 主母線盤 C(Ss)    附属  主要  

緊急用直流 125VＭＣＣ C(Ss)    附属  主要  

緊急用直流 125V 計装用分

電盤 

C(Ss)
   附属  主要  

緊急用電源切替盤 C(Ss)    附属  主要  

直流 125V 主母線盤２Ａ S    附属  主要  

直流 125V 主母線盤２Ｂ S    附属  主要  

緊急用直流 125V 蓄電池 C(Ss)     主要   

緊急用直流 125V 充電器 C(Ss)     主要   

Ｄ／Ｇ（ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ

含む） 

S 
      主要 

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ S       附属 

燃料移送ポンプ C(Ss)       附属 

※ 主要：主要設備，附属：附属設備 
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東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 常設代替高圧電源装置 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
屋外 Ｄ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ａ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
内燃機関，発電機 Ｇ，Ｈ

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 中央制御室で操作可能 Ｂ 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－

屋外 
Ａｂ 

サポート系故障 
対象（サポート系あり）－異なる駆動源又は

冷却源 
Ｃａ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 
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東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 125V Ａ系蓄電池 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 （操作不要） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 （操作不要） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器を使用するもの 

（必要な容量等に対して十分であるもの） 
Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－

屋内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 
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東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 125V Ｂ系蓄電池 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 （操作不要） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 （操作不要） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器を使用するもの 

（必要な容量等に対して十分であるもの） 
Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－

屋内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 
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東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 緊急用直流 125V 蓄電池 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 （操作不要） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 （操作不要） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－

屋内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 
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東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 中性子モニタ用蓄電池Ａ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 （操作不要） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 （操作不要） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器を使用するもの 

（必要な容量等に対して十分であるもの） 
Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－

屋内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 
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東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 中性子モニタ用蓄電池Ｂ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 （操作不要） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 （操作不要） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器を使用するもの 

（必要な容量等に対して十分であるもの） 
Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－

屋内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

  



57-1-9 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 緊急用断路器 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 （操作不要） － 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切替が不要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 操作が不要な設備 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象外（共通要因の考慮対象設備

なし） 
対象外

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

  



57-1-10 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 緊急用Ｍ／Ｃ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ａ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 中央制御室で操作可能 Ｂ 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－

屋内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

  



57-1-11 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 可搬型代替低圧電源車接続盤西側 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 接続作業 Ｂｇ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 現場（設置場所）で操作可能 Ａａ 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象外（共通要因の考慮対象設備

なし）－ 
対象外

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 

  



57-1-12 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 可搬型代替低圧電源車接続盤東側 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
屋外 Ｄ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 接続作業 Ｂｇ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 現場（設置場所）で操作可能 Ａａ 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象外（共通要因の考慮対象設備

なし）－ 
対象外

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 

  



57-1-13 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 緊急用ＭＣＣ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ｂｄ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 現場（設置場所）で操作可能 Ａａ 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－

屋内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 

  



57-1-14 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 緊急用電源切替盤 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ｂｄ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 中央制御室で操作可能 Ｂ 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象外（共通要因の考慮対象設備

なし） 
対象外

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 

  



57-1-15 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 緊急用直流 125V 主母線盤 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 （操作不要） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 他系統から独立 Ａｃ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 現場（設置場所）で操作可能 Ａａ 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－

屋内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 

  



57-1-16 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 Ｄ／Ｇ（ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇを含む） 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水する） Ⅱ 

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ａ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
内燃機関，発電機 Ｇ，Ｈ

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 中央制御室で操作可能 Ｂ 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器を使用するもの 

（必要な容量等に対して十分であるもの） 
Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象外（共通要因の考慮対象設備

なし） 
対象外

サポート系故障 
対象（サポート系あり）－異なる駆動源又は

冷却源 
Ｃａ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 

  



57-1-17 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 Ｍ／Ｃ ２Ｃ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ａ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 中央制御室で操作可能 Ｂ 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器を使用するもの 

（必要な容量等に対して十分であるもの） 
Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象 DB 設備あり）－屋

内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 

  



57-1-18 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 Ｍ／Ｃ ２Ｄ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ａ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 中央制御室で操作可能 Ｂ 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器を使用するもの 

（必要な容量等に対して十分であるもの） 
Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象 DB 設備あり）－屋

内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 

  



57-1-19 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ａ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 中央制御室で操作可能 Ｂ 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器を使用するもの 

（必要な容量等に対して十分であるもの） 
Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象外（共通要因の考慮対象設備

なし）－ 
対象外

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 

  



57-1-20 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 Ｐ／Ｃ ２Ｃ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ａ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 中央制御室で操作可能 Ｂ 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器を使用するもの 

（必要な容量等に対して十分であるもの） 
Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象 DB 設備あり）－屋

内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 

  



57-1-21 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 Ｐ／Ｃ ２Ｄ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ａ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 中央制御室で操作可能 Ｂ 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器を使用するもの 

（必要な容量等に対して十分であるもの） 
Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象 DB 設備あり）－屋

内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 

  



57-1-22 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 直流 125V 充電器２Ａ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ｂｄ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 （操作不要） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器を使用するもの 

（必要な容量等に対して十分であるもの） 
Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象 DB 設備あり）－屋

内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 

  



57-1-23 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 直流 125V 充電器２Ｂ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ｂｄ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 （操作不要） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器を使用するもの 

（必要な容量等に対して十分であるもの） 
Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象 DB 設備あり）－屋

内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 

  



57-1-24 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 直流 125V 主母線盤２Ａ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ｂｄ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 （操作不要） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器を使用するもの 

（必要な容量等に対して十分であるもの） 
Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象 DB 設備あり）－屋

内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 

  



57-1-25 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 直流 125V 主母線盤２Ｂ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ｂｄ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 （操作不要） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器を使用するもの 

（必要な容量等に対して十分であるもの） 
Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象 DB 設備あり）－屋

内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 

  



57-1-26 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（可搬型） 

第 57 条：電源設備 可搬型代替低圧電源車 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／

屋外の天候／放射線 
屋外 Ｄ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそ

れがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 

足場の確保， 

設備の運搬・設置， 

操作スイッチ操作， 

接続作業 

Ｂａ，

Ｂｃ，

Ｂｄ，

Ｂｇ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）

内燃機関， 

発電機 

Ｇ， 

Ｈ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号
設置場所 現場（設置場所）で操作可能 Ａａ 

関連資料 57-2 配置図 

第
３
項 

第 1 号
可搬 SA の容量 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備 Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号
可搬 SA の接続性 コネクタ接続より簡便な接続 Ｃ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統 

第 3 号
異なる複数の接続箇所の確保 単独の機能で使用 Ａｂ 

関連資料 57-2 配置図 

第 4 号
設置場所 （放射線量の高くなるおそれの少ない場所を選定） － 

関連資料 57-2 配置図 

第 5 号
保管場所 

西側保管場所又は東側保管場所（共通要因の考慮対

象設備あり） 
Ｂａ 

関連資料 57-2 配置図 

第 6 号
アクセスルート 屋外アクセスルートの確保 Ｂ 

関連資料 57-6 アクセスルート図 

第 7 号

共
通
要
因 

故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部人為

事象，溢水，火災 防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－屋外 Ａｂ 

サポート系要因 対象（サポート系あり）－異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

  



57-1-27 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（可搬型） 

第 57 条：電源設備 可搬型整流器 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／

屋外の天候／放射線 
屋外 Ｄ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそ

れがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 

設備の運搬・設置， 

操作スイッチ操作， 

接続作業 

Ｂｃ，

Ｂｄ，

Ｂｇ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号
設置場所 現場（設置場所）で操作可能 Ａａ 

関連資料 57-2 配置図 

第
３
項 

第 1 号
可搬 SA の容量 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備 Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号
可搬 SA の接続性 ボルト・ネジ接続 Ａ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号
異なる複数の接続箇所の確保 単独の機能で使用 Ａｂ 

関連資料 57-2 配置図 

第 4 号
設置場所 （放射線量の高くなるおそれの少ない場所を選定） － 

関連資料 57-2 配置図 

第 5 号
保管場所 

西側保管場所又は東側保管場所（共通要因の考慮対

象設備あり） 
Ｂａ 

関連資料 57-2 配置図 

第 6 号
アクセスルート 屋外アクセスルートの確保 Ｂ 

関連資料 57-6 アクセスルート図 

第 7 号

共
通
要
因 

故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部人為

事象，溢水，火災 防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－屋外 Ａｂ 

サポート系要因 対象（サポート系あり）－異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

  



57-1-28 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（可搬型） 

第 57 条：電源設備 タンクローリ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／

屋外の天候／放射線 
屋外 Ｄ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそ

れがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 

設備の運搬・設置，操作スイッチ操作，弁操作，

接続作業 

Ｂｃ，

Ｂｄ，

Ｂｆ，

Ｂｇ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
容器， Ｃ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 本来の用途として使用―切替必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号
設置場所 現場（設置場所）で操作可能 Ａａ 

関連資料 57-2 配置図 

第
３
項 

第 1 号
可搬 SA の容量 その他設備 Ｃ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号
可搬 SA の接続性 コネクタ接続より簡便な接続 Ｃ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統 

第 3 号
異なる複数の接続箇所の確保 単独の機能で使用 Ａｂ 

関連資料 57-2 配置図 

第 4 号
設置場所 （放射線量の高くなるおそれの少ない場所を選定） － 

関連資料 57-2 配置図 

第 5 号
保管場所 

西側保管場所又は東側保管場所（共通要因の考慮対

象設備あり） 
Ｂａ 

関連資料 57-2 配置図 

第 6 号
アクセスルート 屋外アクセスルートの確保 Ｂ 

関連資料 57-6 アクセスルート図 

第 7 号

共
通
要
因 

故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部人為

事象，溢水，火災 防止設備－対象外（代替対象 DB 設備なし）－屋外 対象外

サポート系要因 対象外 ― 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

  



57-1-29 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 可搬型整流器用変圧器(西側) 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 － 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 － 対象外

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 － 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象外（共通要因の考慮対象設備

なし） 
対象外

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

  



57-1-30 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 可搬型整流器用変圧器（東側） 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
屋外 Ｄ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 － 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 － 対象外

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 － 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象外（共通要因の考慮対象設備

なし） 
対象外

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

  



57-1-31 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 軽油貯蔵タンク 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
屋外 Ｄ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作，弁操作 

Ｂｄ，

Ｂｆ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
容器（タンク類） Ｃ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止 

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 操作不要 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 

設計基準対象施設の系統及び機器を使用する

もの 

（必要な容量等に対して十分であるもの） 

Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象外（共通要因の考慮対象設備

なし）－ 
対象外

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 



57-1-32 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 可搬型設備用軽油タンク 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
屋外 Ｄ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 接続操作 Ｂｇ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
容器（タンク類） Ｃ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 他設備から独立 Ａｃ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 操作不要 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象外（共通要因の考慮対象設備

なし）－ 
対象外

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 



57-1-33 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 燃料移送ポンプ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Bd 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
ポンプ，ファン，圧縮機 Ａ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 操作不要 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
設計基準対象施設の系統及び機器を使用する

もの 
Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備有り）－

屋内 
Ａa 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 



57-1-34 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 緊急用 Ｐ／Ｃ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ａ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 中央制御室で操作可能 Ｂ 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器を使用するもの 

（必要な容量等に対して十分であるもの） 
Ｂ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－

屋内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 
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東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 緊急用直流 125V 充電器 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ｂｄ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 （操作不要） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－

屋内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 
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東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Bd 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
ポンプ，ファン，圧縮機 Ａ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 操作不要 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備有り）－

屋内 
Ａa 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 



57-1-37 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 緊急用動力変圧器 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 － 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 － 対象外

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 － 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－

屋内 
Ａｂ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 



57-1-38 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 可搬型代替直流電源設備用電源切替盤 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 

Ｂa， 

Ｂg 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該系統の使用にあたり切替操作が必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止 

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 操作が必要な設備 Ａa 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象外（共通要因の考慮対象設備

なし）－ 
対象外

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 

 

  



57-1-39 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 緊急用直流 125V ＭＣＣ 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 Ａ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 中央制御室で操作可能 Ｂ 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－

屋内 
Ａａ 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

 



57-1-40 

 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 57 条：電源設備 緊急用直流 125V 計装用分電盤 
類型化

区分 

第 43 条 

第
１
項 

第 1 号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
その他建屋内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響 
（周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 57-2 配置図 

第 2 号
操作性 操作スイッチ操作 

Ｂｄ 

Ｂｅ 

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 

第 3 号

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力）
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 57-4 試験及び検査 

第 4 号
切り替え性 当該系統の使用にあたり切替操作が必要 Ｂａ 

関連資料 57-3 系統図 

第 5 号

悪
影
響
防
止 

系統設計 他設備から独立 Ａｃ 

その他（飛散物） － 対象外

関連資料 57-3 系統図，57-7 ＳＡバウンダリ系統図 

第 6 号

設置場所 操作が必要な設備 Ａa 

関連資料 57-2 配置図 

第
２
項 

第 1 号

常設 SA の容量 
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの 
Ａ 

関連資料 57-5 容量設定根拠 

第 2 号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

関連資料 － 

第 3 号

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 

防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－

屋内 
Ａa 

サポート系故障 （サポート系なし） 対象外

関連資料 57-2 配置図，57-3 系統図 
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各設備への給油 

第 57-3-3 図 可搬型設備用軽油タンク系統図 

各設備への給油 
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第 57-3-6 図 常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプ電源系統図
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第 57-3-16 図 緊急用電源切替盤系統図 

（ＭＣＣ ２Ｃ又は２Ｄから電源供給時）
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第 57-3-17 図 緊急用電源切替盤系統図（緊急用ＭＣＣから電源供給時）
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第 57-3-18 図 緊急用蓄電池室換気ファン系統図 



57-4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57-4 

 

試験及び検査 

  



57-4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 57-4-1 図 可搬型代替低圧電源車外形図 
  

電源車の各部品は分解点検

が可能な構造とする。 

ディーゼル機関 発電機 
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第 57-4-4 図 可搬型設備用軽油タンク外形図 
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※本図は、今後の検討結果

により変更となる可能性が

ある。 

マンホール（上蓋）を設けて

いるため，内部確認が可能で

ある。 

（断面図） 

（平面図） 

 

（西側，南側保管場所の各々に設置） 
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第 57-4-5 図 タンクローリ外形図  

マンホール（上蓋）を 

設けているため，内部確認

が可能である。 
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第 57-4-6 図 常設代替高圧電源装置外形図  

常設代替高圧電

源装置の各部品

は分解点検が可

能な構造とする。
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第 57-4-9 図 軽油貯蔵タンク外形図  

マンホール（上蓋）を設けて

いるため，内部確認が可能で

ある。 



 

 

第 57-4-10 図 常設
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設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプ外形

カップリングを切

ーシングを開放す

分解点検が可能であ

ング 
ケーシング 
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第 57-4-12 図 125V Ａ系及びＢ系蓄電池外形図 

電圧測定が可能である 
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第 57-4-13 図 中性子モニタ用蓄電池Ａ系及びＢ系外形図

電圧測定が可能である 
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第 57-4-14 図 直流 125V 充電器Ａ及びＢ外形図 

電圧測定が可能である 
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第 57-4-17 図 緊急用直流 125V 蓄電池構造図 

電圧測定が可能である 
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第 57-4-18 図 緊急用直流 125V 充電器構造図 

電圧測定が可能である 
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容量設定根拠  



57-5-2 

 

名称 可搬型代替低圧電源車 

台数 台 4（予備 1） 

容量 kVA/台 500 

【設定根拠】 

設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合，重大

事故等に対処するために必要な電力を供給するために可搬型代替低圧電源車

を配備する。 

 

１．容量 

  可搬型代替低圧電源車の容量は，以下の a)，b)について必要な負荷を基に

設定する。 

a)設計基準事故対処設備の電源が喪失したことによって発生する重大事

故等を想定した場合に必要となる負荷 

b)事象発生後 24 時間の間に必要となる直流電源容量 

 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことによって発生する重大事 

故等を想定した場合に必要となる負荷は以下のとおり，最大負荷 569.1kW

及び連続最大負荷 472.2kW である。したがって可搬型代替低圧電源車 2 台

分を必要容量（800kW=500KVA×力率 0.8×2 台）とする。 
起動順序 主要機器名称 負荷容量(kW) 

① 

緊急用母線自動起動負荷 

・緊急用直流125V充電器盤 

・その他負荷 

24.0

34.1

② 

非常用母線２Ｃ自動起動負荷 

・直流125V充電器盤２Ａ 

・非常用照明 

・120V ＡＣ 計装用電源２Ａ 

・その他負荷 

47.1

17.8

28.6

119.5

③ 

非常用母線２Ｄ自動起動負荷 

・直流125V充電器盤２Ｂ 

・非常用照明 

・その他負荷 

35.9

17.8

54.3

④ 

中央制御室空調ファン 

（（ ）内は起動時） 

中央制御室非常用循環ファン 

45.1

（182.5）

7.5

⑤ 
蓄電池室排気ファン 

その他負荷 

7.5

11.0

⑥ 代替燃料プール冷却系ポンプ 22.0

合計 連続最大負荷 

  （最大負荷） 

472.2

（569.1）

 

※ 容量については，今後の詳細設計の結果を反映する。 

 

事象発生後 24 時間の間に必要となる直流電源容量は，a)の直流 125V 充電

器Ａ及び直流 125V 充電器Ｂの容量に包含される。 
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名称 タンクローリ 

台数 台 2（予備 3） 

容量 kL/台 4.0 

【設定根拠】 

 タンクローリは，重大事故等対処時に，可搬型代替低圧電源車，可搬型代

替注水大型ポンプに燃料を給油する。なお，可搬型設備用軽油タンクの容量

根拠と同様に，重大事故等対策の有効性評価上，重大事故等対処設備の燃料

消費が最大となる事故シナリオ（高圧・低圧注水機能喪失等）において，そ

の機能を発揮することを要求される重大事故等対処設備に対して燃料給油を

行うことを想定する。 

 

１．容量 

タンクローリの容量は，以下のとおり，2 時間に 1 回可搬型代替低圧電源

車へ,また,３時間に 1 回可搬型代替注水大型ポンプへの燃料給油が必要とな

る。 

 

［タンクローリ］ 

○可搬型代替低圧電源車への給油頻度：ｎG1 

ｎG1＝ⅤG1÷cG1＝250L÷110L/h=2.3h→保守的に2時間に1回給油で評価

ⅤG1：可搬型代替低圧電源車の燃料タンク容量(L)=250L 

cG1：燃料消費率(L/h)=110L/h 

 

○可搬型代替注水大型ポンプへの給油頻度：ｎP1 

ｎP1＝ⅤP1÷cP1＝760L÷218L/h=3.5h→保守的に3時間に1回給油で評価

ⅤP1：可搬型代替低圧電源車の燃料タンク容量(L)=760L 

CP1：燃料消費率(L/h)=218L/h 

 

タンクローリを用いて，可搬型代替低圧電源車，可搬型代替注水大型ポン

プへの給油するためには，上記のとおりの給油が必要となる。可搬型代替低

圧電源車，可搬型代替注水大型ポンプの燃料給油のシーケンスは以下のとお

りであり，可搬型代替低圧電源車の給油作業として 83 分～90 分となること

から,2 時間に 1 回の給油は可能である。また,可搬型代替注水大型ポンプの

給油作業としては 173 分となることから，3 時間に 1 回の給油は可能である。

なお，シーケンスにおいて使用する軽油量からもタンクローリの容量は，

必要量を満足している。 

以上により，タンクローリの容量を 4.0kL とする。なお,タンクローリの必

要台数については,1台で十分であるが余裕を見た設計として必要台数を 2台

とする。 
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＜タンクローリの給油及び各機器への補給 シーケンス＞ 

                  ※各時間については表 1，2 参照 

① 可搬型設備用軽油タンクから可搬型代替低圧電源車まで(距離 0.86km)の

移動：6 分（発電所構内においてタンクローリは時速 10km/ｈにて移動 

以下同じ=0.86km÷10km/h×60 分） 

② 可搬型代替低圧電源車への給油準備：5 分 

③ 可搬型代替低圧電源車（１台目）への給油：3 分 

④ 可搬型代替低圧電源車（２台目）への給油準備：5 分 

⑤ 可搬型代替低圧電源車（２台目）への給油：3 分 

⑥ 可搬型代替低圧電源車への給油片付け：5 分 

⑦ 可搬型代替注水大型ポンプへ(距離 0.88km)の移動：6 分 

（=0.88km÷10km/h×60 分） 

⑧ 可搬型代替注水大型ポンプ（１台目）への補給準備：5 分 

⑨ 可搬型代替注水大型ポンプ（１台目）への給油：8 分 

⑩ 可搬型代替注水大型ポンプ（２台目）への移動：5 分 

⑪ 可搬型代替注水大型ポンプ（２台目）への給油準備：5 分 

⑫ 可搬型代替注水大型ポンプ（２台目）への給油：8 分 

⑬ 可搬型代替注水大型ポンプ（２台目）への給油片付け：5 分 

⑭ 可搬型代替注水大型ポンプへの移動：6 分 

⑮ 可搬型代替注水大型ポンプ（３台目）への補給準備：5 分 

⑯ 可搬型代替注水大型ポンプ（３台目）への給油：8 分 

⑰ 可搬型代替注水大型ポンプ（３台目）への給油片付け：5 分 

⑱ 可搬型代替注水大型ポンプから可搬型代替低圧電源車までの移動：6 分 

⑲ 可搬型代替低圧電源車への給油準備：5 分 

⑳ 可搬型代替低圧電源車（１台目）への給油：3 分 
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  可搬型代替低圧電源車（２台目）への給油準備：5 分 

  可搬型代替低圧電源車（２台目）への給油：3 分 

  可搬型代替低圧電源車への給油片付け：5 分 

  可搬型代替低圧電源車から可搬型設備用軽油タンクまでの移動：6 分 

  タンクローリへの補給準備：15 分 

  可搬型設備用軽油タンクよりタンクローリへの補給：30 分 

（=4kL÷200L/分＋作業時間 20 分＋タンク切替 10 分） 

  タンクローリへの補給後片付け：5 分 

 

＜可搬型代替低圧電源車及び可搬型代替注水大型ポンプへの給油に要する時

間＞ 

●可搬型代替低圧電源車への給油に要する作業時間 

 上記シーケンスより,可搬型代替低圧電源車への給油に要する時間は,以下

の(a)及び(b)の場合が考えられる為,以下にそれぞれの場合の給油に要す

る時間を計算する。 

(a)可搬型設備用軽油タンクから可搬型代替低圧電源車に補給する為に必要

な時間 

  (注意:初回以降の時間) 

   + + + +①+②+③+④+⑤+⑥=83 分＜120 分 

    

(b)可搬型代替低圧電源車に補給後，可搬型代替注水大型ポンプに給油し可

搬型低圧電源車に給油する場合 

   ⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫+⑬+⑭+⑮+⑯+⑰+⑱+⑲+⑳+ + + =90 分＜120 分 

 

●可搬型代替注水大型ポンプへの給油に要する作業時間 

上記シーケンスより,可搬型代替注水大型ポンプへの給油に要する作業時

間は①～ の合計時間となる。計算結果は以下に示す。 

⑭+⑮+⑯+⑰+⑱+⑲+⑳+ + + + + + + +①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+ 

⑧+⑨+⑩+⑪+⑫+⑬=173 分<180 分 

 

<タンクローリの給油シーケンスで使用する軽油量> 

① ～ で使用する軽油量=250L×2 台+780L×3 台+250L×2 台=3.34kL＜

4.0kL 

 

なお，西側及び南側保管場所にタンクローリは保管，可搬型設備用軽油タン

クは設置されていることから，補給準備のために移動することなく作業が可

能な設計とする。 
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表 1 タンクローリから各機器への給油 タイムチャート※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表２ 可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへの補給 タイムチャート※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要

な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適用状況について（個別手

順）の 1.14 で示すタイムチャート 
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名称 常設代替高圧電源装置 

台数 台 5（予備 1） 

容量 kVA/台 1,725 

【設定根拠】 

 常設代替高圧電源装置は，設計基準事故対処設備の電源が喪失時，重大事

故等に対処するために必要な電力を供給できる設計とする。 

 

１．容量 

 最大所要負荷は，必要となる最大負荷 5,048.7kW 及び連続最大負荷

4,254.5kW である。 
起動順序 主要機器名称 負荷容量(kW) 

① 

緊急用母線自動起動負荷 

・緊急用直流125V充電器盤 

・その他負荷 

24.0

35.6

② 常設低圧代替注水系ポンプ 190.0

③ 常設低圧代替注水系ポンプ※ 190.0

④ 

非常用母線２Ｃ自動起動負荷 

・直流125V充電器盤２Ａ 

・非常用照明 

・120V ＡＣ 計装用電源２Ａ 

・その他負荷 

47.1

89.0

28.6

224.5

⑤ 

非常用母線２Ｄ自動起動負荷 

・直流125V充電器盤２Ｂ 

・非常用照明 

・120V ＡＣ 計装用電源２Ｂ 

・その他負荷 

35.9

71.2

102.1

103.9

⑥ 

非常用ガス再循環系ファン 

非常用ガス処理系ファン 

その他負荷 

停止負荷※１ 

55.0

7.5

78.7

-54.3

⑦ 

中央制御室空調ファン 

中央制御室非常用循環ファン 

その他負荷 

45.1

7.5

165.1

⑧ 
蓄電池室排気ファン 

その他負荷 

7.5

153.0

⑨ 
原子炉保護系電源装置 ２Ａ 
原子炉保護系電源装置 ２Ｂ 

45.1
45.1

⑩ 残留熱除去系海水系ポンプ 871.0

⑪ 残留熱除去系海水系ポンプ 871.0

⑫ 
残留熱除去系ポンプ 

その他負荷 

651.1

2.2

⑬ 
停止負荷※２ 

常設低圧代替注水系ポンプ2台 -380

⑭ 
緊急用海水ポンプ 

その他 

510.0

10.0

⑮ 代替燃料プール冷却系ポンプ 22.0

合計 連続最大負荷 

                                   （最大負荷）

4,254.5

（5,048.7）
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 したがって，発電機の出力は最大負荷である，5,048.7kW（連続最大負荷：

4,254.5kW）に対し十分な余裕を有する最大容量 6,900kW（連続定格：5,520kW）

とする。 

常設代替高圧電源装置の容量は以下のとおり，約 8,625kVA（連続定格：6，900kW）

とする。 

 

Ｑ＝Ｐ÷pf＝6,900÷0.8＝8,625 

（連続定格：5,520÷0.8＝6,900） 

Ｑ：発電機の容量（kVA） 

Ｐ：発電機の最大容量（kW）＝6,900（連続定格：5,520） 

ｐｆ：力率＝0.8 

 

 

※１：④に起動したその他の負荷のうち，⑥のタイミングで停止する負  

   荷 

※２：⑬の停止負荷（常設低圧代替注水系ポンプ２台）については②， 

③に起動した２台のポンプが⑬のタイミングで停止する。 
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名称 Ｍ／Ｃ ２Ｃ（２Ｄ） 

母線電流容量 A 2,000 

【設定根拠】 

 Ｍ／Ｃ ２Ｃ（２Ｄ）は，設計基準事故対処設備の電源が喪失時，重大事故

等に対処するために必要な電力を供給できる設計とする。 

 

１．容量 

 Ｍ／Ｃ ２Ｃ（２Ｄ）は，重大事故等に対処するために必要な電源容量であ

る常設代替高圧電源装置 5 台分の定格電流以上に設定する。 

 

(1)常設代替高圧電源装置 5 台分の定格電流である 721.5A に対し，十分余裕

を有する 2,000A とする。 

 

常設代替高圧電源装置 1 台分の定格電流：1,725kVA÷√3÷6.9kV＝144.3A 

 常設代替高圧電源装置 5 台分の定格電流：144.3A×5 台＝721.5A 
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・125V Ａ系蓄電池の容量計算結果※ C = 10.8 (0.66 × 1750) = 1,444Ah C  = 10.8  2.00 × 1750 + 1.98 × (256  1750) = 678Ah C   = 10.8  9.44 × 1750 + 9.43 × (256  1750) + 8.72 × (239  256) = 2,855Ah C    = 10.8  24.32 × 1750 + 24.31 × (256  1750) + 23.32 × (239  256)+ 15.32 × (135  239) = 5,314Ah 
上記計算より，125V Ａ系蓄電池の蓄電池容量は 6,000Ah を選定する。 

 

・125V Ｂ系蓄電池の容量計算結果※ C = 10.8 (0.66 × 1200) = 990Ah C  = 10.8  2.00 × 1200 + 1.98 × (236  1200) = 615Ah C   = 10.8  9.44 × 1200 + 9.43 × (236  1200) + 8.72 × (219  236) = 2,612Ah C    = 10.8  24.32 × 1200 + 24.31 × (236  1200) + 23.32 × (219  236)+ 15.32 × (138  219) = 5,140Ah 
上記計算より,125V Ｂ系蓄電池の蓄電池容量は 6,000Ah を選定する。 

 

・中性子モニタ用蓄電池Ａの容量計算結果※ C = 10.8 (5.30 × 20.0) = 133Ah 
上記計算より，中性子モニタ用蓄電池Ａの蓄電池容量は 150Ah を選定する。 

 

・中性子モニタ用蓄電池Ｂの容量計算結果※ C = 10.8 (5.30 × 20.0) = 133Ah 
上記計算より，中性子モニタ用蓄電池Ｂの蓄電池容量は 150Ah を選定する。 

 

 

※蓄電池の計算条件 

    (1) 蓄電池容量算定法は下記規格による。 

      電池工業会規格「据置蓄電池の容量算出法」（SBA S O601-2014）

    (2) 蓄電池温度は＋1O℃とする。 

    (3) 放電終止電圧は 1.80V/セル（添付３）。 
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    (4) 保守率は 0.8 とする。 

     (5) 容量算出の一般式 

    C =   × [K I + K (I  I ) + K (I  I ) +  K (I  I   )] 
ここに， 

Ｃｉ：＋10℃における定格放電率換算容量（Ah） 

   Ｌ： 保守率（0.8） 

   Ｋi：容量換算時間(時) 放電時間，許容最低電圧，蓄電池温度

により定まる容量に換算するための係数 

   Ｉ： 放電電流（Ａ） 

    サフィックス i(添え字)1,2,3・・・，n：放電電流の変化の順に

付番 

Ｃｉ（ｉ＝1,2,3・・・，n）で最大となる値が保守率を考慮した

必要容量である。 

 

           各蓄電池の容量換算時間 
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緊急用直流 125V 蓄電池の容量計算結果※ C = 10.8 (0.66 × 526.6) = 434.5Ah C    = 10.8  24.32 × 526.6 + 24.31 × (148.6  526.6) = 3,617.8Ah 
 

上記計算より，緊急用直流 125V 蓄電池の蓄電池容量は 6,000Ah を選定する。

 

※蓄電池の計算条件 

    (1) 蓄電池容量算定法は下記規格による。 

      電池工業会規格「据置蓄電池の容量算出法」（SBA S O601-2014）

    (2) 蓄電池温度は＋1O℃とする。 

    (3) 放電終止電圧は 1.80V/セル（添付３）。 

    (4) 保守率は 0.8 とする。 

    (5) 容量算出の一般式 

    C =   × [K I + K (I  I ) + K (I  I ) +  K (I  I   )] 
ここに， 

Ｃｉ：＋10℃における定格放電率換算容量（Ah） 

Ｌ： 保守率（0.8） 

     Ｋi：容量換算時間(時) 放電時間，許容最低電圧，蓄電池温

度により定まる容量に換算するための係数 

      Ｉ： 放電電流（Ａ） 

       サフィックス i(添え字)1,2,3・・・，n：放電電流の変化の順

に付番 

Ｃｉ（ｉ＝1,2,3・・・，n）で最大となる値が保守率を考慮し

た必要容量である。 
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各蓄電池の容量換算時間 
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名称 緊急用Ｍ／Ｃ 

母線電流容量 A 2,000 

【設定根拠】 

 緊急用Ｍ／Ｃは，常設重大事故等対処設備として設置する。 

  緊急用Ｍ／Ｃは，設計基準事故対処設備の電源が喪失時，重大事故等に対

処するために必要な電力を供給できる設計とする。 

 

１．容量 

 緊急用Ｍ／Ｃの定格電流容量は，常設代替高圧電源装置 5 台からの接続とす

ることから，常設代替高圧電源装置 5 台からの定格電流以上に設定する。 

 

（１）常設代替高圧電源装置 5 台分の定格電流である 721.5A に対し，十分余

裕を有する 2,000A とする。 

  

常設代替高圧電源装置 1 台分の定格電流：1,725kVA÷√3÷6.9kV＝144.3A 

 常設代替高圧電源装置 5 台分の定格電流：144.3A×5 台＝721.5A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57-5-23 

 

名称 緊急用動力変圧器 

容量 kVA 750 

【設定根拠】 

 緊急用動力変圧器は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源

喪失）した場合，重大事故等に対処するために必要な電力を供給する設計とす

る。 

 

１．容量 

 緊急用動力変圧器に必要な負荷は 619kW である。 

負荷名称 容量(kW) 

常設低圧代替注水系ポンプ 190 

常設低圧代替注水系ポンプ 190 

代替循環冷却系ポンプ 190 

緊急用直流 125V 充電器盤 24 

代替燃料プール冷却系ポンプ 22 

常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプ 1.5 

常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプ 1.5 

合計 619 

 

したがって，773.8kVA（＝619kW÷力率 0.8）に余裕を考慮し，750kVA とする。
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名称 緊急用Ｐ／Ｃ 

母線電流容量 A 4,000 

【設定根拠】 

  緊急用Ｐ／Ｃは，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源

喪失）した場合，重大事故等に対処するために必要な電力を供給する設計

とする。 

 

１．容量 

 緊急用Ｐ／Ｃに必要な負荷は 619kW である。 

負荷名称 容量(kW) 

常設低圧代替注水系ポンプ 190 

常設低圧代替注水系ポンプ 190 

代替循環冷却系ポンプ 190 

緊急用直流 125V 充電器盤 24 

代替燃料プール冷却系ポンプ 22 

常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプ 1.5 

常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプ 1.5 

合計 619 

 

したがって，931A（＝619kW÷力率 0.8÷√3÷480V）に余裕を考慮し，4,000A

とする。 

 

なお，緊急用電源切替盤については，緊急用電源切替盤に接続される負荷の

容量に合わせた定格電流値を設定する。 
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名称 可搬型整流器 

台数 台 8(予備 1) 

容量 kW／台 15 

【設定根拠】 

 可搬型整流器は，重大事故等発生時に，可搬型代替低圧電源車と接続を行

い，24 時間以上負荷切り離しを行わずに直流電源を供給できる設計とする。

 

１．容量 

 重大事故等発生時に可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を使用し，直

流電源を供給させる為に必要な負荷容量として，125V Ａ系蓄電池，125V B

系蓄電池及び緊急用蓄電池のいずれか一番大きな負荷に耐えられる容量を持

つように選定する。 

 また，可搬型代替直流電源設備は，全交流電源喪失発生後，可搬型代替交

流電源設備や可搬型整流器を準備して使用することから，全交流動力電源喪

失発生後，１時間以降の電流値を基に，必要な可搬型整流器の台数を選定す

る。 

 

125V 蓄電池の容量 

 Ａ系 1～60 分の電流値：239A 

 Ｂ系 1～60 分の電流値：219A 

 緊急用蓄電池の 1～60 分の電流値：148.6A 

 

上記より，1 時間以降で最大負荷の電流値は，239A である。 

また，計画している可搬型整流器の機器仕様を以下に記載する。 

 

<可搬型整流器の機器仕様> 

・出力電圧：0～150V 

・出力電流：0～100A 

・最大出力電力:15kW 

 

以上のことを用いて以下に検討を行い，可搬型整流器の必要台数について評

価する。 

・電流値について 

必要な負荷の電流値については，239A であり，可搬型整流器の機器仕様より，

可搬型整流器の電流値は１台あたり 100A までの出力が可能である。よって，

3 台の可搬型整流器が最低必要となる。 

 

上記評価結果より，可搬型整流器の必要台数は，設計に余裕をもたせて 4 台

用意することとする。 

（ただし，これは接続箇所 1 箇所あたりの台数であり，可搬型代替低圧電源

車を接続する箇所は 2 箇所あることから，計 8 台の整流器を用意する必要が

ある。） 
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名称 緊急用断路器 

母線定格電流 A 200 

【設定根拠】 

緊急用断路器は，設計基準事故等対処設備の電源が喪失した場合（全交流動

力電源喪失），重大事故等に対処するために必要な電力を供給する設計とする。

 

１．容量 

 緊急用断路器は，設計基準事故対処設備の電源が喪失した場合（全交流動力

電源喪失），重大事故等に対処するために必要な 1,725kVA（電源車１台分）を

通電する容量が必要となる。 

したがって，以下のとおり，通電電流は 144.3A（電源車１台分）となり，定

格電流を約 200A とする。 

 

（１）定格電流である 144.3A に対し，十分余裕を有する 200A とする。 

  

 1,725kVA÷√3÷6.9kV＝144.3A 
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アクセスルート図 
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設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備のバウンダリ系統図
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：設計基準事故対処設備と重大事故

等対処設備のバウンダリ 

 

 

：設計基準事故対処設備と重大事故

等対処設備を兼用する設備 



5
7
-
7
-
3
 

 
 

     

 
   

 第
5
7
-
7
-
2
図

 
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
と

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

バ
ウ

ン
ダ

リ
系

統

図
（

軽
油

貯
蔵

タ
ン

ク
）

 
 

：設計基準事故対処設備と重大事故

等対処設備のバウンダリ 
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：設計基準事故対処設備と重大事故

等対処設備のバウンダリ 

：設計基準事故対処設備と重大事故

等対処設備を兼用する設備 
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可搬型代替低圧電源車接続に関する説明書  
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代替電源設備について  



57-9-2 

 

1. 代替電源設備について 

1.1 重大事故等対処設備による代替電源（交流）の供給 

1.2 重大事故等対処設備による直流電源の供給 

1.3 代替所内電気設備による給電  
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1. 代替電源設備について 

福島第一原子力発電所事故においては，津波により非常用ディーゼル発電

機の冷却機能（海水系）が喪失するとともに，非常用ディーゼル発電機及び

Ｍ／Ｃ等は津波の浸水被害により，多重化された電源設備が同時に機能喪失

するに至った。 

 

設計基準事故対処設備の非常用電源設備は，発電所周辺に新設する防潮堤

（T.P.＋18ｍ以上）により基準津波（T.P.＋17.1ｍ）が到達しない設計とす

る。また，隔壁によって区画化された原子炉建屋附属棟に設置し，多重化を

図ることにより互いに独立させており，共通要因により同時に機能喪失する

ことなく，人の接近性を確保できる設計としている。(第57-9-1～3図)
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しかしながら，これら設計基準事故対処設備の電気設備が機能喪失した場

合においても，重大事故等に対処できるよう常設又は可搬の代替電源等の設

備を設置する。 

これら常設又は可搬の代替電源等の設備は，設置許可基準規則第57条及び

技術基準規則第72条に要求事項が示されている。 

設置許可基準規則第57条及び技術基準規則第72条以外で，代替電源からの

給電が要求される条文を，第57-9-1表に示す。 

また，代替電源からの給電が要求される各設備の単線結線図は下記に示す。 

 

設置許可基準規則46条/技術基準規則第61条     第57-9-(46-1)図 

設置許可基準規則51条/技術基準規則第66条     第57-9-(51-1)図 

設置許可基準規則52条/技術基準規則第67条     第57-9-(52-1)図 

設置許可基準規則53条/技術基準規則第68条     第57-9-(53-1)図 

設置許可基準規則54条/技術基準規則第69条     第57-9-(54-1)図 

設置許可基準規則59条/技術基準規則第74条     第57-9-(59-1)図 

設置許可基準規則60条/技術基準規則第75条     第57-9-(60-1)図 

設置許可基準規則62条/技術基準規則第77条     第57-9-(62-1)図



57-9-8 

 

第 57-9-1 表 代替電源からの給電が要求される条文 
設置許可基準規則／技術基準条文番号 記載内容 備考 

第 46 条 第 61 条 原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための設

備 

・常設直流電源系統喪失時

に操作できる手動設備又は

可搬型代替直流電源設備を

配備する。 

 

第 51 条 第 66 条 格納容器下部の溶融炉心

を冷却するための設備 

・交流又は直流電源が必要

な場合は代替電源設備から

の給電を可能とする。 

 

第 52 条 第 67 条 水素爆発による格納容器

の破損を防止するための

装置 

・交流又は直流電源が必要

な場合は代替電源設備から

の給電を可能とする。 

 

第 53 条 第 68 条 水素爆発による原子炉建

屋等の損傷を防止す為の

設備 

・交流又は直流電源が必要

な場合は代替電源設備から

の給電を可能とする。 

 

第 54 条 第 69 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却

等の為の設備 

・交流又は直流電源が必要

な場合は代替電源設備から

の給電を可能とする。 

 

第 59 条 第 74 条 原子炉制御室 ・原子炉制御室（中央制御

室）用の電源（空調及び照

明）等は、代替交流電源設

備からの給電を可能とす

る。 

 

第 60 条 第 75 条 監視測定設備 ・代替交流電源設備からの

給電を可能とする。 

 

第 61 条 第 76 条 緊急時対策所 ・代替交流電源設備からの

給電を可能とする。 

57 条と別の電

源を用いるた

め，3.18 緊急

時対策所で示

す。 

第 62 条 第 77 条 通信連絡を行うために必

要な設備 

・通信連絡設備は、代替電

源設備（電池等の予備電源

設備を含む。）からの給電

を可能とする。 

緊急時対策所

の通信連絡設

備は 3.18 緊

急時対策所で

示す。 
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1.1 重大事故等対処設備による代替電源（交流）の供給 

1.1.1 常設代替高圧電源装置 

交流動力電源を供給する設計基準事故対処設備として，Ｄ／Ｇを設置し

ており，Ｄ／Ｇが故障した場合の常設代替交流電源設備として，常設代替

高圧電源装置を設置する。 

常設代替高圧電源装置は，Ｄ／Ｇと異なり，冷却海水を必要とせずに装

置単独で起動できるとともに，燃料系統は軽油貯蔵タンクからの給油とな

るが，常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプ入口弁（軽油貯蔵タンク出

口弁）を通常閉としていることから，Ｄ／Ｇと独立性を有した設計として

いる。 

また，常設代替高圧電源装置は，Ｄ／Ｇから100m以上離れた位置に設置

しており，位置的分散を図った設計とすることで設計基準事故対処設備の

Ｄ／Ｇから独立性を有するとともに，全交流動力電源喪失時にも使用でき

る設計とする。 

(57-2-2) 

常設代替高圧電源装置は1台あたり1,380kW（連続運転定格:1,108kW）の

発電装置を5台設置しており，6,900kW（連続運転定格:5,520kW）の容量と

なることから，評価において最大負荷となる全交流動力電源喪失を想定す

るシナリオにおいて必要とされる電源容量（最大負荷5,048.7kW，連続最

大負荷4,254.5kW）に対し，十分な容量を確保している。常設代替高圧電

源装置の負荷を，第57-9-(1.1.1-1)表に示す。  
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第57-9-(1.1.1-1)表 常設代替高圧電源装置の負荷 

起動順序 主要機器名称 負荷容量(kW) 

① 

緊急用母線自動起動負荷 

・緊急用直流125V充電器盤 

・その他負荷 

24.0

35.6

② 常設低圧代替注水系ポンプ 190.0

③ 常設低圧代替注水系ポンプ※ 190.0

④ 

非常用母線２Ｃ自動起動負荷 

・直流125V充電器盤２Ａ 

・非常用照明 

・120V ＡＣ 計装用電源２Ａ 

・その他負荷 

47.1

89.0

28.6

224.5

⑤ 

非常用母線２Ｄ自動起動負荷 

・直流125V充電器盤２Ｂ 

・非常用照明 

・120V ＡＣ 計装用電源２Ｂ 

・その他負荷 

35.9

71.2

102.1

103.9

⑥ 

非常用ガス再循環系ファン 

非常用ガス処理系ファン 

その他負荷 

停止負荷※１ 

55.0

7.5

78.7

-54.3

⑦ 

中央制御室空調ファン 

中央制御室非常用循環ファン 

その他負荷 

45.1

7.5

165.1

⑧ 
蓄電池室排気ファン 

その他負荷 

7.5

153.0

⑨ 

原子炉保護系電源装置 ２Ａ
（原子炉保護系統ファン） 

原子炉保護系電源装置 ２Ｂ 

45.1

45.1

⑩ 残留熱除去系海水系ポンプ 871.0

⑪ 残留熱除去系海水系ポンプ 871.0

⑫ 
残留熱除去系ポンプ 

その他負荷 

651.1

2.2

⑬ 
停止負荷 

常設低圧代替注水系ポンプ2台※２ -380.0

⑭ 
緊急用海水ポンプ 

その他 

510.0

10.0

⑮ 代替燃料プール冷却系ポンプ 22.0

合計 連続最大負荷 

  （最大負荷） 

 

 

4,254.5

(5,048.7)

（第57-9-(1.1.1-1)

図参照）

※１：④にて起動したその他の負荷のうち，⑥のタイミングで停止 

する負荷 

※２：⑬の停止負荷（常設低圧代替注水系ポンプ２台）については②， 

③に起動した２台のポンプが⑬のタイミングで停止する。 
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なお，軽油貯蔵タンクにより，重大事故等発生後7日間は事故収束対応

を維持できる容量以上の燃料を発電所内に確保し，燃料補給設備による給

油手順を整備する。 

代替交流電源設備（常設及び可搬型），非常用所内電気設備及び代替所

内電気設備の回路構成については，57-3 系統図参照のこと。 

 

 

※グラフ中の丸数字は，第 57-9-(1.1.1-1)表の起動順序の丸数字を指す。 

 

第57-9-(1.1.1-1)図 常設代替高圧電源装置負荷積上げ（全交流動力電

源喪失） 
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1.1.2 可搬型代替低圧電源車 

重大事故等対処設備として設置している常設代替高圧電源装置との多

様化を図り，機動的な事故対応を行うための可搬型重大事故等対処設備と

して可搬型代替低圧電源車を配備している。可搬型代替低圧電源車は，以

下の２つのケースにおいて必要な負荷へ給電できる設計としている。 

 

① 常設代替高圧電源装置が使用不能の場合のバックアップ給電 

② 可搬型整流器及び代替所内電気設備を経由し，直流負荷への給電 

 

具体的な負荷は，以下のとおりである。 

①  常設代替高圧電源装置のバックアップとして使用する場合に必要

となる負荷は，第57-9-(1.1.2-1)表のとおり，最大負荷約569.1kW及

び連続最大負荷約472.2kWである。したがって，可搬型代替低圧電源

車2台分を必要容量（800kW＝500kVA×力率0.8×2台）とする。



57-9-21 

 

第57-9-(1.1.2-1)表 可搬型代替交流電源設備の負荷（ケース①） 

起動順序 主要機器名称 負荷容量(kW) 

① 

緊急用母線自動起動負荷 

・緊急用直流125V充電器盤 

・その他負荷 

24.0

34.1

② 

非常用母線２Ｃ自動起動負荷 

・直流125V充電器盤２Ａ 

・非常用照明 

・120V ＡＣ 計装用電源２Ａ 

・その他負荷 

47.1

17.8

28.6

119.5

③ 

非常用母線２Ｄ自動起動負荷 

・直流125V充電器盤２Ｂ 

・非常用照明 

・その他負荷 

35.9

17.8

54.3

④ 

中央制御室空調ファン 

（（ ）内は起動時） 

中央制御室非常用循環ファン 

45.1

（182.5）

7.5

⑤ 
蓄電池室排気ファン 

その他負荷 

7.5

11.0

⑥ 代替燃料プール冷却系ポンプ 22.0

合計 連続最大負荷 

  （最大負荷） 

 

472.2

(569.1)

(第57-9-(1.1.2-1)図参照)

 

① 「①」項において緊急用直流電源系統への給電は，緊急用125V充

電器盤と同様の給電となるため，①に包含される。 

 

ケース①，②において，常設代替電源装置等が使用できない場合には，

接続に時間を要するものの，保管場所を分散しており，2ヶ所の接続口か

ら機動的に給電できる可搬型代替低圧電源車による受電を行う。(57-8) 

可搬型代替低圧電源車の燃料（軽油）は，可搬型設備用軽油タンクによ

り，重大事故等発生後7日間は事故収束対応を維持できる容量以上の燃料

を発電所内に確保し，タンクローリを用いて燃料の給油ができる手順を整

備する。(57-6) 

代替交流電源（常設及び可搬型），所内電気設備及び代替所内電気設備

の回路構成については，57-3 系統図に示す。 
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※グラフ中の丸数字は，第 57-9-(1.1.2-1)表の起動順序の丸数字を指す。 

 

第57-9-(1.1.2-1)図 可搬型代替低圧電源車負荷積上げ（全交流動力電源喪

失） 
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1.2 重大事故等対処設備による直流電源の供給 

1.2.1 所内常設直流電源設備 

全交流動力電源喪失時に直流電源を供給する設計基準事故対処設備と

して，非常用の常設蓄電池を設置している。非常用の常設蓄電池は，3系

統5組のそれぞれ独立した蓄電池で構成する。 

非常用の常設蓄電池のうち，125VＡ系蓄電池及びＢ系蓄電池（区分Ⅰ及

びⅡ）は全交流動力電源喪失から約1時間後に中央制御室内にて，約8時間

後には現場分電盤にて不要な負荷の切り離しを行うことで，電源が必要な

設備に約24時間以上供給できる容量設計とする。 

非常用の常設蓄電池のうち，中性子モニタ用蓄電池Ａ系及びＢ系は全交

流動力電源喪失から，電源が必要な設備に約24時間以上供給できる容量設

計とする。 

全交流動力電源喪失１時間後に中央制御室にて，8時間後以降に原子炉

建屋附属棟地下1階の電気室の直流125V主母線盤，直流125V MCC又は直流

125V計装用分電盤にて125V Ａ系蓄電池及びＢ系の不要負荷の切り離し

を行うことで，合計24時間以上にわたって直流電源を供給することが可能

な設計とする。これは，有効性評価における全交流動力電源喪失を想定す

るシナリオのうち「全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」における評価条件

（24時間にわたり交流電源が回復しない）も満足するものである。 

各蓄電池の容量評価については，57-5 容量設定根拠に示す。 

所内常設直流電源設備の回路構成については，57-3 系統図に示す。
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1.2.2 可搬型代替直流電源設備 

重大事故等対処設備として設置している常設蓄電池（非常用の常設蓄電

池（区分Ⅰ，Ⅱ）と兼用）との多様化を図り，機動的な事故対応を行うた

めの可搬型重大事故等対処設備として，可搬型代替低圧電源車，可搬型整

流器，可搬型整流器用変圧器及び代替所内電気設備を組み合わせた可搬型

代替直流電源設備を配備する設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，全交流動力電源喪失時に常設蓄電池が故障

又は枯渇した場合に，常設蓄電池に代わり，直流電源を必要な機器に供給

する。 

可搬型整流器の容量は，24時間にわたり高圧代替注水系等の重大事故等

の対処に必要な直流設備の容量(Ａ系：29.9kW,Ｂ系：27.4kW,緊急用：

18.6kW)に対し，十分な容量（60.0kW）を確保しており，また可搬型代替

低圧電源車へは継続的に燃料給油を行うことで，24時間以上にわたって直

流電源を供給できる設計とする。 

可搬型代替低圧電源車の燃料（軽油）は，構内に設けた可搬型設備用軽

油タンク及びタンクローリにより重大事故等発生後7日間は事故収束対応

を維持できる容量以上の燃料を確保する設計とする。 

可搬型整流器の容量評価については，57-5 容量設定根拠に示す。 

可搬型代替直流電源設備の回路構成については，57-3 系統図に示す。 
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1.3 代替所内電気設備による給電 

設置許可基準規則の第47条，48条，及び49条の重大事故防止設備は，設

計基準事故対処設備に対して，多様性及び独立性を有し，位置的分散を図

ることを要求されている。 

このため，第47条の低圧代替注水系（常設），第48条の格納容器圧力逃

がし装置及び耐圧強化ベント系及び第49条の代替格納容器スプレイ冷却

系（常設）への電源供給については，設計基準事故対処設備である非常用

所内電気設備5系統が機能喪失した場合にも，必要な重大事故防止設備へ

電力を供給するため，非常用所内電気設備と独立性を有し，位置的分散を

図る代替所内電気設備を設ける設計とする。 

なお，設置許可基準規則第51条の格納容器下部注水系における格納容器

下部注水系ペデスタル注水弁，格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン

隔離弁，格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン流量調整弁，格納容器

下部注水系ペデスタル注入流量調整弁については，多重性及び位置的分散

を図った非常用所内電気設備又は代替所内電気設備を経由し代替交流電

源設備から給電可能な設計としている。 

 

【機能喪失を想定する所内電気設備】 

原子炉建屋附属棟1階～地下2階に設置する電気室の5系統の非常用所内

電気設備 

・Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ(交流6.9kV) 

・Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ(交流480V) 

・ＭＣＣ ２Ｃ・２Ｄ(交流480V) 

・直流125V２Ａ・２Ｂ・ＨＰＣＳ（直流125V） 

・中性子モニタ２Ａ・２Ｂ（±24V） 
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この場合，非常用所内電気設備の5系統（Ｍ／Ｃ，Ｐ／Ｃ，ＭＣＣ，直

流125V系統，中性子モニタ系統）が機能を喪失しても，代替所内電気設備

を使用することにより，原子炉又は格納容器を安定状態に収束させること

が可能な設計とする。 

代替所内電気設備による給電に使用する設備は以下のとおりである。 

(第57-9-(1.3-1)図) 

・常設代替高圧電源装置 

・緊急用断路器 

・緊急用Ｍ／Ｃ 

・緊急用動力変圧器 

・緊急用Ｐ／Ｃ 

・緊急用ＭＣＣ 

・緊急用電源切替盤 

・軽油貯蔵タンク 

・常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプ 

・可搬型代替低圧電源車接続盤 

・可搬型代替直流電源設備用電源切替盤 

・緊急用直流125V主母線盤 

・緊急用直流125VＭＣＣ 

・緊急用直流125V計装用分電盤 

・緊急用125V蓄電池 

 

(1) 多重性又は多様性 

常設代替交流電源設備，常設代替直流電源設備及び代替所内電気設備

は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備，非常用直流電源
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設備及び非常用所内電気設備と同時にその機能が損なわれないように，

多重性又は多様性を図った設計とする。常設代替交流電源設備の多重性

及び多様性を，第57-9-(1.3-1)表に，常設代替直流電源設備の多重性及

び多様性を，第57-9-(1.3-2)表に，代替所内電気設備の多重性を，第

57-9-(1.3-3)表に示す。 

 

第 57-9-(1.3-1)表 常設代替交流電源設備の多重性又は多様性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 

(Ｄ／Ｇ) 

常設代替交流電源設備 

（常設代替高圧電源装置） 

駆動方式 ディーゼル発電 ディーゼル発電 

冷却方式 水冷 空冷 

 

第 57-9-(1.3-2)表 常設代替直流電源設備の多重性又は多様性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 

(125V ２Ａ,２Ｂ蓄電池) 

常設代替直流電源設備 

（緊急用 125V 蓄電池） 

駆動方式 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 

系統数 2 系統 1 系統 

 

第 57-9-(1.3-3)表 代替所内電気設備の多重性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

設備構成 

Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ～動力変圧器～

Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ～非常用ＭＣＣ

～緊急用電源切替盤 

125V２Ａ・２Ｂ蓄電池～緊急用電源

切替盤 

緊急用断路器～緊急用Ｍ／Ｃ～緊急

用動力変圧器～緊急用Ｐ／Ｃ～緊急

用ＭＣＣ～緊急用電源切替盤 

緊急用 125V 蓄電池～緊急用電源切

替盤 

 

(2) 独立性 

常設代替交流電源設備，常設代替直流電源設備及び代替所内電気設備

は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備，非常用直流電源

設備及び非常用所内電気設備と共通要因故障に対して機能を損なわな

い設計とする。常設代替交流電源設備，常設代替直流電源設備，代替所

内電気設備の独立性を，第57-9-(1.3-4)表に示す。  
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第 57-9-(1.3-4)表 常設代替交流電源設備，代替所内電気設備の独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 

非常用直流電源設備 

非常用所内電気設備 

常設代替交流電源設備 

常設代替直流電源設備 

代替所内電源設備 

共通

要因

故障 

地

震

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備，非常用直流電源設備及び非常

用所内電気設備は耐震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備である常設代替

交流電源設備，常設代替直流電源設備及び代替所内電気設備は基準地震動Ｓ

ｓで機能維持できる設計とすることで，基準地震動Ｓｓが共通要因となり故

障することのない設計とする。 

津

波

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備，非常用直流電源設備及び非常

用所内電気設備は，防潮堤及び浸水防止設備の設置により，重大事故防止設

備である常設代替交流電源設備,常設代替直流電源設備及び代替所内電気設

備は，防潮堤及び浸水防止設備に加え，水密化された常設代替高圧電源装置

置場及び原子炉建屋附属棟に設置することで，津波が共通要因となって故障

することのない設計とする。 

火

災

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備，非常用直流電源設備及び非常

用所内電気設備と，重大事故防止設備である常設代替交流電源設備，常設代

替直流電源設備及び代替所内電気設備は，火災が共通要因となり故障するこ

とのない設計とする（「共－7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護

方針について」に示す）。 

溢

水

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備，非常用直流電源設備及び非常

用所内電気設備と，重大事故防止設備である常設代替交流電源設備，常設代

替直流電源設備及び代替所内電気設備は，溢水が共通要因となり故障するこ

とのない設計とする（「共－8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護

方針について」に示す）。 

 

(3) 位置的分散 

常設代替交流電源設備，常設代替直流電源設備及び代替所内電源設備

は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備，非常用直流電源

設備及び非常用所内電気設備と位置的分散を図っている。常設代替交流

電源設備の位置的分散を，第57-9-(1.3-5)表に，常設代替直流電源設備

の位置的分散を，第57-9-(1.3-6)表に，代替所内電気設備の位置的分散

を，第57-9-(1.3-7)表に示す。具体的な電源設備の単線結線図を，第

57-9-(1.3-1)図に示す。 

 

第 57-9-(1.3-5)表 常設代替交流電源設備の位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 

(Ｄ／Ｇ) 

常設代替交流電源設備 

(常設代替高圧電源装置) 

設置場所 原子炉建屋附属棟地下 1 階 常設代替高圧電源装置置場 
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第 57-9-(1.3-6)表 常設代替直流電源設備の位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 

(125V ２Ａ,２Ｂ蓄電池) 

常設代替交流電源設備 

（緊急用 125V 蓄電池） 

設置場所 原子炉建屋附属棟中 1 階及び 1 階 常設代替高圧電源装置置場 

 

第 57-9-(1.3-7)表 代替所内電気設備の位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

設
置
場
所 

Ｍ／Ｃ 原子炉建屋附属棟 常設代替高圧電源装置置場 

動力変圧器 原子炉建屋附属棟 原子炉建屋廃棄物処理棟 

Ｐ／Ｃ 原子炉建屋附属棟 原子炉建屋廃棄物処理棟 

ＭＣＣ 原子炉建屋附属棟 原子炉建屋廃棄物処理棟 

直流 125V 原子炉建屋附属棟 常設代替高圧電源装置置場 

 

(4) 接近性の確保 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発

生した場合において，代替交流電源からの電力を確保するために，以下

のとおり，原子炉建屋附属棟（非管理区域）中1階～地下2階に設置して

いる非常用所内電気設備ヘアクセス可能な設計とすることにより，接近

性を確保する設計とする。 

 

屋内のアクセスルートに影響を与えるおそれがある以下の事象につ

いて評価した結果は以下のとおり。 

 

ａ．地震時の影響・・・プラントウォークダウンにて確認した結果問題 

なし。 

ｂ．地震随伴火災の影響・・・アクセスルート近傍に地震随伴火災の火

災源となる機器が設置されているが，基

準地震力に対して耐震性が確保されてい

ることから問題なし。 
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ｃ．地震随伴溢水の影響・・・アクセスルートとして通行する区画には

溢水源がなく，他区画からの溢水の流入

もないことから，問題なし。 

詳細は「1.0 重大事故等対処における共通事項 1.0.2 共通事項 

(1)重大事故等対処設備 ②アクセスルートの確保」参照 

 

なお，原子炉建屋附属棟（非管理区域）中1階～地下2階からのルート

に加えて，同階を経由せず，地上1階から接近可能な代替所内電気設備

を原子炉建屋廃棄物処理棟1階（管理区域）に設置することにより，接

近性の向上を図る設計とする。 

 

(5) 電動弁への電源供給 

第47条の低圧代替注水系（常設），第48条の格納容器圧力逃がし装置

及び耐圧強化ベント系及び第49条の代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

の電動弁は代替所内電気設備から電源供給が可能な設計とする。 

第48条の格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の電動弁は，

常設代替交流電源設備（常設代替高圧電源装置）から非常用所内電気設

備を経由し受電する設計とする。一方，非常用所内電気設備が使用不能

となる場合を想定し，格納容器圧力逃がし装置の電動弁には，動作原理

の異なる多様性を有した駆動方式である人力にて開閉操作が可能な設

計とする。 

 

(6) 計装装置への電源供給 

計装装置への電源供給は，緊急用ＭＣＣ（緊急用直流125V充電器含む）

から電源供給が可能な設計とする。  
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1.3.1 低圧代替注水系（常設）[47条] 

低圧代替注水系（常設）は重大事故等時に炉心に低圧注水するための常

設設備であり，当該設備に対応する設計基準対象施設は，「残留熱除去系

（低圧注水系）」及び「低圧炉心スプレイ系」である。 

低圧代替注水系（常設），残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心ス

プレイ系の系統概要図（常設低圧代替注水系ポンプによる注水）を，第

57-9-(1.3.1-1)図に示す。 

低圧代替注水系（常設），残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心ス

プレイ系の系統概要図（可搬型代替注水大型ポンプによる注水）を，第

57-9-(1.3.1-2)図に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）の主要設備を，第57-9-(1.3.1-1)表に示す。 
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第 57-9-(1.3.1-1)表 低圧代替注水系（常設）の主要設備について 

機能 重大事故防止設備 設計基準事故対処設備 

－ ・低圧代替注水系 
・残留熱除去系(低圧注水系) 

低圧炉心スプレイ系 

ポンプ 
・常設低圧代替注水系ポンプ(Ａ），

(Ｂ） 

<残留熱除去系> 

・残留熱除去系ポンプ（低圧注水

系） 

<低圧炉心スプレイ系> 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ 

電動弁 

（状態表示

を含む） 

・常設低圧代替注水系ポンプ出口

弁(Ａ),(Ｂ) 

・原子炉注水弁 

・原子炉圧力容器注水流量調整弁

（ＲＨＲ側） 

・残留熱除去系注入弁(Ｃ) 

・原子炉注水弁（ＬＰＣＳ） 

・原子炉圧力容器注水流量調整弁

（ＬＰＣＳ側） 

・低圧炉心スプレイ注入弁 

<残留熱除去系> 

・残留熱除去系注入弁 

<低圧炉心スプレイ系> 

・低圧炉心スプレイ系注入弁 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ入口

弁 

計装設備 

･原子炉水位（広帯域） 

･原子炉水位（燃料域） 

･原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

･原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

･原子炉圧力 

･原子炉圧力（ＳＡ） 

･低圧代替注水系原子炉注水流量 

･代替淡水貯槽水位 

･常設低圧代替注水系ポンプ吐出

圧力 

<残留熱除去系> 

・残留熱除去系系統流量 

・残留熱除去系ボンプ吐出圧力 

<低圧炉心スプレイ系> 

・低圧炉心スプレイ系系統流量 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出

圧力 

 

常設低圧代替注水系ポンプは，原子炉建屋南側の常設低圧代替注水系格

納槽に，残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプは原子炉建屋

原子炉棟に設置し，位置的分散を図る設計とする。 (第57-9-(1.3.1-3)～

(1.3.1-4)図) 

低圧代替注水系（常設）は，第57-9-(1.3.1-5)図のとおり常設代替高圧

電源装置置場に設置する常設代替高圧電源装置から代替所内電気設備を

経由し，残留熱除去系(低圧注水系)は，第57-9-(1.3.1-5)図のとおり原子

炉建屋附属棟地下1階に設置するＤ／Ｇから非常用所内電気設備を経由し

て電源を受電できる設計としており，常設代替高圧電源装置及びＤ／Ｇ，

代替所内電気設備と非常用所内電気設備とは，それぞれ位置的分散を図る
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設計とする。 

また，低圧代替注水系（常設）使用時の機器への電路と残留熱除去系(低

圧注水系)使用時の機器への電路とは，米国電気電子工学学会(IEEE)規格

384(1992年版)の分離距離を確保することにより独立性を有する設計とす

る。（第57-9-(1.3.1-5)図） 

具体的な電路として，単線結線図及び電路ルート図の一覧を，第

57-9-(1.3.1-2)表に示す。 

 

第57-9-(1.3.1-2)表 単線結線図及び電路ルート図の一覧 低圧代替注水

系(47条) 

 図番号 ページ 

計装設備用 

（第57-9-(1.3.1-3)表） 
第57-9-(47-1～5)図 57-9-77～81 

動力用 

（第57-9-(1.3.1-5)図） 

（第57-9-(1.3.1-4)表） 

第57-9-(47-6～11)図 57-9-82～87 

 

電動弁の制御回路は，非常用所内電気設備からの受電時と代替所内電気

設備からの受電時とで，別々に設置する。（第57-9-(1.3.1-6)図，第

57-9-(1.3.1-7)図）  
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第57-9-(1.3.1-3)表 計装設備用電路 低圧代替注水系（常設）（47条） 

（１／２） 

重大事故防止設備 設計基準事故対処設備 

S1 

原子炉圧力

（PT-B22-N05

1A） 

中央制

御室 

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟 3 階 

D1

残留熱除去

系(A)系統流

量 

中央制御室 

（H13-P601）

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟地下1階

S2 

原子炉圧力

（PT-B22-N05

1B） 

中央制

御室 

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟 3 階 

D2

残留熱除去

系ポンプ(A)

吐出圧力 

中央制御室 

（H13-P925）

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟地下1階

S3 

原子炉圧力

（SA）

（PT-B22-N07

1B） 

中央制

御室 

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟 3 階 

D3

残留熱除去

系(B)系統流

量 

中央制御室 

（H13-P601）

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟地下1階

S4 

原子炉圧力

（SA）

（PT-B22-N07

1D） 

中央制

御室 

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟 3 階 

D4

残留熱除去

系ポンプ(B)

吐出圧力 

中央制御室 

（H13-P926）

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟地下1階

S5 

原子炉水位

（広帯域）

（LT-B22-N09

1A） 

中央制

御室 

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟 3 階 

D5

残留熱除去

系(C)系統流

量 

中央制御室 

（H13-P601）

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟地下1階

S6 

原子炉水位

（広帯域）

（LT-B22-N09

1B） 

中央制

御室 

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟 3 階 

D6

残留熱除去

系ポンプ(C)

吐出圧力 

中央制御室 

（H13-P926）

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟地下1階

S7 
原子炉水位

（SA 広帯域）

中央制

御室 

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟 3 階 

D7

低圧炉心ス

プレイ系系

統流量 

中央制御室 

（H13-P601）

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟地下1階

S8 

原子炉水位

（燃料域）

（LT-B22-N04

4A） 

中央制

御室 

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟 2 階 

D8

低圧炉心ス

プレイ系ポ

ンプ吐出圧

力 

中央制御室 

（H13-P925）

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟地下1階

S9 

原子炉水位

（燃料域）

（LT-B22-N04

4B） 

中央制

御室 

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟 2 階 

― ― ― ― 

S10 
原子炉水位

（SA 燃料域）

中央制

御室 

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟 2 階 

― ― ― ― 

※１：供給元：常設／可搬 

※２：狭帯域流量 

※３：供給元：可搬 
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第57-9-(1.3.1-3)表 計装設備用電路 低圧代替注水系（常設）（47条） 

（２／２） 

重大事故防止設備 設計基準事故対処設備 

S11 

低圧代替注水

系原子炉注水

流量（FT-210）
※１ 

中央制

御室 

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟 3 階 

― ― ― ― 

S12 

低圧代替注水

系原子炉注水

流量（FT-220）
※２ 

中央制

御室 

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟 3 階 

― ― ― ― 

S13 

低圧代替注水

系原子炉注水

流量（FT-402）
※３ 

中央制

御室 

現場計器

原子炉建

屋原子炉

棟 3 階 

― ― ― ― 

S14 
代替淡水貯槽

水位 

中央制

御室 

現場計器

常設低圧

代替注水

系格納槽

― ― ― ― 

S15 

常設低圧代替

注水系ポンプ

(A)吐出圧力

中央制

御室 

現場計器

常設低圧

代替注水

系格納槽

― ― ― ― 

S16 

常設低圧代替

注水系ポンプ

(B)吐出圧力

中央制

御室 

現場計器

常設低圧

代替注水

系格納槽

― ― ― ― 

 

※１：供給元：常設／可搬 

※２：狭帯域流量 

※３：供給元：可搬 
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第57-9-(1.3.1-4)表 動力用電路 低圧代替注水系（常設）（47条） 

重大事故防止設備 設計基準事故対処設備 

S1 緊急用 MCC 
残留熱除去系 

注入弁（Ｃ） 
D1 MCC 2C-3/3B 

残留熱除去系 

熱交換器（Ａ）出口弁

S2 緊急用 MCC 
常設低圧代替注水系 

ポンプ出口弁（Ａ） 
D2 MCC 2C-3/4E 

残留熱除去系 

熱交換器（Ａ）入口弁

S3 緊急用 MCC 
常設低圧代替注水系 

ポンプ出口弁（Ｂ） 
D3 MCC 2C-5/6D 

残留熱除去系熱交換

器（Ａ）バイパス弁 

S4 緊急用 MCC 
原子炉注水弁 

(ＲＨＲ側) 
D4 MCC 2C-8/2D 

残留熱除去系 

注入弁（Ａ） 

S5 緊急用 MCC 
原子炉圧力容器注水流

量調整弁（ＲＨＲ側）
D5 MCC 2D-3/3B 

残留熱除去系 

熱交換器（Ｂ）出口弁

S6 緊急用 P/C 
常設低圧代替注水系 

ポンプ（Ａ） 
D6 MCC 2D-3/4E 

残留熱除去系 

熱交換器（Ｂ）入口弁

S7 緊急用 P/C 
常設低圧代替注水系 

ポンプ（Ｂ） 
D7 MCC 2D-3/5E 

残留熱除去系 

熱交換器（Ｂ） 

バイパス弁 

S8 緊急用 MCC 低圧炉心スプレイ系 

注入弁 D8 MCC 2D-7/5A 
残留熱除去系注入弁 

（Ｃ） 

S9 緊急用 MCC 原子炉注水弁 

（ＬＰＣＳ） D9 MCC 2D-8/2C 
残留熱除去系注入弁 

（Ｂ） 

S10 緊急用 MCC 原子炉圧力容器注水流

量調整弁（ＬＰＣＳ側）
D10 M/C 2C/2 

残留熱除去系ポンプ

(Ａ) 

― ― ― D11 M/C 2D/2 
残留熱除去系ポンプ 

(Ｂ) 

― ― ― D12 M/C 2D/3 
残留熱除去系ポンプ 

(Ｃ) 

― ― ― D13 M/C 2C/9 
低圧炉心スプレイ系

ポンプ 

― ― ― D14 MCC 2C-8/9D 
低圧炉心スプレイ系 

注入弁 

― ― ― D15 MCC 2C-5/4E 
低圧炉心スプレイ系

ポンプ入口弁 

― ― ― D16 MCC 2C-3/3E 
残留熱除去系ポンプ

入口弁（Ａ） 

― ― ― D17 MCC 2D-3/3E 
残留熱除去系ポンプ

入口弁（Ｂ） 

― ― ― D18 MCC 2D-5/4D 
残留熱除去系ポンプ

入口弁（Ｃ） 
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第57-9-(1.3.1-6)図 緊急用電源切替盤系統図（ＭＣＣ ２Ｃ又は２Ｄから

電源供給時） 

 

 

 
 

第 57-9-(1.3.1-7)図 緊急用電源切替盤系統図（緊急用ＭＣＣから電源供

給時） 
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1.3.2 格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系（４８条） 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，重大事故等時に格納

容器内を冷却するための常設設備であり，当該設備に対応する設計基準対

象施設は「残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）」である。 

格納容器圧力逃がし装置の系統概要図を，第57-9-(1.3.2-1)図に，耐圧

強化ベント系の系統概要図を，第57-9-(1.3.2-2)図に示す。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の主要設備を第

57-9-(1.3.2-1)表に示す。 
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第 57-9-(1.3.2-1)表 格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の

主要設備について 
機能 重大事故防止設備 設計基準事故対処設備 

－ 

・格納容器圧力逃がし装置 

(フィルタ装置) 

・耐圧強化ベント系 

・残留熱除去系 

(格納容器スプレイ冷却系) 

ポンプ － 
・残留熱除去系ポンプ 

（格納容器スプレイ冷却系） 

電動弁 

（状態表示

を含む） 

<格納容器圧力逃がし装置> 

・一次隔離弁（Ｓ／Ｃ側） 

・一次隔離弁（Ｄ／Ｗ側） 

・二次隔離弁（Ａ） 

・二次隔離弁（Ｂ） 

<耐圧強化ベント系> 

・一次隔離弁（Ｓ／Ｃ側） 

・一次隔離弁（Ｄ／Ｗ側） 

・耐圧強化ベント系二次隔離弁 

・耐圧強化ベント系一次隔離弁 

 

・残留熱除去系Ｄ／Ｗスプレイ弁

・残留熱除去系Ｓ／Ｐスプレイ弁

計装設備 

<格納容器圧力逃がし装置> 

・フィルタ装置水位 

・フィルタ装置圧力 

・フィルタ装置スクラビング水温

度 

・フィルタ装置出口放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ） 

・フィルタ装置入口水素濃度 

・ドライウェル雰囲気温度 

・サプレッション・チェンバ雰囲

気温度 

・ドライウェル圧力 

・サプレッション・チェンバ圧力

<耐圧強化ベント系> 

・ドライウェル雰囲気温度 

・サプレッション・チェンバ雰囲

気温度 

・ドライウェル圧力 

・サプレッション・チェンバ圧力

・耐圧強化ベント系放射線モニタ

・残留熱除去系系統流量 

・残留熱除去系ボンプ吐出圧力 

・残留熱除去系熱交換器入口温度

・残留熱除去系熱交換器出口温度
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耐圧強化ベント系及び残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，原

子炉建屋原子炉棟内に設置，格納容器圧力逃がし装置はフィルタ装置格納

槽に設置し，位置的分散を図る設計とする。（第57-9-(1.3.2-3)図） 

 

格納容器圧力逃がし装置，耐圧強化ベント系の電動弁は，常設代替高圧

電源装置から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備を経由し，電源を

受電することが可能な設計とする。一方，電源が喪失した場合を想定し，

動作原理の異なる多様性を有した駆動方式である人力にて開閉操作が可

能な設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベントの計装設備は，第

57-9-(1.3.2-4)～(1.3.2-5)図のとおり，常設代替高圧電源装置置場に設

置する常設代替高圧電源装置から代替所内電気設備を経由し，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却系）は，第57-9-(1.3.2-4)～(1.3.2-5)図に示

す原子炉建屋附属棟地下1階に設置するＤ／Ｇから非常用所内電気設備を

経由して電力を受電できる設計とし，常設代替高圧電源装置とＤ／Ｇ，代

替所内電気設備と非常用所内電気設備とは，それぞれ位置的分散を図る設

計とする。また，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系使用時の

機器への電路と残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）使用時の機器へ

の電路とは，米国電気電子工学学会（IEEE）規格384（1992年版）の分離

距離を確保することにより独立性を有する設計とする。(第

57-9-(1.3.2-4)～(1.3.2-5)図) 

単線結線図及びルート図の一覧を，第57-9-(1.3.2-2)表に示す。 
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第57-9-(1.3.2-2)表 単線結線図及び電路ルート図 耐圧強化ベント系，格

納容器圧力逃がし装置(48条) 

 図番号 ページ 

計装設備用 

（第57-9-(1.3.2-3)表）
第57-9-(48-1～7)図 57-9-88～94 

動力用 

（第57-9-(1.3.2-4)～

(1.3.2-5)図） 

（第57-9-(1.3.2-4)表）

第57-9-(48-8～14)図 57-9-95～101 

 

  



57-9-48 

 

第57-9-(1.3.2-3)表 計装用電路 耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし

装置（48条）(１／２) 

重大事故防止設備 設計基準事故対処設備 

S1 

ドライウェル

雰囲気温度

（フランジ高

さ） 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 
D1

残留熱除去

系(A)系統

流量

（FT-E12-N

015A） 

中央制御室 

（H13-P601）

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟 

地下 1 階 

S2 

ドライウェル

雰囲気温度

（フランジ高

さ） 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 
D2

残留熱除去

系ポンプ

(A)吐出圧

力

（PT-E12-N

056A） 

中央制御室 

（H13-P925）

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟 

地下 1 階 

S3 
ドライウェル

雰囲気温度

（TAF 高さ）

中央制

御室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 
D3

残留熱除去

系(B)系統

流量

（FT-E12-N

015B） 

中央制御室 

（H13-P601）

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟 

地下 1 階 

S4 
ドライウェル

雰囲気温度

（TAF 高さ）

中央制

御室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 
D4

残留熱除去

系ポンプ

(B)吐出圧

力

（PT-E12-N

056B） 

中央制御室 

（H13-P926）

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟 

地下 1 階 

S5 

ドライウェル

雰囲気温度

（機器ハッチ

高さ） 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 
D5

残留熱除去

系熱交換器

(A)入口温

度 

中央制御室 

（H13-P614）

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟 1

階 

S6 

ドライウェル

雰囲気温度

（機器ハッチ

高さ） 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 
D6

残留熱除去

系熱交換器

(A)出口温

度 

中央制御室 

（H13-P614）

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟地

下 1 階 

S7 
サプレッショ

ン・チェンバ

雰囲気温度 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 
D7

残留熱除去

系熱交換器

(B)入口温

度 

中央制御室 

（H13-P614）

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟 1

階 

S8 
サプレッショ

ン・チェンバ

雰囲気温度 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 
D8

残留熱除去

系熱交換器

(B)出口温

度 

中央制御室 

（H13-P614）

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟地

下 1 階 

S9 

ドライウェル

圧力

（PT-26-79.6

0） 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟 4

階 

― ― ― ― 
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第 57-9-(1.3.2-3)表 計装用電路 耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃が

し装置（48 条）(２／２) 

重大事故防止設備 設計基準事故対処設備 

S10 

サプレッショ

ン・チェンバ

圧力

（PT-26-79.6

1） 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉建

屋原子炉

棟 1 階 

― ― ― ― 

S11 
フィルタ装置

水位 

中央制

御室 

現場計器 

格納容器

圧力逃が

し装置フ

ィルタ装

置格納槽 

― ― ― ― 

S12 
フィルタ装置

水位 

中央制

御室 

現場計器 

格納容器圧

力逃がし装

置フィルタ

装置格納槽

― ― ― ― 

S13 
フィルタ装置

圧力 

中央制

御室 

現場計器 

格納容器圧

力逃がし装

置フィルタ

装置格納槽

― ― ― ― 

S14 

フィルタ装置

スクラビング

水温度 

中央制

御室 

現場計器 

格納容器圧

力逃がし装

置フィルタ

装置格納槽

― ― ― ― 

S15 

フィルタ装置

出口放射線 

モニタ（高レ

ンジ） 

中央制

御室 

現場計器 

廃棄物処理

棟 1 階 

― ― ― ― 

S16 

フィルタ装置

出口放射線 

モニタ（低レ

ンジ） 

中央制

御室 

現場計器 

廃棄物処理

棟 1 階 

― ― ― ― 

S17 

フィルタ装置

出口放射線 

モニタ（高レ

ンジ） 

中央制

御室 

現場計器 

屋外（原子炉

建屋南側外

壁面） 

― ― ― ― 

S18 
フィルタ装置

入口水素濃度

中央制

御室 

現場計器 

廃棄物処

理棟 3 階 

― ― ― ― 

S19 
フィルタ装置

入口水素濃度

中央制

御室 

現場計器 

廃棄物処

理棟 3 階 

― ― ― ― 

S20 

耐圧強化ベン

ト系放射線 

モニタ 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉建

屋原子炉

棟 5 階 

― ― ― ― 
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第57-9-(1.3.2-4)表 動力用電路 格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化

ベント系（48条） 

重大事故防止設備 設計基準事故対処設備 

S1 
緊急用 125V 

直流 MCC 
一次隔離弁（Ｓ／Ｃ側） D1 MCC 2C-9/6C 

残留熱除去系（Ａ） 

Ｄ／Ｗスプレイ弁

（Ａ） 

S2 
緊急用 125V 

直流 MCC 
一次隔離弁（Ｄ／Ｗ側） D2 MCC 2D-3/5C 

残留熱除去系（Ｂ） 

Ｄ／Ｗスプレイ弁

（Ａ） 

S3 
緊急用 125V 

直流 MCC 
二次隔離弁（Ａ） D3 MCC 2C-5/4C 残留熱除去系（Ａ） 

Ｓ／Ｐスプレイ弁 

S4 
緊急用 125V 

直流 MCC 
二次隔離弁（Ｂ） D4 MCC 2D-3/6E 残留熱除去系（Ｂ） 

Ｓ／Ｐスプレイ弁 

S5 緊急用 MCC 
耐圧強化ベント系一次

隔離弁 
D5 MCC 2C-9/6B 

残留熱除去系（Ａ） 

Ｄ／Ｗスプレイ弁

（Ｂ） 

S6 緊急用 MCC 
耐圧強化ベント系二次

隔離弁 
D6 MCC 2D-3/4B 

残留熱除去系（Ｂ） 

Ｄ／Ｗスプレイ弁 

（Ｂ） 

― ― ― D7 M/C 2C/2 
残留熱除去系ポンプ

(Ａ) 

― ― ― D8 M/C 2D/2 
残留熱除去系ポンプ 

(Ｂ) 

― ― ― D9 MCC 2C-3/3E 
残留熱除去系ポンプ

入口弁（Ａ） 

― ― ― D10 MCC 2D-3/3E 
残留熱除去系ポンプ

入口弁（Ｂ） 

― ― ― D11 MCC 2C-3/3B 
残留熱除去系 

熱交換器（Ａ）出口弁

― ― ― D12 MCC 2C-3/4E 
残留熱除去系 

熱交換器（Ａ）入口弁

― ― ― D13 MCC 2C-5/6D 
残留熱除去系熱交換

器（Ａ）バイパス弁 

― ― ― D14 MCC 2D-3/3B 
残留熱除去系 

熱交換器（Ｂ）出口弁

― ― ― D15 MCC 2D-3/4E 
残留熱除去系 

熱交換器（Ｂ）入口弁

― ― ― D16 MCC 2D-3/5E 

残留熱除去系 

熱交換器（Ｂ） 

バイパス弁 
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1.3.3 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）[49条] 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は重大事故等時に格納容器内を冷

却するための常設設備であり，当該設備が対応する設計基準対象施設は

「残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）」である。 

代替格納容器スプレイ冷却系及び残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系）の系統概要図を, 第57-9-(1.3.3-1)図に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系の主要設備を，第57-9-(1.3.3-1)表に示す。 

 

第57-9-(1.3.3-1)表 代替格納容器スプレイ冷却系の主要設備について 

機能 重大事故防止設備 設計基準事故対処設備 

－ ・代替格納容器スプレイ冷却系 
・残留熱除去系 

(格納容器スプレイ冷却系) 

ポンプ ・常設低圧代替注水系ポンプ 
・残留熱除去系ポンプ 

（格納容器スプレイ冷却系） 

電動弁(状態

表示を含む)

・残留熱除去系（Ｂ）Ｄ／Ｗスプ

レイ弁（Ａ） 

・残留熱除去系（Ｂ）Ｄ／Ｗスプ

レイ弁（Ｂ） 

・代替格納容器スプレイ注水弁 

・代替格納容器スプレイ流量調整

弁 

・残留熱除去系Ｄ／Ｗスプレイ弁

・残留熱除去系Ｓ／Ｐスプレイ弁

計装設備 

・低圧代替注水系格納容器スプレ

イ流量 

・常設低圧代替注水系ポンプ吐出

圧力 

・ドライウェル雰囲気温度 

・サプレッション・チェンバ雰囲

気温度 

・ドライウェル圧力 

・サプレッション・チェンバ圧力

・サプレッション・プール水位 

・残留熱除去系系統流量 

・残留熱除去系ボンプ吐出圧力 

・残留熱除去系熱交換器入口温度

・残留熱除去系熱交換器出口温度

 

代替格納容器スプレイ冷却系のポンプは常設低圧代替注水系格納槽に

設置，残留熱除去系ポンプは原子炉建屋原子炉棟に設置し，位置的分散を

図る設計とする。（第57-9-(1.3.3-2)～(1.3.3-3)図） 

代替格納容器スプレイ冷却系は，第57-9-(1.3.3-4)図のとおり屋外に設
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置する常設代替高圧電源装置から代替所内電気設備を経由し，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却系）は，第57-9-(1.3.3-4)図のとおり原子炉建

屋附属棟地下１階に設置するＤ／Ｇから非常用所内電気設備を経由して

電源を受電できる設計としており，常設代替高圧電源装置とＤ／Ｇ，代替

所内電気設備と非常用所内電気設備とは，それぞれ位置的分散を図る設計

とする。また，低圧注水系使用時の機器への電路と残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却系）使用時の機器への電路とは，米国電気電子工学学会

（IEEE）規格384（1992年版）の分離距離を確保することにより，独立性

を有する設計とする。（第57-9-(1.3.3-4)図） 

具体的な電路については，第57-9-(1.3.3-2)表に単線結線図及びルート

図を記載した箇所について示す。 

 

第57-9-(1.3.3-2)表 電路ルート図 代替格納容器スプレイ冷却系(49条) 

 図番号 頁 

計装設備用 

(第 57-9-(1.3.3-3)表) 
第57-9-(49-1～8)図 57-9-102～109 

動力用 

(第 57-9-(1.3.3-4)図)  

(第 57-9-(1.3.3-4)表) 

第57-9-(49-9～14)図 57-9-110～115 



57-9-58 

 

第57-9-(1.3.3-3)表 計装設備用電路 代替格納容器スプレイ冷却系（49条）

（１／２） 

重大事故防止設備 設計基準事故対処設備 

S1 

低圧代替注水

系格納容器ス

プレイ流量 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉建

屋原子炉

棟地下1階

D1

残留熱除去

系(A)系統

流量

（FT-E12-N

015A） 

中央制御室 

（H13-P601）

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟 

地下 1 階 

S2 

低圧代替注水

系格納容器ス

プレイ流量 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉建

屋原子炉

棟 3 階 

D2

残留熱除去

系ポンプ

(A)吐出圧

力

（PT-E12-N

056A） 

中央制御室 

（H13-P925）

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟 

地下 1 階 

S3 

ドライウェル

雰囲気温度

（フランジ高

さ） 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉格

納容器内 

D3

残留熱除去

系(B)系統

流量

（FT-E12-N

015B） 

中央制御室 

（H13-P601）

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟 

地下 1 階 

S4 

ドライウェル

雰囲気温度

（フランジ高

さ） 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉格

納容器内 

D4

残留熱除去

系ポンプ

(B)吐出圧

力

（PT-E12-N

056B） 

中央制御室 

（H13-P926）

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟 

地下 1 階 

S5 

ドライウェル

雰囲気温度

（TAF 高さ）

中央制

御室 

現場計器 

原子炉格

納容器内 

D5

残留熱除去

系熱交換器

(A)入口温

度 

中央制御室 

（H13-P614）

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟 

1 階 

S6 

ドライウェル

雰囲気温度

（TAF 高さ）

中央制

御室 

現場計器 

原子炉格

納容器内 

D6

残留熱除去

系熱交換器

(A)出口温

度 

中央制御室 

（H13-P614）

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟 

地下 1 階 

S7 

ドライウェル

雰囲気温度

（機器ハッチ

高さ） 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉格

納容器内 

D7 

残留熱除去

系熱交換器

(B)入口温

度 

中央制御室 

（H13-P614）

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟 

1 階 

S8 

ドライウェル

雰囲気温度

（機器ハッチ

高さ） 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉格

納容器内 

D8 

残留熱除去

系熱交換器

(B)出口温

度 

中央制御室 

（H13-P614）

現場計器 

原子炉建屋

原子炉棟 

地下 1 階 

S9 

サプレッショ

ン・チェンバ

雰囲気温度 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉格

納容器内 

― ― ― ― 

S10 

サプレッショ

ン・チェンバ

雰囲気温度 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉格

納容器内 

― ― ― ― 

S11 

ドライウェル

圧力

（PT-26-79.6

0） 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉建

屋原子炉

棟 4 階 

― ― ― ― 
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第57-9-(1.3.3-3)表 計装設備用電路 代替格納容器スプレイ冷却系（49条）

（２／２） 

重大事故防止設備 設計基準事故対処設備 

S12 

サプレッショ

ン・チェンバ

圧力

（PT-26-79.6

1） 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉建

屋原子炉

棟 1 階 

― ― ― ― 

S13 

サプレッショ

ン・プール 

水位

（LT-26-79.6

0） 

中央制

御室 

現場計器 

原子炉建

屋原子炉

棟地下2階

― ― ― ― 

S14 

常設低圧代替

注水系ポンプ

(A)吐出圧力 

中央制

御室 

現場計器 

常設低圧

代替注水

系格納槽 

― ― ― ― 

S15 

常設低圧代替

注水系ポンプ

(B)吐出圧力 

中央制

御室 

現場計器 

常設低圧

代替注水

系格納槽 

― ― ― ― 
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第57-9-(1.3.3-4)表 動力用電路 代替格納容器スプレイ冷却系（49条） 

重大事故防止設備 設計基準事故対処設備 

S1 緊急用 MCC
残留熱除去系（Ｂ） 

Ｄ／Ｗスプレイ弁（Ａ）
D1 MCC 2C-3/3B

残留熱除去系熱交換器 

（Ａ）出口弁 

S2 緊急用 MCC
残留熱除去系（Ｂ） 

Ｄ／Ｗスプレイ弁（Ｂ）
D2 MCC 2C-3/4E

残留熱除去系熱交換器 

（Ａ）入口弁 

S3 緊急用 MCC
代替格納容器スプレイ注

水弁（ＲＨＲＢ側） 
D3 MCC 2C-5/6D

残留熱除去系熱交換器 

（Ａ）バイパス弁 

S4 緊急用 MCC
代替格納容器スプレイ流

量調整弁（ＲＨＲＢ側）
D4 MCC 2D-3/3B

残留熱除去系熱交換器 

（Ｂ）出口弁 

S5 
緊急用 P/C

常設低圧代替注水系 

ポンプ（Ａ） 
D5 MCC 2D-3/4E

残留熱除去系熱交換器 

（Ｂ）入口弁 

S6 緊急用 P/C
常設低圧代替注水系 

ポンプ（Ｂ） 
D6 MCC 2D-3/5E

残留熱除去系熱交換器 

（Ｂ）バイパス弁 

S7 緊急用 MCC
常設低圧代替注水系 

ポンプ出口弁（Ａ） 
D7 MCC 2C-9/6B

残留熱除去系（Ａ） 

Ｄ／Ｗスプレイ弁（Ａ）

S8 緊急用 MCC
常設低圧代替注水系 

ポンプ出口弁（Ｂ） 
D8 MCC 2C-9/6C

残留熱除去系（Ａ） 

Ｄ／Ｗスプレイ弁（Ｂ）

S9 緊急用 MCC
残留熱除去系（Ａ） 

Ｄ／Ｗスプレイ弁（Ａ）
D9 MCC 2D-3/4B

残留熱除去系（Ｂ） 

Ｄ／Ｗスプレイ弁（Ａ）

S10 緊急用 MCC
残留熱除去系（Ａ） 

Ｄ／Ｗスプレイ弁（Ｂ）
D10 MCC 2D-3/5C

残留熱除去系（Ｂ） 

Ｄ／Ｗスプレイ弁（Ｂ）

S11 緊急用 MCC
代替格納容器スプレイ注

水弁（ＲＨＲＡ側） D11 M/C 2C/2 残留熱除去系ポンプ（Ａ）

S12 緊急用 MCC
代替格納容器スプレイ流

量調整弁（ＲＨＲＡ側）
D12 M/C 2D/2 残留熱除去系ポンプ（Ｂ）

― ― ― D13 MCC 2C-3/3F
残留熱除去系ポンプ 

（Ａ）入口弁 

― ― ― D14 MCC 2D-3/3E
残留熱除去系ポンプ 

（Ｂ）入口弁 
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1.3.4 格納容器下部注水系[51条] 

格納容器下部注水系は，炉心の著しい損傷が発生した場合において格

納容器の破損を防止するため，溶融し，格納容器の下部に落下した炉心

を冷却するための常設設備である。 

格納容器下部注水系の系統概要図を，第 57-9-(1.3.4-1)～(1.3.4-2)

図に示す。 

格納容器下部注水系の主要設備を，第 57-9-(1.3.4-1)表に示す。 

 

第 57-9-(1.3.4-1)表 格納容器下部注水系の主要設備について 

機能 重大事故緩和設備 設計基準事故対処設備 

－ 
・格納容器下部注水系（常設） 

・格納容器下部注水系（可搬） 
－ 

ポンプ 
・常設低圧代替注水系ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 
－ 

電動弁(状態

表示を含む)

・格納容器下部注水系ペデスタル

注水弁 

・格納容器下部注水系ペデスタル

注入ライン隔離弁 

・格納容器下部注水系ペデスタル

注入ライン流量調整弁 

・格納容器下部注水系ペデスタル

注入流量調整弁 

－ 

計装設備 

・低圧代替注水系格納容器下部注

水流量 

・常設低圧代替注水系ポンプ吐出

圧力 

・ドライウェル雰囲気温度 

・格納容器下部水位 

－ 

 

なお，格納容器下部注水系の各設備は以下のとおり多重性又は多様性

及び独立性を有し，位置的分散を図る設計としている。 

 

①  ポンプ 

格納容器下部注水系（常設）のポンプ（常設低圧代替注水系ポンプ）

は常設低圧代替注水系格納槽に設置し，格納容器下部注水系（可搬型）
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のポンプ（可搬型代替注水大型ポンプ）は屋外に設置し，多様性及び位

置的分散を図った設計としている。（第 57-9-(1.3.4-3)図） 

格納容器下部注水系（常設）のポンプ（常設低圧代替注水系ポンプ）

は常設代替交流電源設備から代替所内電気設備を経由して電源を受電で

きる設計としており，格納容器下部注水系（可搬型）のポンプ（可搬型

代替注水大型ポンプ）は，電源を必要としない駆動方式としており，そ

れぞれ多様性及び位置的分散を図った設計としている。 

 

②  電動弁 

格納容器下部注水系ペデスタル注水弁，格納容器下部注水系ペデスタ

ル注入ライン隔離弁，格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン流量調

整弁，格納容器下部注水系ペデスタル注入流量調整弁は，常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備から代替所内電気設備を経由して

電源を受電できる設計としており，それぞれ多重性を有する設計として

いる。 

 

③  計装設備 

計装設備は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

代替所内電気設備を経由して電源を受電できる設計とする。また可搬型

計測器による計測が可能な設計とし，多様性を有する設計とする。 

なお，計装設備は複数のパラメータとすることで多様性を有しており，

低圧代替注水系格納容器下部注水流量及び格納容器下部水位に対して，

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力及びドライウェル雰囲気温度はそれ

ぞれ独立性を有する設計とする。 
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① から③の多重性又は多様性を有する設備の電路は，米国電気電子工

学学会(IEEE)規格384(1992年版)の分離距離を確保することにより

独立性を有する設計とする。（第57-9-(1.3.4-4)図） 

具体的な電路として，単線結線図及びルート図の一覧を，第

57-9-(1.3.4-2)表に示す。 

 

第57-9-(1.3.4-2)表 単線結線図及び電路ルート図の一覧 格納容器下部

注水系（51条） 

 図番号 ページ 

計装設備用 

（第57-9-(1.3.4-3)表） 
第57-9-(51-1～6)図 57-9-116～121 

動力用   

（第57-9-(1.3.4-4)図） 

（第57-9-(1.3.4-4)表） 

第57-9-(51-7～10)図 57-9-122～125 
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第57-9-(1.3.4-3)表 計装設備用電路 格納容器下部注水系（51条） 

重大事故防止設備 設計基準事故対処設備 

S1 

低圧代替注水系

格納容器下部 

注水流量 

中央制御

室 

現場計器 

原子炉建屋原

子炉棟 3 階

― ― ― ― 

S2 

ドライウェル 

雰囲気温度（フ

ランジ高さ） 

中央制御

室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 

― ― ― ― 

S3 

ドライウェル 

雰囲気温度（フ

ランジ高さ） 

中央制御

室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 

― ― ― ― 

S4 

ドライウェル 

雰囲気温度（TAF

高さ） 

中央制御

室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 

― ― ― ― 

S5 

ドライウェル 

雰囲気温度（TAF

高さ） 

中央制御

室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 

― ― ― ― 

S6 

ドライウェル 

雰囲気温度（機

器ハッチ高さ）

中央制御

室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 

― ― ― ― 

S7 

ドライウェル 

雰囲気温度（機

器ハッチ高さ）

中央制御

室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 

― ― ― ― 

S8 
格納容器下部 

水位 

中央制御

室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 

― ― ― ― 

S9 
格納容器下部 

水位 

中央制御

室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 

― ― ― ― 

S10 
格納容器下部 

水位 

中央制御

室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 

― ― ― ― 

S11 
格納容器下部 

水位 

中央制御

室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 

― ― ― ― 

S12 
格納容器下部 

水位 

中央制御

室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 

― ― ― ― 

S13 

格納容器下部 

水位（溶融炉心

冷却満水検知）

中央制御

室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 

― ― ― ― 

S14 

格納容器下部 

水位（溶融炉心

冷却満水検知）

中央制御

室 

現場計器 

原子炉格納

容器内 

― ― ― ― 

S15 

常設低圧代替注

水系ポンプ(A)

吐出圧力 

中央制御

室 

現場計器 

常設低圧代

替注水系格

納槽 

― ― ― ― 

S16 

常設低圧代替注

水系ポンプ(B)

吐出圧力 

中央制御

室 

現場計器 

常設低圧代

替注水系格

納槽 

― ― ― ― 
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第57-9-(1.3.4-4)表 動力用電路 格納容器下部注水系（51条） 

重大事故防止設備 設計基準事故対処設備 

S1 緊急用 MCC

格納容器下部注水系 

ペデスタル注入ライン

流量調整弁 

― ― ― 

S2 緊急用 MCC

格納容器下部注水系 

ペデスタル注入ライン

隔離弁 

― ― ― 

S3 緊急用 MCC

格納容器下部注水系 

ペデスタル注水弁 

（常設側） 

― ― ― 

S4 緊急用 MCC

格納容器下部注水系 

ペデスタル 

注入量調整弁 

（常設側） 

― ― ― 

S5 緊急用 MCC
常設低圧代替注水系 

ポンプ出口弁(Ａ) 
― ― ― 

S6 緊急用 MCC
常設低圧代替注水系 

ポンプ出口弁(Ｂ) 
― ― ― 

S7 緊急用 P/C
常設低圧代替注水系 

ポンプ(Ａ) 
― ― ― 

S8 緊急用 P/C
常設低圧代替注水系 

ポンプ(Ｂ) 
― ― ― 

S9 緊急用 MCC

格納容器下部注水系 

ペデスタル注水弁 

（可搬側） 

― ― ― 

S10 緊急用 MCC

格納容器下部注水系 

ペデスタル 

注入量調整弁 

（可搬側） 

― ― ― 
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全交流動力電源喪失対策設備について 

（直流電源設備について）  



57-10-2 

10.1 概要 

(1) 直流電源設備の概要 

非常用の常設直流電源設備は，3 系統 5 組のそれぞれ独立した蓄電池，

充電器，及び分電盤等で構成され，このうち 3 系統 3 組（区分Ⅰ，区分Ⅱ，

区分Ⅲ）の直流母線電圧は 125V，その他の 2 系統 2 組（区分Ⅰ，区分Ⅱ）

は，中性子モニタ用蓄電池で構成され，直流母線電圧は±24V の設計とす

る。直流 125V 蓄電池の主要な負荷は，ディーゼル発電機初期励磁，Ｍ／Ｃ，

Ｐ／Ｃ遮断器の制御回路，計測制御系統施設等であり，設計基準事故時に

非常用の常設直流電源設備のいずれの 1 系統が故障しても残りの 2 系統で

原子炉の安全は確保できる設計とする。中性子モニタ用蓄電池の主要な負

荷は，起動領域計装であり，いずれの 1 系統が故障しても残りの 1 系統で

原子炉の安全は確保できる設計とする。 

また，万一，全交流動力電源が喪失した場合でも，安全保護系及び原子

炉停止系の動作により，原子炉は安全に停止でき，停止後の原子炉の崩壊

熱及びその他の残留熱も，原子炉隔離時冷却系により原子炉の冷却が可能

で，格納容器の健全性を確保できる設計とする。（計測制御電源設備の単

線結線図については第 57-10-2 図参照） 

非常用の常設直流電源設備の主要機器仕様を，第 57-10-1 表に，単線結

線図を，第 57-10-1 図に示す。非常用の常設蓄電池は鉛蓄電池で，それぞ

れ独立したものを 3 系統 5 組設置し，非常用低圧母線にそれぞれ接続され

た充電器により浮動充電される設計とする。 

なお，非常用の常設蓄電池と別に，タービン非常用油ポンプ，密封油ポ

ンプ等へ給電する常用の蓄電池を設ける設計とし、常用の蓄電池は，250V

１系統（2000Ah)を設ける設計とする。 
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 (2) 蓄電池からの電源供給開始時間 

全交流動力電源喪失に備えて，非常用所内直流電源設備は原子炉の安全

停止，停止後の冷却に必要な電源を一定時間，給電をまかなう蓄電池容量

を確保する設計とする。 

全交流動力電源喪失後，常設代替交流電源設備（常設代替高圧電源装置）

から約 90 分以内に給電を行うが，万一，常設代替交流電源設備（常設代替

高圧電源装置）が使用できない場合は，可搬型代替交流電源設備（可搬型

代替低圧電源車）から 190 分以内（全交流動力電源喪失後 280 分以内）に

給電を行う。 

非常用の常設蓄電池は，常設代替交流電源設備（常設代替高圧電源装置）

が使用できない場合も考慮し，電源が必要な設備に約 8 時間供給できる容

量とする。 

なお，重大事故等対処設備の各条文にて炉心の著しい損傷，格納容器の

破損，及び使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷を防止するために設

けている設備への電源供給時間は，約 24 時間とする設計とする。
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第57-10-2図 計測制御電源設備 単線結線図 
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10.2 全交流動力電源喪失時に電源供給が必要な直流設備について 

   全交流動力電源喪失時は，安全保護系及び原子炉停止系の動作による原

子炉の安全停止，原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷却，及び格納容器の

健全性の確保に必要な設備（制御電源を含む）に電源供給が可能な設計とす

る。これに加えて，設計基準事故から重大事故等に連続的に移行する場合に

使用する設備，及び全交流動力電源喪失時に必要ないものの負荷切り離しま

では蓄電池に接続されている設備にも電源供給が可能な設計とする。 

  具体的には，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するための電源

設備によって電力が供給されるまでの約 90 分間に対し，8 時間にわたり原子

炉隔離時冷却系を使用することにより，原子炉を安全に停止し，原子炉停止

後の冷却及び格納容器の健全性を確保することが可能であり，原子炉隔離時

冷却系の 8 時間以上の運転継続に必要な蓄電池容量を備えた設計とする。 

  なお，全交流動力電源喪失が 8 時間以上継続する場合は，有効性評価のう

ち「２．３．１ 全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」にて評価している。 

  全交流動力電源喪失時に蓄電池から電源供給を行う設備の選定の考え方及

び対象設備については，以下のとおりである。 

 

 (1) 選定の対象となる直流設備 

  ａ．設計基準事故対処設備 

    設置許可基準規則の第 3 条～第 36 条において，以下のとおり直流電源

の供給が必要な設備を対象とする。 

   (a) 建設時，直流電源の供給を必要とした設備 

   (b) 追加要求事項がある設置許可基準規則の第 4 条，第 5 条，第 6 条，

第 7 条，第 8 条，第 9 条，第 10 条，第 11 条，第 12 条，第 14 条，第

16 条，第 24 条，第 26 条，第 31 条，第 33 条，第 34 条，第 35 条，第
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36 条において直流電源の供給を必要とする設備 

 

  ｂ．重大事故等対処設備 

    設置許可基準規則の第 37 条～第 62 条において，以下のとおり直流電

源の供給が必要な設備を対象とする。 

   (a) 有効性評価のうち全交流動力電源喪失を想定している以下のシナリ

オに用いる設備（交流動力電源復旧後に用いる設備は除く） 

    有効性評価の対応項は以下のとおりである。 

     2. 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 

      2.3 全交流動力電源喪失 

       2.3.1 全交流動力電源喪失（長期ＴＢ） 

       2.3.2 全交流動力電源喪失（ＴＢＤ，ＴＢＰ，ＴＢＵ） 

      2.4 崩壊熱除去機能喪失 

       2.4.1 取水機能が喪失した場合 

      2.8 津波浸水による注水機能喪失 

     3. 重大事故 

      3.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

       3.1.2 代替循環冷却を使用する場合 

       3.1.3 代替循環冷却を使用しない場合 

      3.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

      3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

      3.4 水素燃焼 

      3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 

     5. 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 

      5.2 全交流動力電源喪失 
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   (b) 設置許可基準規則の第44条～第58条において，炉心の著しい損傷，

格納容器の破損，及び使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷を防

止するために必要となる設備 

 

ｃ．自主対策設備 

     設置許可基準規則の第 44 条～第 62 条において，直流電源の供給が

必要な自主対策設備を対象とする。 

 

 (2) 時系列を考慮した直流設備の選定 

  ａ．外部電源喪失時に蓄電池から電源供給を行う設計基準事故対処設備 

   (a) 外部電源喪失から 1 分まで 

     外部電源喪失時にディーゼル発電機の自動起動に必要な設備として，

区分Ⅰ～Ⅲの各非常用の常設蓄電池からディーゼル発電機初期励磁，

Ｍ／Ｃ，Ｐ／Ｃ遮断器の制御回路に電源供給を行う。電源供給時間は

ディーゼル発電機が起動するまでの約 1 分間給電可能な設計とする。 

     給電対象となる直流設備は，以下のとおりである。 

 

   直流設備：非常用ディーゼル発電機初期励磁，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機初期励磁，Ｍ／Ｃ，Ｐ／Ｃ遮断器の制御回路 

（第 57-10-2 表） 

        （下線部：建設時，直流電源の供給を必要とした設備） 

 

 

  ｂ．全交流動力電源喪失時に蓄電池から電源供給を行う設計基準事故対処
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設備 

   (a) 全交流動力電源喪失から 60 分まで 

     ディーゼル発電機から電源供給できない場合（全交流動力電源喪失）

を考慮し，蓄電池に接続される全ての負荷に 60 分電源供給を行う設計

とする。 

     給電対象となる直流設備は，以下のとおりである。 

 

    直流設備：蓄電池に接続される全ての負荷（第 57-10-2 表） 

        （火災防護対策設備，緊急時対策所電源，送受話器（警報装

置含む。），電力保安用電話設備及びデータ伝送装置（緊急時

対策支援システム）は専用電源から供給しているため，非常

用の常設蓄電池から電源供給を行わない。） 

   (b) 全交流動力電源喪失 60 分後から 8 時間まで 

     蓄電池（区分Ⅰ，Ⅱ）は全交流動力電源喪失時に電源が必要な負荷

に必要時間電源を供給するため，60 分後にⅰ），ⅱ）項に記載の負荷

の切り離し※１を行い，残りの負荷に対して 8 時間電源供給を行う設

計とする。 

ⅰ）交流電源が回復するまでは系統として機能しない設備の負荷 

ⅱ）無停電交流電源装置の負荷（平均出力領域計装※２） 

   ※１：区分Ⅰ及びⅡの非常用の常設蓄電池は，設計基準事故対処設備の

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心

の著しい損傷，格納容器の破損，使用済燃料プール内燃料体等の著

しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するた

めに必要な電力を供給するための設備に電源供給を行う設備を兼用

していることから，設置許可基準規則第 57条電源設備解釈第 1項 b）
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を考慮し，中央制御室にて簡易な操作で負荷切り離しを行う設計と

する。 

   ※２：安全保護系作動回路による平均出力領域計装による原子炉スクラ

ム確認は全交流動力電源喪失直後に行うため，全交流動力電源喪失

後 1 時間後の負荷切り離しは問題ない。 

 

     なお，全交流動力電源喪失から 90 分後には，常設代替交流電源設備

（常設代替高圧電源装置）から電源供給を行うため，蓄電池からの電

源供給は不要となるが，常設代替交流電源設備（常設代替高圧電源装

置）が起動できない場合も考慮し，非常用の常設蓄電池から，全交流

動力電源喪失後 90 分以降にも必要な負荷に電源供給を行う設計とす

る。 

     給電対象となる直流設備は，以下のとおりである。 

 

   直流設備：津波監視カメラ，潮位計，取水ピット水位計，蓄電池室水素

濃度，直流非常灯，使用済燃料プール水位・温度（SA 広域），

使用済燃料プールライナードレン漏えい検知，原子炉建屋燃

料取替床換気系排気ダクト放射線モニタ，原子炉建屋換気系

排気ダクト放射線モニタ，逃がし安全弁，原子炉隔離時冷却

系，起動領域計装，原子炉水位（広帯域・燃料域），原子炉圧

力，ドライウェル圧力（DB），サプレッション・プール水温度

（DB），格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W），格納容器内雰

囲気放射線モニタ（S/C），サプレッション・プール水位（DB），

原子炉隔離時冷却系系統流量，高圧炉心スプレイ系海水ポン

プ吐出圧力，非常用ディーゼル発電機海水ポンプ吐出圧力，
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安全保護系，外の状況を監視する設備（構内監視カメラ等），

無線連絡設備，衛星電話設備，データ伝送装置（データ伝送

装置）代替制御棒挿入機能，代替原子炉再循環ポンプトリッ

プ機能，原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力（第 57-10-2 表） 

        （下線部：建設時，直流電源の供給を必要とした設備） 

 

   (c) 全交流動力電源喪失 8 時間後から 24 時間まで 

     8 時間以降に不要となる負荷の切り離しを行い，残りの負荷に対し

て可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車）からの電源供給

が要求される 24 時間まで電源供給を行う設計とする。 

     給電対象となる直流設備は，以下のとおりである。 

 

   直流設備：直流非常灯，使用済燃料プール水位・温度（SA 広域），使用

済燃料プールライナードレン漏えい検知，逃がし安全弁，原

子炉水位（広帯域・燃料域），原子炉圧力，ドライウェル圧力，

サプレッション・プール水温度（DB），格納容器内雰囲気放射

線モニタ（D/W），格納容器内雰囲気放射線モニタ（S/C），サ

プレッション・プール水位（DB），原子炉隔離時冷却系系統流

量，高圧炉心スプレイ系海水ポンプ吐出圧力，安全保護系，

無線連絡設備，衛星電話設備，データ伝送装置（データ伝送

装置），原子炉隔離時冷却系，原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出

圧力       （第 57-10-2 表） 

        （下線部：建設時，直流電源の供給を必要とした設備） 

 

  ｃ．全交流動力電源喪失時に蓄電池から電源供給を行う重大事故等対処設
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備 

   (a) 全交流動力電源喪失から 24 時間まで 

     非常用ディーゼル発電機から電源供給できない場合（全交流動力電

源喪失）を考慮し，10.2（1）ｂ．項で選定した設備（第 57-10-3 表，

第 57-10-4 表）については，24 時間電源供給を行う。 

     給電対象となる直流設備は，以下のとおりである。 

 

   直流設備：使用済燃料プール水位・温度（SA 広域），使用済燃料プール

ライナードレン漏洩検知，逃がし安全弁，原子炉隔離時冷却

系，原子炉水位（広帯域・燃料域），原子炉圧力，ドライウェ

ル圧力(DB)，サプレッション・プール水温度(DB)，格納容器

雰囲気放射線モニタ(D/W)，格納容器雰囲気放射線モニタ

(S/C)，サプレッション・プール水位，原子炉隔離時冷却系系

統流量，安全保護系，無線連絡設備，衛星電話設備，データ

伝送装置（データ伝送装置），原子炉隔離時冷却系，原子炉隔

離時冷却系ポンプ吐出圧力，蓄電池室水素濃度，高圧代替注

水系，格納容器圧力逃がし装置，静的触媒式水素再結合器動

作監視装置，使用済燃料プール温度(SA)，使用済燃料プール

エリア放射線モニタ，（高レンジ・低レンジ），使用済燃料プ

ール監視カメラ，原子炉水位（SA 広帯域・SA 燃料域），原子

炉圧力(SA)，格納容器温度，ドライウェル圧力，サプレッシ

ョン・チェンバ圧力，ドライウェル雰囲気温度，サプレッシ

ョン・チェンバ雰囲気温度，サプレッション・プール水温度，

サプレッション・プール水位，格納容器下部水位，代替淡水

貯水槽水位，高圧代替注水系系統流量，低圧代替注水系原子
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炉注水流量，代替循環冷却系原子炉注水流量，低圧代替注水

系格納容器スプレイ流量，低圧代替注水系格納容器下部注水

流量，代替循環冷却系格納容器スプレイ流量，耐圧強化ベン

ト系放射線モニタ，代替循環冷却系ポンプ入口温度，常設高

圧代替注水系ポンプ吐出圧力，常設低圧代替注水系ポンプ吐

出圧力       （第 57-10-2 表） 

        （下線部：建設時，直流電源の供給を必要とした設備） 

 

  ｄ．全交流動力電源喪失時に非常用の常設蓄電池から電源供給を行う自主 

対策設備 

    直流電源の供給が必要な自主対策設備は，重大事故等対策設備と同様

に非常用の蓄電池から電源供給を行う。 

    直流設備：原子炉水位用凝縮槽温度，原子炉ウェル水位，格納容器頂部

注水流量 

 

   ｅ．蓄電池から電源供給を行うその他の設備 

    交流電源の瞬時電圧低下対策が必要な一部の設備にも，非常用の常設

蓄電池から電源供給が可能な設計としている。これらの設備は，交流電

源が回復するまでは系統として機能しない設備であるため，全交流動力

電源喪失後に切り離しても問題ない。 

    給電対象となる直流設備は以下のとおりである。 

 

    直流設備：タービン制御系（第 57-10-2 表） 

        （下線部：建設時，直流電源の供給を必要とした設備）
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第 57-10-2 表 非常用の常設蓄電池から電源供給する設備（１／１１） 

条文 内容 

追加要

求事項

の有無 

番号 電源供給する設備 機能 
炉心 

※１ 

格納 

容器 

※２ 

燃料 

※３ 

要求 

時間 

供給可能時間 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 

中性子 

モニタ用

蓄電池 

緊急用 

直流 125V

蓄電池 

3 条 設計基準対象設備の地盤 無 － 
（電源が必要な設備が 

要求されない） 
－ － － － － － － － － － 

4 条 地震による損傷の防止 有 － 
（電源が必要な設備が 

 要求されない） 
－ － － － － － － － － － 

5 条 津波による損傷の防止 有 

5-1 津波監視カメラ DB － － － 90 分 8 時間 － － － － 

5-2 潮位計 DB － － － 90 分 8 時間 － － － － 

5-3 取水ピット水位計 DB － － － 90 分 8 時間 － － － － 

6 条 
外部からの衝撃による損

傷の防止 
有 － 第 26 条（原子炉制御室等）で抽出した設備により監視を行う 

7 条 
発電用原子炉施設への人

の不法な侵入等の防止 
有 － 

（電源が必要な設備が 

 要求されない） 
－ － － － － － － － － － 

8 条 火災による損傷の防止 有 
8-1 蓄電池室水素濃度 DB － － － 90 分 8 時間 8 時間 ー － 24 時間 

8-2 火災防護対策設備※６ DB 専用電源から供給 

9 条 溢水による損傷の防止等 有 － 
（電源が必要な設備が 

要求されない） 
－ － － － － － － － － － 

10 条 誤操作の防止 有 － 
（電源が必要な設備が 

要求されない） 
－ － － － － － － － － － 

11 条 安全避難通路等 有 11-1 直流非常灯 DB － － － 90 分 8 時間 24 時間 － － － 

12 条 安全施設 有 － （電源が必要な具体的な設備については，各設備の条文にて設備の抽出を行う） 

13 条 

運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故の拡大

の防止 

無 － 
（電源が必要な設備が 

要求されない） 
－ － － － － － － － － － 

14 条 
全交流動力電源喪失対策

設備 
有 － （電源が必要な具体的な設備については，各設備の条文にて設備の抽出を行う） 

15 条 炉心等 無 － 
（電源が必要な設備が 

要求されない） 
－ － － － － － － － － － 

 

 

 

5
7
-
1
0
-
1
5



57-10-16 

第 57-10-2 表 非常用の常設蓄電池から電源供給する設備（２／１１） 

条文 内容 

追加要

求事項

の有無 

番号 電源供給する設備 機能 
炉心 

※１ 

格納 

容器 

※２ 

燃料 

※３ 

要求 

時間 

供給可能時間 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 

中性子 

モニタ用

蓄電池 

緊急用 

直流 125V

蓄電池 

16 条 
燃料体等の取扱設備及び

貯蔵施設 
有 

16-1 
使用済燃料プール水位・温度 

（SA 広域）(54-1 と同じ) 
DB/SA － － ○ 24 時間 － 24 時間 － － 24 時間 

16-2 使用済燃料プール水位 DB 交流電源復旧後に使用 

16-3 使用済燃料プール温度 DB 交流電源復旧後に使用 

16-4 
使用済燃料プールライナード

レン漏えい検知 
DB － － － － 24 時間 － － － － 

16-5 
燃料取替フロア燃料プールエ

リア放射線モニタ 
DB 交流電源復旧後に使用 

16-6 
原子炉建屋燃料取替床換気系

排気ダクト放射線モニタ 
DB － － － － 8 時間 8 時間 － － － 

16-7 
原子炉建屋換気系排気ダクト

放射線モニタ 
DB － － － － 8 時間 8 時間 － － － 

17 条 
原子炉冷却材圧力バウン

ダリ 
無 － 

（電源が必要な設備が 

要求されない） 
－ － － － － － － － － － 

18 条 蒸気タービン 無 － 
（電源が必要な設備が 

要求されない） 
－ － － － － － － － － － 

19 条 非常用炉心冷却設備 無 

19-1 
逃がし安全弁 

(46-1 と同じ) 
DB/SA ○ ○ － 24 時間 24 時間 24 時間 － － 24 時間 

19-2 
高圧炉心スプレイ系 

(45-3 と同じ) 
DB 拡張 交流電源復旧後に使用 

19-3 
残留熱除去系 

(47-2,48-3,49-3 と同じ) 
DB 拡張 交流電源復旧後に使用 

19-4 
低圧炉心スプレイ系 

（47-4 と同じ） 
DB 拡張 交流電源復旧後に使用 
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第 57-10-2 表 非常用の常設蓄電池から電源供給する設備（３／１１） 

条文 内容 

追加要

求事項

の有無 

番号 電源供給する設備 機能 

炉

心 

※

１ 

格納 

容器 

※２ 

燃料 

※３ 

要求 

時間 

供給可能時間 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 

中性子 

モニタ用

蓄電池 

緊急用 

直流 125V

蓄電池 

20 条 
一次冷却材の減少分を補

給する設備 
無 

20-1
原子炉隔離時冷却系 

（21-1,45-2 と同じ） 
DB 拡張 ○ － － 8 時間 24 時間 － － － 24 時間 

20-2 制御棒駆動水圧系 DB 交流電源復旧後に使用 

21 条 
残留熱を除去することが

できる設備 
無 

21-1
原子炉隔離時冷却系 

（20-1,45-2 と同じ） 
DB 拡張 ○ － － 8 時間 24 時間 － － － 24 時間 

21-2
残留熱除去系 

(19-3,47-2,48-3,49-3 と同じ)
DB 拡張 交流電源復旧後に使用 

22 条 

最終ヒートシンクへ熱を

輸送することができる設

備 

無 22-1
残留熱除去系海水系

(47-3,49-2 と同じ) 
DB 拡張 交流電源復旧後に使用 

23 条 計測制御系統施設 無 

23-1
平均出力領域計装 

(58-1 と同じ) 
DB/SA ○ ○ － 1 時間 1 時間 1 時間 － － － 

23-2
起動領域計装 

(58-2 と同じ) 
DB/SA ○ ○ － 1 時間 － － － 4 時間 － 

23-3
原子炉スクラム用 

電磁接触器の状態※４ 
DB － － － － － － － － － 

23-4 制御棒位置※５ DB － － － － － － － － － 

23-5
原子炉水位（広帯域・燃料域）

（58-3 と同じ） DB/SA ○ ○ － 90 分 24 時間 8 時間 － － － 

23-6
原子炉圧力 

（58-5 と同じ） 
DB/SA ○ ○ － 90 分 24 時間 8 時間 － － － 

23-7 原子炉圧力容器温度（DB） DB 交流電源復旧後に使用 

23-8 ドライウェル圧力（DB） DB － － － 90 分 24 時間 24 時間 － － 24 時間 

23-9
サプレッション・プール水温度

（DB） 
DB － － － 90 分 24 時間 24 時間 － － 24 時間 

23-10 格納容器内水素濃度 DB 交流電源復旧後に使用 

23-11 格納容器内酸素濃度 DB 交流電源復旧後に使用 
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第 57-10-2 表 非常用の常設蓄電池から電源供給する設備（４／１１） 

条文 内容 

追加要

求事項

の有無 

番号 電源供給する設備 機能
炉心 

※１ 

格納 

容器 

※２ 

燃料 

※３ 

要求 

時間 

供給可能時間 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 

中性子 

モニタ用

蓄電池 

緊急用 

直流 125V

蓄電池 

23条 計測制御系統施設 無 

23-12
格納容器内雰囲気放射線モニ

タ（D/W）(58-15 と同じ) 
DB/SA ○ ○ － 24 時間 24 時間 24 時間 － － 24 時間 

23-13
格納容器内雰囲気放射線モニ

タ（S/C）(58-16 と同じ) 
DB/SA ○ ○ － 24 時間 24 時間 24 時間 － － 24 時間 

23-14
サプレッション・プール水位

（DB） 
DB － － － 90 分 24 時間 24 時間 － － 24 時間 

23-15
原子炉隔離時冷却系系統流量

（58-24 と同じ） 

DB 拡

張 
○ ○ － 8 時間 24 時間 － － － 24 時間 

23-16
高圧炉心スプレイ系系統流量

（58-25 と同じ） 

DB 拡

張 
交流電源復旧後に使用 

23-17
低圧炉心スプレイ系系統流量

（58-28 と同じ） 

DB 拡

張 
交流電源復旧後に使用 

23-18
残留熱除去系系統流量 

（58-27 と同じ） 

DB 拡

張 
交流電源復旧後に使用 

23-19 非常用ガス処理系流量 DB/SA 交流電源復旧後に使用 

23-20 非常用ガス再循環系流量 DB/SA 交流電源復旧後に使用 

23-21 可燃性ガス濃度制御系系流量 DB 交流電源復旧後に使用 

23-22 可燃性ガス濃度制御系系流量 DB 交流電源復旧後に使用 

23-23
残留熱除去系海水系系統流量

（58-34 と同じ） 

DB 拡

張 
交流電源復旧後に使用 

23-24
高圧炉心スプレイ系海水ポン

プ吐出圧力 

DB 拡

張 
－ － － － － － 24 時間 － － 

23-25
非常用ディーゼル発電機海水

ポンプ吐出圧力 
DB － － － － 8 時間 8 時間 － － － 

24条 安全保護回路 有 24-1 安全保護系 DB － － － 1 時間 24 時間 24 時間 － － － 

25条 
反応度制御系統及び原子

炉制御系統 
無 25-1 

ほう酸水注入系 

(44-3,45-4,51-53 と同じ) 
DB/SA 交流電源復旧後に使用 

26条 原子炉制御室等 有 

26-1 外の状況を監視する設備※７ DB 交流電源復旧後に使用 

26-2 
外の状況を監視する設備※７

（構内監視カメラ等） 
DB － － － 90 分 8 時間 － － － － 

26-3 中央制御室換気空調系 DB/SA 交流電源復旧後に使用 

27条 放射性廃棄物の処理施設 無 － 
（電源が必要な設備が要求さ

れない） 
－ － － － － － － － － － 
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第 57-10-2 表 非常用の常設蓄電池から電源供給する設備（５／１１） 

条文 内容 

追加要

求事項

の有無 

番号 

電源供給 

 

する設備 

機能
炉心 

※１ 

格納 

容器 

※２ 

燃料 

※３ 

要求 

時間 

供給可能時間 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 

中性子 

モニタ用

蓄電池 

緊急用 

直流 125V

蓄電池 

28条 放射性廃棄物の貯蔵施設 無 － 
（電源が必要な設備が要求さ

れない） 
－ － － － － － － － － － 

29条 
工場等周辺における直接

ガンマ線等からの防護 
無 － 

（電源が必要な設備が要求さ

れない） 
－ － － － － － － － － － 

30条 
放射線からの放射線業務

従事者の防護 
無 － 

（電源が必要な設備が要求さ

れない） 
－ － － － － － － － － － 

31条 監視設備 有 31-1 モニタリング・ポスト DB 交流電源復旧後に使用 

32条 原子炉格納施設 無 

32-1 非常用ガス処理系 DB/SA 交流電源復旧後に使用 

32-2 非常用ガス再循環系 DB/SA 交流電源復旧後に使用 

32-3 可燃性ガス濃度制御系 DB 交流電源復旧後に使用 

33条 保安電源設備 有 

33-1 
Ｍ／Ｃ，Ｐ／Ｃ遮断器の制御

回路 
DB/SA － － － 1 分 1 分 1 分 － － － 

33-2 Ｍ／Ｃ遮断器の制御回路 
DB 拡

張 
－ － － 1 分 － － 1 分 － － 

33-3 
非常用ディーゼル発電機初期

励磁 

DB 拡

張 
－ － － 1 分 1 分 1 分 － － － 

33-4 
高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機初期励磁 

DB 拡

張 
－ － － 1 分 － － 1 分 － － 

34条 緊急時対策所 有 34-1 緊急時対策所電源 DB 専用電源から供給 

35条 通信連絡設備 有 

35-1 送受話器（警報装置を含む。） DB 専用電源から供給 

35-2 電力保安用電話設備 DB 専用電源から供給 

35-3 
無線連絡設備 

(62-1 と同じ) 
DB/SA － － － 24 時間 24 時間 － － － － 

35-4 
衛星電話設備 

(62-2 と同じ) 
DB/SA － － － 24 時間 24 時間 － － － － 

35-5 
データ伝送装置（データ伝送

装置）(62-3 と同じ) 
DB/SA － － － 90 分 － 24 時間 － － 24 時間 

35-6 
データ伝送装置（緊急時対策

支援システム）（62-4 と同じ）
DB/SA 専用電源から供給 

36条 補助ボイラー 有 － 
（電源が必要な設備が要求さ

れない） 
－ － － － － － － － － － 
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第 57-10-2 表 非常用の常設蓄電池から電源供給する設備（６／１１） 

条文 内容 

追加要

求事項

の有無 

番号 電源供給する設備 機能
炉心 

※１ 

格納 

容器 

※２ 

燃料 

※３ 

要求 

時間 

供給可能時間 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 

中性子 

モニタ用

蓄電池 

緊急用 

直流 125V

蓄電池 

37 条 重大事故の拡大の防止等 有 － （電源が必要な具体的な設備については，各設備の条文にて設備の抽出を行う） 

38 条 重大事故等対処施設の地

盤 
有 － 

（電源が必要な設備が要求

されない） 
－ － － － － － － － － － 

39 条 
地震による損傷の防止 有 － 

（電源が必要な設備が要求

されない） 
－ － － － － － － － － － 

40 条 
津波による損傷の防止 有 － 

（電源が必要な設備が要求

されない） 
－ － － － － － － － － － 

41 条 火災による損傷の防止 有 41-1 火災防護対策設備※６ DB 専用電源から供給 

42 条 特定重大事故等対処施設 有 － （申請対象外） － － － － － － － － － － 

43 条 重大事故等対処設備 有 － （電源が必要な具体的な設備については，各設備の条文にて設備の抽出を行う） 

44 条 

緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするた

めの設備 

有 

44-1 代替制御棒挿入機能 SA ○ － － 1 時間 8 時間 8 時間 － － － 

44-2 
代替原子炉再循環ポンプ 

トリップ機能 
SA ○ － － 1 時間 8 時間 8 時間 － － － 

44-3 
ほう酸水注入系

(25-1,45-4,51-3 と同じ) 
DB/SA 交流電源復旧後に使用 

45 条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

有 

45-1 高圧代替注水系 SA － － － 24 時間 － － － － 24 時間 

45-2 
原子炉隔離時冷却系 

（20-1,21-1 と同じ） 

DB 拡

張 
○ － － 8 時間 24 時間 － － － 24 時間 

45-3 
高圧炉心スプレイ系 

(19-2 と同じ) 

DB 拡

張 
交流電源復旧後に使用 

45-4 
ほう酸水注入系

(25-1,44-3,51-3 と同じ) 
DB/SA 交流電源復旧後に使用 

46 条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための設

備 

有 46-1 
逃がし安全弁 

(19-1 と同じ) 
DB/SA ○ ○ － 24 時間 24 時間 24 時間 － － 24 時間 

47 条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

有 

 

47-1 低圧代替注水系 SA 交流電源復旧後に使用 

47-2 
残留熱除去系(19-3,21-2，

48-3,49-3 と同じ) 

DB 拡

張 
交流電源復旧後に使用 

47-3 
残 留 熱 除 去 系 海 水 系

(22-1,49-2 と同じ) 

DB 拡

張 
交流電源復旧後に使用 

47-4 
低圧炉心スプレイ系 

(19-4 と同じ) 

DB 拡

張 
交流電源復旧後に使用 
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第 57-10-2 表 非常用の常設蓄電池から電源供給する設備（７／１１） 

条文 内容 

追加要

求事項

の有無 

番号 電源供給する設備 機能 
炉心 

※１ 

格納 

容器 

※２ 

燃料 

※３ 

要求 

時間 

供給可能時間 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 

中性子 

モニタ用

蓄電池 

緊急用 

直流 125V

蓄電池 

47条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

有 47-5 代替循環冷却系 SA 交流電源復旧後に使用 

48条 
最終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備 
有 

48-1 耐圧強化ベント系 SA 交流電源復旧後に使用 

48-2 
格納容器圧力逃がし装置※８

（50-1,52-1,58-32 と同じ） 
SA ○ ○ － 24 時間 － － － － 24 時間 

48-3 
残留熱除去系
(19-3,21-2,47-2,49-3 と同じ) 

DB 拡張 交流電源復旧後に使用 

49条 
格納容器内の冷却等のた

めの設備 
有 

49-1 代替格納容器スプレイ冷却系 SA 交流電源復旧後に使用 

49-2 
残 留 熱 除 去 系 海 水 系

(22-1,47-3 と同じ) 
DB 拡張 交流電源復旧後に使用 

49-3 
残留熱除去系

(19-3,47-2,48-3 と同じ) 
DB 拡張 交流電源復旧後に使用 

49-4 代替循環冷却系 SA 交流電源復旧後に使用 

50条 
格納容器内の加圧破損を

防止するための設備 
有 

50-1 
格納容器圧力逃がし装置※８

（48-2,52-1,58-32 と同じ） 
SA ○ ○ － 24 時間 － － － － 24 時間 

50-2 代替循環冷却系 SA 交流電源復旧後に使用 

51条 
格納容器下部の溶融炉心

を冷却するための設備 
有 

51-1 格納容器下部注水系 SA 交流電源復旧後に使用 

51-2 高圧代替注水系 SA － － ― 24 時間 － － － － 24 時間 

51-3 
ほう酸水注入系

(25-1,44-3,45-4 と同じ) 
DB/SA 交流電源復旧後に使用 

51-4 低圧代替注水系 SA 交流電源復旧後に使用 

51-5 代替循環冷却系 SA 交流電源復旧後に使用 

52条 

水素爆発による格納容器

の破損を防止するための

設備 

有 

52-1 
格納容器圧力逃がし装置※８

（48-2,50-1,58-32 と同じ） 
SA ○ ○ － 24 時間 － － － － 24 時間 

52-2 格納容器内水素濃度（SA） SA 交流電源復旧後に使用 

52-3 格納容器内酸素濃度（SA） SA 交流電源復旧後に使用 

53条 

水素爆発による原子炉建

屋等の損傷を防止するた

めの設備 

有 

53-1 
静的触媒式水素再結合器動作

監視装置 
SA － － － － － － － － 24 時間 

53-2 原子炉建屋水素濃度 SA 交流電源復旧後に使用 

53-3 原子炉ウェル水位 自主 － － － － － － － － 24 時間 

53-4 格納容器頂部注水流量 自主 － － － － － － － － 24 時間 
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第 57-10-2 表 非常用の常設蓄電池から電源供給する設備（８／１１） 

条文 内容 

追加要

求事項

の有無 

番号 電源供給する設備 機能 
炉心 

※１ 

格納 

容器 

※２ 

燃料 

※３ 

要求 

時間 

供給可能時間 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 

中性子 

モニタ用

蓄電池 

緊急用 

直流 125V

蓄電池 

54条 
使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための設備 
有 

54-1 
使用済燃料プール水位・温度

（SA 広域）(16-1 と同じ) 
DB/SA － － ○ 24 時間 － 24 時間 － － 24 時間 

54-2 使用済燃料プール温度（SA） SA － － ○ 24 時間 － － － － 24 時間 

54-3 

使用済燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 

SA － － ○ 24 時間 － － － － 24 時間 

54-4 使用済燃料プール監視カメラ SA － － ○ 24 時間 － － － － 24 時間 

55条 

工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するための

設備 

有 － 
（電源が必要な設備が要求さ

れない） 
－ － － － － － － － － － 

56条 
重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備 
有 － 

（電源が必要な設備が要求さ

れない） 
－ － － － － － － － － － 

57条 電源設備 有 － （電源が必要な具体的な設備については，各設備の条文にて設備の抽出を行う） 

58条 計装設備 有 

58-1 
平均出力領域計装 

(23-1 と同じ) 
DB/SA ○ ○ － 1 時間 1 時間 1 時間 － － － 

58-2 
起動領域計装 

(23-2 と同じ) 
DB/SA ○ ○ － 1 時間 － － － 4 時間 － 

58-3 
原子炉水位（広帯域・燃料域）

（23-5 と同じ） DB/SA ○ ○ － 90 分 24 時間 8 時間 － － － 

58-4 
原子炉水位（SA 広帯域・SA 燃

料域） 
SA ○ ○ － 90 分 － － － － 24 時間 

58-5 
原子炉圧力 

（23-6 と同じ） 
DB/SA ○ ○ － 90 分 24 時間 8 時間 － － － 

58-6 原子炉圧力（SA） SA ○ ○ － 24 時間 － － － － 24 時間 

58-7 原子炉圧力容器温度 SA － ○ － 24 時間 － － － － 24 時間 

58-8 ドライウェル圧力 SA ○ ○ － 24 時間 － － － － 24 時間 

58-9 
サプレッション・チェンバ圧

力 
SA ○ ○ － 24 時間 － － － － 24 時間 
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第 57-10-2 表 非常用の常設蓄電池から電源供給する設備（９／１１） 

条文 内容 

追加要

求事項

の有無 

番号 電源供給する設備 機能 
炉心 

※１ 

格納 

容器 

※２ 

燃料 

※３ 

要求 

時間 

供給可能時間 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 

中性子 

モニタ用

蓄電池 

緊急用 

直流 125V

蓄電池 

58条 計装設備 有 

58-10 ドライウェル雰囲気温度 SA － ○ － 24 時間 － － － － 24 時間 

58-11
サプレッション・チェンバ雰

囲気温度 
SA － ○ － 24 時間 － － － － 24 時間 

58-12
サプレッション・プール水温

度 
SA ○ ○ － 24 時間 － － － － 24 時間 

58-13 格納容器内水素濃度（SA） SA 交流電源復旧後に使用 

58-14 格納容器内酸素濃度（SA） SA 交流電源復旧後に使用 

58-15
格納容器内雰囲気放射線モニ

タ（D/W）(23-12 と同じ) 
DB/SA ○ ○ － 24 時間 24 時間 24 時間 － － 24 時間 

58-16
格納容器内雰囲気放射線モニ

タ（S/C）(23-13 と同じ) 
DB/SA ○ ○ － 24 時間 24 時間 24 時間 － － 24 時間 

58-17 サプレッション・プール水位 SA ○ ○ － 24 時間 － － － － 24 時間 

58-18 格納容器下部水位 SA － ○ － 24 時間 － － － － 24 時間 

58-19 代替淡水貯槽水位 SA ○ ○ ○ 24 時間 － － － － 24 時間 

58-20 高圧代替注水系系統流量 SA － － － 24 時間 － － － － 24 時間 

58-21
低圧代替注水系原子炉注水流

量 
SA ○ ○ － 24 時間 － － － － 24 時間 

58-22
代替循環冷却系原子炉注水流

量 
SA － ○ － － － － － － 24 時間 

58-23
原子炉隔離時冷却系系統流量

(23-15 と同じ) 
DB 拡張 ○ ○ － 8 時間 24 時間 － － － 24 時間 

58-24
高圧炉心スプレイ系系統流量

(23-16 と同じ) 
DB 拡張 交流電源復旧後に使用 

58-25
残留熱除去系熱交換器入口温

度 
DB 拡張 交流電源復旧後に使用 

58-26
残留熱除去系熱交換器出口温

度 
DB 拡張 交流電源復旧後に使用 

58-27
残留熱除去系系統流量(23-18

と同じ) 
DB 拡張 交流電源復旧後に使用 

58-28
低圧炉心スプレイ系系統流量

(23-17 と同じ) 
DB 拡張 交流電源復旧後に使用 
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第 57-10-2 表 非常用の常設蓄電池から電源供給する設備（１０／１１） 

条文 内容 

追加要

求事項

の有無 

番号 電源供給する設備 機能 
炉心 

※１ 

格納 

容器 

※２ 

燃料 

※３ 

要求 

時間 

供給可能時間 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 

中性子 

モニタ用

蓄電池 

緊急用 

直流 125V

蓄電池 

58 条 計装設備 有 

58-29
低圧代替注水系格納容器スプ

レイ流量 
SA ○ ○ － 24 時間 － － － － 24 時間 

58-30
低圧代替注水系格納容器下部

注水流量 
SA － ○ － 24 時間 － － － － 24 時間 

58-31
代替循環冷却系格納容器スプ

レイ流量 
SA － ○ － － － － － － 24 時間 

58-32
格納容器圧力逃がし装置※８

（48-2,50-1,52-1 と同じ） 
SA ○ ○ － 24 時間 － － － － 24 時間 

58-33
耐圧強化ベント系放射線モニ

タ SA ○ － － － － － － － 24 時間 

58-34
残留熱除去系海水系系統流量

(23-23 と同じ) 
DB/SA 交流電源復旧後に使用 

58-35
代替循環冷却系ポンプ入口温

度 
SA － － － － － － － － 24 時間 

58-36 原子炉建屋水素濃度 SA 交流電源復旧後に使用 

58-37
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐

出圧力 
DB 拡張 ○ － － 8 時間 24 時間 － － － 24 時間 

58-38
高圧炉心スプレイ系ポンプ吐

出圧力 
DB 拡張 交流電源復旧後に使用 

58-39
常設高圧代替注水系ポンプ吐

出圧力 
SA － － － 24 時間 － － － － 24 時間 

58-40
低圧炉心スプレイ系ポンプ吐

出圧力 
DB 拡張 交流電源復旧後に使用 

58-41 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 DB/SA 交流電源復旧後に使用 

58-42
常設低圧代替注水系ポンプ吐

出圧力 
SA ○ － － － － － － － 24 時間 

58-43 原子炉水位用凝縮槽温度 自主 － － － － 24 時間 24 時間 － － 24 時間 

58-44
緊急用海水系流量（残留熱除

去系熱交換器） 
SA 交流電源復旧後に使用 

58-45
緊急用海水系流量（残留熱除

去系補機） 
SA 交流電源復旧後に使用 
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第 57-10-2 表 非常用の常設蓄電池から電源供給する設備（１１／１１） 

条文 内容 

追加要

求事項

の有無 

番号 電源供給する設備 機能 
炉心 

※１

格納 

容器 

※２ 

燃料 

※３

要求 

時間 

供給可能時間 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 

中性子 

モニタ用

蓄電池 

緊急用 

直流 125V

蓄電池 

59 条 原子炉制御室 有 － 
（電源が必要な設備が要求さ

れない） 
－ － － － － － － － － － 

60 条 監視測定設備 有 60-1 可搬型モニタリング・ポスト SA 専用電源から供給 

61 条 緊急時対策所 有 61-1 緊急時対策所電源 SA 専用電源から供給 

62 条 
通信連絡を行うために必

要な設備 
有 

62-1 
無線連絡設備 

(35-3 と同じ) 
DB/SA － － － 24 時間 24 時間 － － － － 

62-2 
衛星電話設備 

(35-4 と同じ) 
DB/SA － － － 24 時間 24 時間 － － － － 

62-3 
データ伝送装置（データ伝送装

置）（35-5 と同じ） 
DB/SA － － － 90 分 － 24 時間 － － 24 時間 

62-4 
データ伝送装置（緊急時対策支

援システム）（35-6 と同じ） 
DB/SA 専用電源からの供給 

－ － 無 0-1 タービン制御系 (常用系） － － － － 8 時間 8 時間 － － － 
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(凡例) 

 

■：区分Ⅰの蓄電池（直流 125V 蓄電池２Ａ）から電源供給 

■：区分Ⅱの蓄電池（直流 125V 蓄電池２Ｂ）から電源供給 

■：区分Ⅲの蓄電池（直流 125V 蓄電池ＨＰＣＳ）から電源供給 

■：中性子モニタ用蓄電池２Ａ又は２Ｂから電源供給 

■：緊急用直流 125V 蓄電池から電源供給 

■：交流電源が回復するまでは系統として機能しない設備 

 ：建設時，直流電源の供給を必要とした設備 

 

（略語） 

 D/W：ドライウェル 

 S/C：サプレッション・チェンバ 

 

※１：重大事故等が発生した場合において，炉心の著しい損傷防止のために必

要な設備 

※２：重大事故等が発生した場合において，格納容器の破損防止のために必要

な設備 

※３：重大事故等が発生した場合において，使用済燃料プール内燃料体の著し

い損傷防止のために必要な設備 

※４：原子炉スクラム用電磁接触器の状態を原子炉保護系母線の充電表示ラン

プで確認する。 

※５：直流 250V 蓄電池（常用）より給電する。 

※６：火災防護対策設備で電源が必要な設備は，火災感知設備及び消火設備で

あるが，全交流動力電源喪失後，常設代替交流電源設備（常設代替高圧電
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源装置）から給電されるまでの約 90 分間は専用電源から給電可能な設計と

する。 

※７：外の状況を監視する設備は，構内監視カメラ，津波監視カメラ，取水ピ

ット水位計，潮位計，気象観測設備，モニタリング・ポスト等があり，こ

のうち構内監視カメラ，津波監視カメラ，取水ピット水位計，潮位計は，

全交流動力電源喪失後約 8 時間監視可能である。 

※８：格納容器圧力逃がし装置には，フィルタ装置水位，フィルタ装置圧力，

フィルタ装置スクラビング水温度，フィルタ装置出口放射線モニタを含む。 
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第 57-10-3 表 全交流動力電源喪失時に電源供給が最低限必要な計装設備（１／２） 

主要設備 
設置許可基準規則（条） 

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

原子炉圧力容器温度 － － － － － － － － － － － － － － ○

原子炉圧力 － ○ ○ ○ － － － － － － － － － － ○

原子炉圧力（SA） － ○ ○ ○ － － － － － － － － － － ○

原子炉水位（広帯域・燃料域） － ○ ○ ○ － － － － － － － － － － ○

原子炉水位（SA 広帯域・SA 燃料域） － ○ ○ ○ － － － － － － － － － － ○

高圧代替注水系系統流量 － ○ － － － － － － － － － － － － ○

低圧代替注水系原子炉注水流量 － － － ○ － － － － － － － － － － ○

代替循環冷却系原子炉注水流量 － － － － － － ○ － － － － － － － ○

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 － － － － － ○ － － － － － － － － ○

低圧代替注水系格納容器下部注水流量 － － － － － － － ○ － － － － － － ○

代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 － － － － － － ○ － － － － － － － ○

ドライウェル雰囲気温度 － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － ○

サプレッション・チェンバ雰囲気温度 － － － ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － － ○

サプレッション・プール水温度 － － － － ○ － ○ － － － － － － － ○

ドライウェル圧力 － － － ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － － ○

サプレッション・チェンバ圧力 － － － ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － － ○

サプレッション・プール水位 － ○ － － － ○ － － － － － － ○ － ○

格納容器下部水位 － － － － － － － ○ － － － － － － ○

格納容器内水素濃度（SA） － － － － － － － － ○ － － － － － ○

格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W） － － － － － － － － － － － － － － ○

格納容器雰囲気放射線モニタ（S/C） － － － － － － － － － － － － － － ○

起動領域計装 ○ － － － － － － － － － － － － － ○

平均出力領域計装 ○ － － － － － － － － － － － － － ○

フィルタ装置水位 － － － － ○ － ○ － ○ － － － － － ○

フィルタ装置圧力 － － － － ○ － ○ － ○ － － － － － ○

フィルタ装置スクラビング水温度 － － － － ○ － ○ － ○ － － － － － ○

フィルタ装置出口放射線モニタ 

（高レンジ・低レンジ） 
－ － － － ○ － ○ － ○ － － － － － ○

フィルタ装置入口水素濃度 － － － － ○ － ○ － ○ － － － － － ○



 

57-10-29 

第 57-10-3 表 全交流動力電源喪失時に電源供給が最低限必要な計装設備（２／２） 

主要設備 
設置許可基準規則（条） 

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

耐圧強化ベント系放射線モニタ － － － － ○ － － － － － － － － － ○

代替循環冷却系ポンプ入口温度 － － － － － － ○ － － － － － － － ○

緊急用海水系流量 

（残留熱除去系熱交換器） － － － － ○ － ○ － － － － － － － ○

緊急用海水系流量 

（残留熱除去系補機） － － － － ○ － ○ － － － － － － － ○

代替淡水貯槽水位 － － － ○ － － － － － － － － ○ － ○

常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 － － － － － － － － － － － － － － ○

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 － － － ○ － ○ － ○ － － － － － － ○

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 － － － － － － ○ － － － － － － － ○

原子炉建屋水素濃度 － － － － － － － － － ○ － － － － ○

静的触媒式水素再結合器動作監視装置 － － － － － － － － － ○ － － － － ○

格納容器内酸素濃度（SA） － － － － － － － － ○ － － － － － ○

使用済燃料プール水位・温度（SA 広域） － － － － － － － － － － ○ － － － ○

使用済燃料プール温度（SA） － － － － － － － － － － ○ － － － ○

使用済燃料プールエリア放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ） 
－ － － － － － － － － － ○ － － － ○

使用済燃料プール監視カメラ － － － － － － － － － － ○ － － － ○

原子炉隔離時冷却系系統流量 － ○ － － － － － － － － － － － － ○

高圧炉心スプレイ系系統流量 － ○ － － － － － － － － － － － － ○

残留熱除去系系統流量 － － － ○ ○ ○ － － － － － － － － ○

低圧炉心スプレイ系系統流量 － － － ○ － － － － － － － － － － ○

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 － － － － － － － － － － － － － － ○

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 － － － － － － － － － － － － － － ○

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 － － － ○ － － － － － － － － － － ○

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 － － － ○ － － － － － － － － － － ○

残留熱除去系熱交換器入口温度 － － － ○ ○ ○ － － － － － － － － ○

残留熱除去系熱交換器出口温度 － － － ○ ○ ○ － － － － － － － － ○

残留熱除去系海水系系統流量 － － － ○ ○ ○ － － － － － － － － ○

 ■：交流電源復旧後に使用する設備 
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第 57-10-4 表 有効性評価の各シナリオで直流電源から電源供給が必要な設備（１／５） 

主要設備 

有効性評価 

2.1 2.2 2.3.1 2．3.2 2．4.1 2．4.2 2.5 2.6 2.7 2.8 3．1.2 3．1.3 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4

【動力電源供給対象】 

原子炉隔離時冷却系 － － ○ － ○ ○ ○ － ○ ○ － － － － － － － － － － － －

高圧代替注水系 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

逃がし安全弁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ － ○ － － ○ ○ － －

格納容器圧力逃がし装置 ○ － － － － ○ － ○ － － － ○ － － － － － － － － － －

【制御電源供給対象】 

原子炉圧力容器温度 － － － － － － － － － － － － ○ ○ － ○ － － － － － －

原子炉圧力 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ － －

原子炉圧力（SA） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ － －

原子炉水位（広帯域・燃料域） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ －

原子炉水位（SA 広帯域・SA 燃料域） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ －

高圧代替注水系系統流量 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

低圧代替注水系原子炉注水流量 ○ － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － － － － ○ － －
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第 57-10-4 表 有効性評価の各シナリオで直流電源から電源供給が必要な設備（２／５） 

主要設備 

有効性評価 

2.1 2.2 2.3.1 2．3.2 2．4.1 2．4.2 2.5 2.6 2.7 2.8 3．1.2 3．1.3 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4

代替循環冷却系原子炉注水流量 － － － － － － － － － － ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － － －

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 ○ － ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

低圧代替注水系格納容器下部注水流量 － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 － － － － － － － － － － ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － － －

ドライウェル雰囲気温度 － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

サプレッション・チェンバ雰囲気温度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

サプレッション・プール水温度 － ○ － － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － － －

ドライウェル圧力 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

サプレッション・チェンバ圧力 ○ － ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

サプレッション・プール水位 ○ － ○ ○ － ○ － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ －

格納容器下部水位 － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

格納容器内水素濃度（SA） － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W） ○ － － － － ○ － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

格納容器雰囲気放射線モニタ（S/C） ○ － － － － ○ － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －
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第 57-10-4 表 有効性評価の各シナリオで直流電源から電源供給が必要な設備（３／５） 

主要設備 

有効性評価 

2.1 2.2 2.3.1 2．3.2 2．4.1 2．4.2 2.5 2.6 2.7 2.8 
3．

1.2 
3．1.3 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4

起動領域計装 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － ○

平均出力領域計装 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

フィルタ装置水位 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

フィルタ装置圧力 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

フィルタ装置スクラビング水温度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

フィルタ装置出口放射線モニタ 

（高レンジ・低レンジ） 
○ － － － － ○ － ○ － － － ○ － － － － － － － － － －

フィルタ装置入口水素濃度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

耐圧強化ベント系放射線モニタ ○ － － － － ○ － ○ － － － － － － － － － － － － － －

代替循環冷却系ポンプ入口温度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

代替淡水貯槽水位 ○ － 〇 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ － －

常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 ○ － － ○ ○ ○ － ○ － ○ － － － － － － － － － － － －

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

緊急用海水系流量 

（残留熱除去系熱交換器） 
－ － － － ○ － － － － ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － － －

緊急用海水系流量 

（残留熱除去系補機） 
－ － － － ○ － － － － ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － － －
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第 57-10-4 表 有効性評価の各シナリオで直流電源から電源供給が必要な設備（４／５） 

主要設備 

有効性評価 

2.1 2.2 2.3.1 2．3.2 2．4.1 2．4.2 2.5 2.6 2.7 2.8 3．1.2 3．1.3 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4

原子炉建屋水素濃度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

静的触媒式水素再結合器動作監視装置 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

格納容器内酸素濃度（SA） － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

使用済燃料プール水位・温度（SA 広域） － － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － －

使用済燃料プール温度（SA） － － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － －

使用済燃料プールエリア放射線モニタ 

（高レンジ・低レンジ） 
－ － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － －

使用済燃料プール監視カメラ － － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － －

原子炉隔離時冷却系系統流量 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

高圧炉心スプレイ系系統流量 ○ ○ － － － ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

残留熱除去系系統流量 － ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ －

低圧炉心スプレイ系系統流量 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 ○ ○ － － － ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 ○ ○ － － － － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

残留熱除去系熱交換器入口温度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － －

残留熱除去系熱交換器出口温度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － －
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第 57-10-4 表 有効性評価の各シナリオで直流電源から電源供給が必要な設備（５／５） 

主要設備 

有効性評価 

2.1 2.2 2.3.1 2．3.2 2．4.1 2．4.2 2.5 2.6 2.7 2.8 3．1.2 3．1.3 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4

残留熱除去系海水系系統流量 － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － －

 

（凡例） 

 

：有効性評価のうち全交流動力電源喪失を想定しているシナリオ及び設備 

 

■：交流電源復旧後に使用する設備 
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10.3 直流電源設備の電路の独立性について 

10.3.1 直流電源設備の電路の独立性の基本方針 

第57-10-2表に記載の設備のうち炉心の著しい損傷，格納容器の破損及び貯

蔵槽内燃料体等の著しい損傷を防止するための設備のうち重大事故防止設備

については，(1)，(2)の2パターンを有し，それぞれのパターンについて，以

下のとおり，独立性を有する設計とする。 

 

(1)設計基準事故対処設備と重大事故防止設備を別々に設置するパターン 

第57-10-3図のとおり直流125V蓄電池２Ａ又は２Ｂから設計基準事故対処

設備への電路と，緊急用直流125V蓄電池から重大事故防止設備への電路を，

独立性を有する設計とする。 

 

 
 

第 57-10-3 図 直流電源供給方法  
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(2)設計基準事故対処設備と重大事故防止設備を兼用し設置するパターン 

設計基準事故対処設備と重大事故防止設備を兼用する設備があるため，当

該設備については，第57-10-4図のとおり切替スイッチを設け，直流125V蓄電

池２Ａ又は２Ｂから設計基準事故対処設備への電路と，緊急用直流125V蓄電

池から切替スイッチまでの電路を，独立性を有する設計とする。 

具体的には，設計基準事故対処設備と重大事故防止設備を兼用する設備は

以下のとおりである。 

○逃がし安全弁 

○使用済燃料貯蔵プール水位（SA 広域） 

○使用済燃料貯蔵プール温度（SA 広域） 

○格納容器内雰囲気放射線レベル 

○原子炉圧力（SA） 

 

第57-10-4図 直流電源供給方法（設計基準事故対処設備と重大事故防止設

備の兼用の場合） 
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